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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

ネパールは、アプローチ・ペーパーにおいて、「安全な飲料水と衛生サービス」を重要課題として、

2017 年までにすべての人々に対して信頼出来る給水および衛生サービスを提供することを目指して

いる。 

本事業は、この目標に基づいて浄水施設・配水池の建設および送・配水管を敷設するとともに、ソ

フトコンポーネントを実施することとしている。これにより、雨季においても低濁度の給水が期待で

き、かつ適正な塩素を注入することにより大腸菌群等が検出されない安全な水を供給することがで

きる。また、配水システムの改善により配水頻度の改善（全給水エリアにおいて週 7 日配水）を達成

しようとするものである。 

本事業で実施される事業概要を以下に示す。 

表 3-1-1 プロジェクトの概要 
 項   目 事業内容 

施設建設 導水管 φ800mm、延長 1.2km（敷設替え） 

沈砂・沈殿池 42,000m3/日 

浄水場 緩速ろ過池 41,000m3/日 

送水管 φ300-500mm, 管延長 7.9km 

配水池・高架水槽 配水池 2 池、高架水槽 1 池 

配水本管 φ150-500mm, 延長 49.8km 

配水支管 φ50-150mm, 延長 52.9km 

給水管 φ13mm, 7,300 カ所 

施設改良 
既設配水池 2 箇所 

配水池改良、塩素消毒設備 

流量計φ200-400mm 

既設高架水槽 流量計φ200mm、φ400mm 

既設井戸（3 箇所） 流量計 

資機材調達 給水メータ 9,000 個 

水質分析機器 一式 

小型掘削機 2 台 

管探知機 2 台 

バルブ探知機 2 台 

ソフトコンポーネント（S/C） - 浄水場 運転・維持管理 

- 配水システム 運転・維持管理 

- 給水管敷設 施工管理技術 

- 水質測定・管理 

実施設計・施工監理 一式 
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3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

① 本事業における計画浄水処理水量は、Mardi 川の既設取水堰からの取水量および既設導水管能力

より、41,000m3/日とする（3-2-2-3 に詳述）。 

② 対象給水区域は、NWSC と協議のうえ旧ポカラ行政区（Ward No.1～No.18）に加えて、3 つの新

行政区（Ward No. 19, 26, 28）の一部地域に給水を行うものとする（3-2-2-1 に詳述）。 

③ 本事業の計画目標年については、NWSC による事業実施の 2010 年から 15 年後、計画策定時の

2015 年から 10 年後を目標年次として設定することとした。すなわち、計画策定を 2015 年、供

用開始を 2020 年、目標年次を 2025 年として設定した（3-2-2-1 に詳述）。 

④ 現在のところ、浄水処理を行わずに給水しているため水道水の濁度が高く、また塩素も適切に注

入されていないため、給水栓から大腸菌群が検出されている状況である。本事業では、浄水処理

施設の建設および主要施設への塩素処理施設の設置を行い、給水水質の大幅な改善を目指す（3-

2-2-3 に詳述）。 

⑤ 現状では、市の一部において 7 日/週の給水がある一方、多くの地域においては 1～3 日/週程度

の給水頻度になっている。本事業では、送配水施設を整備し、需要者への均等な配水システムを

構築し、給水時間の制限はあるものの、7 日/週の配水を行うものとする（3-2-2-5 に詳述）。 

⑥ 現在使用されている Mardi 川を水源とする取水堰および導水管は調査の結果、使用できるもの

と判断し、既設施設を使うものとする。ただし、一部の露出・漏水が認められた導水管について

は、洪水に対する脆弱性が認められたため敷設替えを行うものとする。また、既設取水堰から沈

砂・沈殿池に自然流下で送水するため、摩擦損失を抑えることを目的として一部の導水管につい

ては敷設替えを行う。さらに Seti 川との合流地点の既設水管橋部については、管の敷設レベルが

過去の洪水位より低いため、災害に対する事前の策として導水管を河床の下に敷設替えを行う 3-

2-2-2 に詳述）。 

⑦ 電力供給が不安定であるため、できるだけ電力を使わない水道施設とする。従って、新設する沈

砂・沈殿池および浄水場から配水池および給水区域への配水は、運転維持管理費を低減させるた

め、基本的にポンプを使わずに自然流下により行う水道システムとする（3-2-2-4 に詳述）。 

(2) 自然環境条件に対する方針 

ポカラ市は標高 800～950m に位置し、周囲を高地に囲まれており、気温は首都カトマンズよりや

や高い。気候は高温多湿の夏と乾燥した冬が特徴の温暖冬季少雨気候に分類され、 も暑くなる時期

は 4 月～8 月で平均 高気温は 31℃で、 も寒くなる時期は 12 月～2 月で平均 低気温は 7℃であ

る。ポカラ市では、5 月の終わり頃から徐々に雨が多くなり、6 月から本格的な雨季に入る。降水量

は 8 月でピークを迎え、9 月の終わり頃まで雨が多い。年間降水量は約 3,500mm であり、東京よりも

多い。降水量が 大となる 8 月の降水量は約 900mm となっている。降雨による作業への影響は少な

いと言えるが、多雨期の作業計画の策定においては、資機材の搬入、土工事の掘削、盛土作業、コン

クリート打設時の養生等の作業期間に留意する。 

浄水場および前処理施設の土質は礫質土であり、十分な地耐力を有しているため、直接基礎とする。 
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(3) 建設事情/調達事情に対する方針 

① 本事業で採用する施工方法は、現地の建設事情や技術レベルを勘案して、現地の作業員や資機

材を 大限に活用できる方法とする。 

② 保管場所の制約があり、管敷設延長が長いため、管材は施工の進行に合わせて納品することと

する。 

③ コンクリートについては、ポカラ市内の生コンクリート工場からの搬入ルートが１ルートしか

なく、雨季の大雨で搬入ルートにて土砂崩れが発生する可能性もあることから、現地工場から

の調達は難しく、円滑な工事進捗を図るため、本事業専用の生コンクリートプラントを浄水場

敷地内あるいは周辺に設置することを調達の基本とする。 

④ ダクタイル鋳鉄管は、インド製あるいは第三国製を考える。ただし、インド製の異形管（曲管、

バルブ等）の継手部からの漏水、バルブの水密性・耐圧性が劣る等が懸念されるため、異形管

は日本あるいは日本メーカーの第三国工場からの輸入を考える。 

⑤ 水道用鋼管や HDPE 管はネパール国内で製造されており、様々な工事現場で使用実績があるこ

と、また品質も十分に確保されていることから、ネパール製とする。 

(4) 給水メータに関する方針 

現在のところ、給水メータは、NWSC から顧客にレンタルされている一部を除いて、すべて顧客の

所有・管理責任となっている。しかし給水メータは、適切な流量管理および料金徴収のために、NWSC

の所有とすることが望ましい。 

特に本事業により給水メータを調達する場合、日本の無償資金協力事業の方針によって、メータは

あくまでも NWSC の資産として扱い、顧客に転売しないようにする必要がある。 

よって、従来行われていた給水メータのレンタル制度を再度採用し、調達するメータは NWSC か

ら顧客に有料でレンタルすることを原則とする。 

(5) 運営・維持管理に対する対応方針 

運営・維持管理については、沈砂・沈殿池および浄水場（緩速ろ過方式）の導入により、日々の定

期的な点検項目、運転管理項目等が増加することになる。また、配水池 3 箇所の新設、送配水管およ

び配水管網の更新により、配水システムが更新され、安定した配水管理のため、現在より高度な配水

制御が求められる。また、安全な給水水質を確保するため浄水場、配水施設の適切な運転・維持管理、

および水質測定・管理が求められる。さらに高い漏水率の原因と考えられる給水管に対しては、適切

な敷設が必要となってくる。そこで NWSC の水道施設の運転・維持管理能力を向上し、強化するた

め、後述のとおりソフトコンポーネント計画にて技術指導を行う。 

 

3-2-2 基本計画（施設計画／機材計画） 

3-2-2-1 水需要予測 

(1) 現在の給水状況 

1) NWSC の給水区域 

NWSC ポカラ支所では旧ポカラ行政区（Ward No. 1~No. 18）の全域および 3 つの新行政区（Ward 

No. 19, 26, 28）の一部地域に給水を行っている。NWSC はこれらの地域に対して 13 の給水区域を設

定し、実質的な顧客管理・水量管理はこの給水区域に基づいて行っている。元々は行政区域と一致



ネパール国ポカラ上水道改善計画準備調査 
   第 3章 プロジェクトの内容 

 

3-4 

させて給水エリアを設定したものの、給水人口の増加に伴い給水範囲が拡大し、現在では 1 つの給

水区域が複数の行政区域にまたがっているような状況である。現在の NWSC の給水区域と行政区域

の関係を図 3-2-1 および表 3-2-1 に示す。 

2) 他の水道事業 

ポカラ市の特定の地域では独自の水道を有するコミュニティ・ウォーターなるものが存在してお

り、それらの地域では他の水道事業体から料金体系が切り離された、独立した水道事業が実施され

ている。ただし、今回の水需要予測においては以下の理由から、コミュニティ・ウォーターの水使

用量を含む水需要量を算出するものとする。 

 コミュニティ・ウォーターの水利用状況の全容を把握するためには、更なる詳細な調査を要す

る。 

 コミュニティ・ウォーターの水使用量がポカラ市全体の水需要量に占める割合は小さく、水需

要予測の結果全体に与える影響は小さいものと判断される。 

 将来的にはそれらの地域にも NWSC から給水を行う可能性がある（ここでは潜在的な水需要

として考える）。 

 
※上図の着色は、NWSC の給水区域を表す   出典）調査団作成 

図 3-2-1 NWSC 給水区域と行政区域 
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表 3-2-1 NWSC 給水区域と行政区域 

NWSC Area No 
（給水区域）. 

Municipality Ward No. 
（ポカラ行政区域） 

① 1, 2, 16, 19 (80%), 28 (40%) 
② 1, 2 
③ 2, 3, 4, 26 (15%) 
④ 11,12 
⑤ 4 
⑥ 8, 9 
⑦ 10, 12, 13 
⑧ 14,15,18 
⑨ 7, 17 
⑩ 6 
⑪ 10 
⑫ 7, 8 
⑬ 5, 7 

（ ）内の%表記は、NWSC へのヒアリングの結果明らかとなった行政区域面積に

対する給水区域面積の割合を表す。 
出典）調査団作成 

(2) 目標年次の設定 

目標年次に関して、水道施設設計指針には、「将来予測の確実性、施設整備の合理性および経営

状況を踏まえたうえで、できるだけ長く設定することが望ましい」、「計画策定時から 10～20 年程

度を標準とする」との記載がある。しかし、NWSC においては入手可能なデータ、情報が限られて

おり、将来予測の確実性を担保することが困難であるため、計画策定（2015 年）時から 短の 10 年

後、また NWSC による事業実施の 2010 年から 15 年後にあたる、2025 年を目標年次として設定す

ることとした。すなわち、計画策定を 2015 年、供用開始を 2020 年、10 年後の 2025 年を目標年次

として設定した。 

(3) 給水人口の推計 

1) 推計手順 

給水人口の推計は、以下の手順により行った。 

① 給水区域内人口の推計 

② 給水人口の推計（給水区域内人口×給水普及率） 

 

2) 給水区域内人口の推計 

ネパール統計局（Nepal Central Bureau of Statistic）から入手したセンサス（2001 年、2011 年）の

結果を用いて、年次の 2025 年における給水区域内人口を行政区域毎に推計した。 

 推計方法の選定 

将来人口の推計方法には、実績と将来の傾向が時間のみを変数とする式で記述できる時系列傾

向分析法を用いた。すなわち、実績人口に傾向曲線を当てはめて将来人口を予測する方法である。

この方法で用いられる傾向曲線としては、水道施設設計指針に記載される以下の 5 つの傾向曲線

がある。ポカラ市の実績人口にこれらの 5 つの傾向曲線を適用した結果を図 3-2-2 に示す。 

①年平均増減数式：	 y = ax + b (a = 10,061.2、b = 149,474) 

②年平均増減率式： y = y0 (1+ r)x (y0 = 264,471、r = 0.04929) 
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③修正指数曲線式： y = K - abx (K = 25,879.9、a = -153,654、b = 1.05654) 

④べき曲線： y = Yo+A xa (a = 1.11129、A = 7,495.36、Yo = 163,458) 

⑤ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線式： y = K / (1+e(a-bx)) (K = 500,000、a = 0.82928、b = 0.08331) 

年平均増減率式および修正指数曲線式では、2025 年に 500,000 人以上となる試算結果であった

が、今後、給水区域内人口が過去 10 年間の増加率と同等以上で増加するとは、考えにくいため不

適と判断した。年平均増減数式、べき曲線、ロジスティック曲線の 3 つの傾向曲線による試算結

果は±5%以内の範囲に収まっていることから、本事業ではそれらの中央値となる年平均増減数式

を傾向曲線として採用した。 

 

 推計結果 

年平均増減数式を用いて、給水区域内人口を行政区域毎に推計した結果を表 3-2-2 に示す。推

計の結果、給水区域内人口は 2015 年現在で 304,869 人、目標年次である 2025 年で 405,881 人と

なった。 

 
出典）調査団作成 

図 3-2-2 給水区域内人口の予測（時系列傾向分析） 
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表 3-2-2 給水区域内人口の推計結果（時系列傾向分析：年平均増減数式） 

 
出典）調査団作成 

 

3) 給水人口の算定 

給水人口は、給水区域内人口に給水普及率を乗じて求める。 

「給水人口」＝「給水区域内人口」×「給水普及率」 

目標年次における給水普及率は、 大水需要量を把握する目的で、ここでは 100%として設定し

た。したがって、現況の給水区域内における給水普及率を 100%と仮定した場合、給水人口は

405,881 人となる。 

(4) 計画給水量の推計 

1) 基本方針 

現在の NWSC 給水区域における目標年次 2025 年の計画一日平均給水量および計画一日 大給

水量を算出した。各種水量は、表 3-2-3 に示す International Water Association（国際水協会、以下

IWA）の分析項目に基づいて推計および整理を行った。 

  

2015 2025

1 12,037 15,513 100% 12,037 15,513 347.6 1.97 16,903 20,379

2 4,859 8,729 100% 4,859 8,729 387.0 3.51 10,277 14,147

3 6,962 9,462 100% 6,962 9,462 250.0 2.27 10,462 12,962

4 5,988 9,119 100% 5,988 9,119 313.1 2.84 10,371 13,502

5 6,829 14,803 100% 6,829 14,803 797.4 4.10 17,992 25,966

6 10,663 14,729 100% 10,663 14,729 406.6 2.36 16,355 20,421

7 8,241 12,875 100% 8,241 12,875 463.4 2.96 14,728 19,362

8 16,112 26,080 100% 16,112 26,080 996.8 3.11 30,067 40,035

9 12,111 16,626 100% 12,111 16,626 451.5 2.33 18,432 22,947

10 12,433 18,470 100% 12,433 18,470 603.7 2.73 20,884 26,921

11 7,408 12,338 100% 7,408 12,338 493.0 3.22 14,310 19,240

12 7,369 11,613 100% 7,369 11,613 424.4 3.00 13,310 17,554

13 6,739 13,154 100% 6,739 13,154 641.5 3.79 15,720 22,135

14 2,314 6,427 100% 2,314 6,427 411.3 4.68 8,072 12,185

15 10,099 17,027 100% 10,099 17,027 692.8 3.27 19,798 26,726

16 10,068 14,950 100% 10,068 14,950 488.2 2.73 16,902 21,784

17 12,706 26,752 100% 12,706 26,752 1,404.6 4.01 32,370 46,416

18 3,374 6,798 100% 3,374 6,798 342.4 3.88 8,167 11,591

Lamachour 19 5,019 7,027 80% 4,015 5,622 160.6 2.43 6,264 7,870

Sarang Kot 26 6,612 8,354 15% 992 1,253 26.1 1.84 1,357 1,618

Armala 28 5,348 5,328 40% 2,139 2,131 -0.8 -0.04 2,128 2,120

173,291 276,174 163,458 264,471 10,288.3 2.79 304,869 405,881

年平均増減数式
y=ax+b

Growth rate
(%)

Pokhara

Population
(NWSC Served Area)

2001 2011

Served
Area
(%)

PopulationGrowth
per year

Total

2001 2011

Municipality
Ward No.

Population
(All Area)
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表 3-2-3 IWA による配水量分析 

System Input 
Volume 

システム投入水量 

Authorised 
Consumption 
認定消費水量 

Billed Authorised 
Consumption 
認定請求水量 

Revenue 
Water 

有収水量 

Unbilled Authorised 
Consumption 

認定非請求水量 
Non-Revenue 

Water 
無収水量 Water Losses 

損失水量 

Apparent Losses 
見かけ損失水量 

Real Losses 
漏水量 

 

2) 認定消費水量の推計 

 推計方針 

① 認定請求水量 

NWSC の顧客は、給水管口径が 1/2 インチの小口利用者と 1/2 インチより大きい大口利用者の

2 種類に大きく分類されている。さらに、各々で Domestic, Government, Industry の 3 つの用途区分

別に水量実績が集計されており、Domestic が水量全体の 99%以上を占める。なお、ホテル・レス

トラン等の業務・営業用水が Domestic の用途区分に含まれていることがその理由と想定される

が、実績データからその内訳を把握することは不可能であった。 

認定請求水量の推計には、可能な限り用途別推計方法を用いることが原則である。しかし、上

述の理由から、実績データを用いて用途別推計を行うことは難しいため、小口利用者と大口利用

者の 2 分類による口径別推計方法を採用した。 

ポカラ市は観光地であるため、定住人口による使用水量のほか、観光客による使用水量も認定

請求水量として別途考慮する必要がある。調査の結果、観光客が使用しているホテル・レストラ

ンのうち約 30%が固有の井戸水を利用している事が分かり、本事業により水道水質が改善された

場合に井戸から水道へ切り替える可能性を考慮し、観光客による使用水量を算出のうえ、将来の

有収水量として別途見込むこととした。 

以上の理由により、認定請求水量としては、小口・大口利用者による使用水量、観光客による

使用水量を計上する。 

 

② 認定非請求水量 

ポカラ市内には NWSC 設置の共同水栓が 174 個存在しており、その使用水量は料金徴収の対象

となっておらず、認定非請求水量の位置付けとなっている。元々は家庭に水道を持たない貧困層

のために設置された共同水栓であるが、家庭における水道普及率の上昇に伴い、年々その重要性

は低くなっており、現在は 150 栓程度が稼働しているが、将来的には全て廃止する予定である。

ただし、貧困層は未だ存在しているとの見解から、政府や市から共同水栓の維持費用が提供され

ており、NWSC の意向では簡単には廃止出来ないのが現状である。 

以上の理由より、認定非請求水量として共同水栓における使用水量を計上する。 
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 小口利用者の使用水量 

小口利用者の一日平均使用水量は、原単位に給水人口を乗じて求める。 

「小口利用者の一日平均使用水量」＝「使用水量原単位」×「給水人口」

NWSC の給水区域では複数世帯で 1 つの給水メータが共有されるケースが多数存在しており、

1 メータ当たりの平均使用人数が把握されていないため、使用水量の実績値から使用水量原単位

を推計することは困難である。そのため、NWSC 顧客へのヒアリング調査を試み、原単位の推計

を行った。ヒアリング調査は、ポカラ支所に料金支払いに訪れる顧客を対象に 600 件行った。な

お、以下に挙げる条件に当てはまるものは原単位推計の計算対象から除外した。 

① メータが未設置であり、正確な使用水量の把握が困難であるもの。 

② 使用水量が従量料金の 低ランクの 10m3/月以下であり、便宜的に 10m3/月と請求書に記載さ

れたもの。 

③ 使用水量原単位が 50L/人/日以下の地域では共同水栓や給水車など他の手段に頼っており、数

値は実際の水需要を反映していないと考えられるため、異常値として計算対象から除外する。

また、原単位が 200L/人/日以上という数値は、先進国の原単位と同等程度であり、ポカラ市

の水道事情にそぐわないと判断し、異常値として計算対象から除外する。 

ヒアリング調査の結果の一部を表 3-2-4 に示す。調査の結果、使用水量原単位は 93.3L/人・日

と算出された。ただし、実際には NWSC による水道用水供給以外の水を併せて使用している例も

見られるため、必ずしも現時点での水使用状況を反映した原単位ではないことには留意が必要で

ある。 

続いて、ネパールの MoUD および DWSS の参考値、WHO 標準値、他の類似案件などを参照し、

ヒアリング調査により推計した原単位の妥当性について検証を行った。 

表 3-2-5 に使用水量原単位の参考値一覧を示す。MoUD では 2030 年までの達成目標値として、

都市エリアで 100 L/人/日、地方エリアで 65 L/人/日を設定している。しかし、その一方で実際に

は首都のカトマンズでは、35 L/人/日しか消費されていないと報告されている。これは水源不足に

より十分な水量が得られておらず、また水道用水以外の水利用形態が存在しているため、給水量

実績ベースでは低く推計されており、実態と異なるものと考えられる。また、他国の事例として、

10 万人以上の都市では概ね 120 L/人/日を採用しており、WHO の標準値は 100～140 L/人/日であ

ることから、10 万人以上の規模の都市における原単位としては、120 L/人/日程度が妥当であると

判断される。以上のことから、人口約 25 万人（2011 年）のポカラ市において、ヒアリング調査

結果の 93.3 L/人/日は水需要量の算出に用いる原単位としてはやや低いと考えられる。そのため、

ここでは 120 L/人/日を基準とし、これに小口利用者の業務・営業用水として 10 L/人/日を見込ん

だ 130 L/人/日を小口利用者の使用水量原単位として設定した。 

表 3-2-6 に示すとおり、使用水量原単位に将来の給水人口を乗じた小口利用者の一日平均使用

水量は、52,765m3/日と推計された。 
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表 3-2-4 ヒアリング調査の結果の一部（2015 年 5 月実施） 

 
* 給水メータが未設置のデータを除外した。 
** 使用水量が従量料金の 低ランクの 10m3/月以下であり、便宜的に 10m3/月と請求書に記載されているデータを除外した。 
*** 原単位 (lpcd) が 50 L/人・日以下あるいは 200 L/人・日以上のデータを異常値として除外した。 

出典）調査団作成

77 5 33316 yes 60 1 7 20 0.33 333.33 47.62 47.6 47.6

78 18 31346 yes 30 1 6 18 0.60 600.00 100.00 100.0 100.0 100.0

79 12 24947 yes 180 2 7 94 0.52 261.11 74.60 74.6 74.6 74.6

80 18 31495 yes 30 2 9 31 1.03 516.67 114.81 114.8 114.8 114.8

81 5 9044 yes 30 1 5 23 0.77 766.67 153.33 153.3 153.3 153.3

82 18 31362 yes 30 4 16 38 1.27 316.67 79.17 79.2 79.2 79.2

83 6 20343 yes 30 1 5 21 0.70 700.00 140.00 140.0 140.0 140.0

84 18 31333 yes 30 2 9 2 0.07 33.33 7.41 7.4 7.4

85 13 32345 yes 30 1 11 31 1.03 1033.33 93.94 93.9 93.9 93.9

86 18 31434 yes 30 1 4 39 1.30 1300.00 325.00 325.0 325.0

87 13 20583 yes 30 1 3 11 0.37 366.67 122.22 122.2 122.2 122.2

88 18 31539 yes 30 5 4 18 0.60 120.00 150.00 150.0 150.0 150.0

89 12 4887 yes 30 3 12 28 0.93 311.11 77.78 77.8 77.8 77.8

90 18 31537 yes 30 6 26 10 0.33 55.56 12.82 12.8

91 6 29674 yes 30 1 6 18 0.60 600.00 100.00 100.0 100.0 100.0

92 18 31391 yes 30 1 6 31 1.03 1033.33 172.22 172.2 172.2 172.2

93 6 9013 no 30 1 4 0.00 0.00 0.00

94 18 32333 yes 30 5 19 7 0.23 46.67 12.28 12.3 12.3

95 15 31250 yes 30 1 4 17 0.57 566.67 141.67 141.7 141.7 141.7

96 18 31473 yes 120 1 5 37 0.31 308.33 61.67 61.7 61.7 61.7

97 15 24545 yes 30 1 4 3 0.10 100.00 25.00 25.0 25.0

98 18 32344 yes 30 1 3 8 0.27 266.67 88.89 88.9 88.9 88.9

99 15 11276 yes 30 1 4 4 0.13 133.33 33.33 33.3 33.3

Number of
households

No. Ward No. Consumer No.
Meter Working

(Yes/No)
Billing Period

(Days)
Number of

Users

Water
Consumption

(m3)

Water
Consumption

(m3/day)

Water
Consumption
(l/build/day)

Water
Consumption

(lpcd)

Water
Consumption

(lpcd)*

Water
Consumption

(lpcd)**

Water
Consumption

(lpcd)***
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表 3-2-5 他機関・他都市での使用水量原単位の参考値一覧 

Country/ Organization Scale 
Comsumptio

n 
(lpcd) 

Reference 

Nepal 
National 
Strategy 

Urban Area 100 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Rural Area 65 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Kathmandu >100,000 35 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Dharan >100,000 107.6 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Nepalgunj 
50,000~100,00
0 

128 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Hetauda 
50,000~100,00
0 

73.8 
MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

  >100,000 150~200 DWSS, Design Guidelines for Community Based 
Gravity Flow Rural Water Supply Schemes 
(2012)   

20,000~100,00
0 

100~150 

WHO     110~140 MoUD, National Urban Development 
Strategy(2015)

Sri Lanka Kilinochch
i 

>40,000 120 Other Project by NJS 

Jaffna >100,000 120   

Bangladesh Khulna >100,000 120 Other Project by NJS 

出典）調査団作成 
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表 3-2-6 小口利用者の一日平均使用水量の推計結果（2025 年） 

  
  ※ 各地域の給水人口については、表 3-2-2 を参照のこと。 

出典）調査団作成 

 大口利用者の使用水量 

2014年における大口利用者の使用水量および使用水量原単位の実績を表 3-2-7に示す（ただし、

表中データは給水メータが正常に動作している顧客の集計）。2014 年 12 月末時点において、NWSC

の大口利用者は 132 戸であるが、給水メータが正常に動作している数は 16 戸と全体の約 12%程

度であった。使用水量は 1,137～2,840 L/戸/日となり、これらの平均値である 2,034 L/戸/日を大口

利用者の使用水量原単位として設定した。以上の仮定に基づき、大口利用者の一日平均使用水量

を 2,034 L/戸/日×132 戸 = 268m3/日として推計した。 

なお、大口利用者については、実績のサンプル戸数が少ないため、ヒアリング調査等により推

計の精度を高めることが望ましいが、大口利用者／小口利用者の使用水量の比率は 1%以下であ

ることから、大口利用者の使用水量の推計精度が、給水量全体の推計結果に与える影響は小さい

ものと判断した。 

1 20,379 130 2,649

2 14,147 130 1,839

3 12,962 130 1,685

4 13,502 130 1,755

5 25,966 130 3,376

6 20,421 130 2,655

7 19,362 130 2,517

8 40,035 130 5,205

9 22,947 130 2,983

10 26,921 130 3,500

11 19,240 130 2,501

12 17,554 130 2,282

13 22,135 130 2,878

14 12,185 130 1,584

15 26,726 130 3,474

16 21,784 130 2,832

17 46,416 130 6,034

18 11,591 130 1,507

19 7,870 130 1,023

26 1,618 130 210

28 2,120 130 276

405,881 52,765

Population
Water Demand

(m3/day)
Municipality

Ward No.

Old Pokhara
Sub-Metropolitan City
(PSMC)

Total

New Marged Area

Consumption
(L/capita/day)
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表 3-2-7 大口利用者の使用水量および使用水量原単位の実績（2014 年） 

 

※ 上記データは計測可能な給水メータに限定した実測データである 
出典）調査団作成 

 

 観光客による使用水量 

ネパールにおける観光人口（1990～2013 年）およびポカラ市における観光人口（1990～2010 年）

をもとに 2025 年におけるポカラ市の観光人口の推計を行った結果を図 3-2-3 に示す。なお、2011

～2013 年のポカラ市の観光人口は調査時点では入手出来なかったため、ポカラ市観光人口／ネパ

ール観光人口の比率でポカラ市のデータを補完した。直線近似式を用いると、2025 年におけるポ

カラ市の観光人口は 351,719 人/年と推計された。 

観光客の平均滞在日数を社会条件調査の結果から約 2.9 日と設定すると、観光人口は 2,790 人/

日と計算され、原単位を 130L/人/日と仮定すると、観光客により 363m3/日の水が消費される計算

となる。さらに、観光客が利用するホテル・レストランのうち、30%が井戸を有しており、井戸水

の使用量である 109m3/日（= 363m3/日×30%）を目標年における認定請求水量として計上する。 

Domestic Government Industry
(m3/month) (m3/month) (m3/month) (m3/month) (m3/day)

2014/1/15
2014/2/12

2014/2/13
2014/3/14

2014/3/15
2014/4/13

2014/4/14
2014/5/14

2014/5/15
2014/6/14

2014/6/15
2014/7/16

2014/7/17
2014/8/16

2014/8/17
2014/9/16

2014/9/17
2014/10/17

2014/10/18
2014/11/16

2014/11/17
2014/12/15

2014/12/16
2015/1/14

Average 2,034

16

17

16

1,838

2,001

1,993

2,224

2,678

1,013

1,810

37

37

43

47

42

45

35

60

1,842

1,137

1,245

2,388

1,015

926

1,268

17

17

16

18

18

19

19

18

Consumer
Consumption Rate
(L/consumer/day)

Total Comsumption
Period 

1,245

2,840

1,718

40

51

38

975

125

188

270

0

77

0

1,517

1,140

17 1,202 164

1,353

98

251

411

146

29

1,135

1,187

1,334

1,456

1,314

22

10

0

21

17

0 1,366 47 2,505

1,392

875

923

1,289

1,115

817

780

139

138

1,009

99

58

21
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出典）調査団作成 

図 3-2-3 観光人口の推移 

 

 共同水栓における使用水量 

共同水栓における使用水量は、下式により推計する。 

 

「共同水栓の使用水量」＝「使用水量原単位」×「1 水栓当たりの利用人数」×「水栓数」 

 

各共同水栓の使用水量および利用人数については NWSC で把握していないため、共同水栓の使

用状況について調査を行った。調査結果を表 3-2-8 に示す。また、下記に調査により判明した特

筆事項について記載する。 

 共同水栓の使用状況は、立地条件および給

水状況によって様々であり一様でない。 

 通行者等の一時的な使用が多い箇所（表 3-

2-8 の No. 2, 3, 5）、家庭給水栓の給水頻度

の問題から共同水栓を利用している箇所

（No.14）が見受けられる。 

 Baldhara Spring から直接共同水栓に送水し

ている箇所では、家庭の給水栓よりも水質

が良いとの理由から、飲料目的でこの共同

水栓が利用されている （No. 4）。 

 生活用水を共同水栓に頼っている地域は、No.6～No.15 であり、1 つの共同水栓につき、平均

で約 100 人/日がアクセスしている。 

共同水栓の使用水量原単位については算出が困難であるため、ここでは DWSS の Design 

y = 9975.4x + 2529.7

y = 17448x + 227575

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000
N

um
be

r 
of

 T
ou

ris
t

Year

Pokhara

Nepal

linear approximation (Pokhara)

linear approximation (Nepal)

0

0

838,225

351,719

x = (年－1990)

写真 3-2-1 共同水栓の使用状況 
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Guideline (2002) に記載された共同水栓の使用水量原単位の 45 L/人/日を採用する。推計の結果、

共同水栓の使用水量は 45 L/人/日×100 人/栓×150 栓 = 675m3/日と算定された。 

表 3-2-8 共同水栓の使用状況の調査結果 

 
※表中の網掛け部では、純粋な生活用水としては共同水栓に頼っていない。 

出典）調査団作成 

3) 現状の配水状況の評価 

 配水量 

本節では、ポカラ市の配水状況を検討するために、現在の配水量と使用水量の実績を比較する。

配水量の実態については、配水池に流量計が設置されていないことから不明となっている。そこ

で配水量の大部分を占める Mardi 川について、JICA 調査団が流量測定調査を実施したところ、

Mardi 川の配水量は 46,000 m3/日であった。他の水源の配水量については公称能力を用いて、ポカ

ラ市の配水量の合計を算出すると、表 3-2-9 に示すとおり、約 54,120m3/日となる。 

表 3-2-9 現在の配水量 

水源 能力 (m3/日) 留意事項 

Mardi 川 46,000 JICA 調査団による流量測定の結果 

Bhote 川 1,500   

Kali 川 2,000   

Baldara Spring 300   

Deep Well 4,320  1m3/min×3 箇所 =1,440m3/日×3 箇所 

合計 54,120  

注）Bhote 川、Kali 川、Baldara spring の水量は Pokhara Water Supply Report (2005)を参照した。 
Bhote 川、Kali 川は、乾季の 少水量を表す。通年の水量は、次のとおり。 
Bhote 川＝1,500~5,000m3/日、Kali 川＝ 2,000~5,000m3/日 (Pokhara Water Supply Report、2005) 

 

No. House User Private Tap Water Supply Situation Main Purpose

1 40 150 ◯ Not working last 1 year -

2 6 20 ◯ Everyday Temporary use by pedestrian

3 NA 200 △ Everyday Domestic use and temporary use by pedestrian

4 NA 500 ◯ 3 to 4 times in a week Only for drinking water 

5 NA 40 ◯ 4 times in a week Mainly temporary use by pedestrian

6 60 230  Everyday Domestic and commercial use

7 20 80  Everyday Domestic use

8 15 60  2hrs in alternative days Domestic use

9 20 80  4hrs in alternative days Domestic use

10 20 80  4hrs in alternative days Domestic use

11 20 80  4hrs in alternative days Domestic use

12 20 80  4hrs in alternative days Domestic use

13 10 40 △ 4hrs in alternative days Domestic use

14 30 110 △ Everyday Domestic use

15 50 190  after each 5 to 6 days Domestic use

◯: most houses have private taps, △: half of houses have private taps,  : No house has a private tap
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なお、配水状況の分析については、上記のとおり配水量の実績を用いて検討しているが、本事

業における Mardi 川の計画浄水処理水量（設計値）は、既設取水堰からの取水量および既設導水

管能力から、41,000m3/日である。その場合の計画配水量の合計は、表 3-2-16 のとおり、49,120m3/

日となる。 
 

 現在の使用水量 

現在の小口利用者の使用水量は、実績データから下式により求めた。 

「使用水量」＝「メータ検針水量の合計値」÷「メータ稼働率」 

表 3-2-10 に示すとおり、小口利用者のメータ検針水量の合計値は 10,333m3/日である。一方で、

2015 年 1 月時点での給水メータの稼働率は、表 3-2-11 に示すとおり約 50%であることから、現

時点における小口利用者による一日平均使用水量は、実績データより 10,333m3/日 / 0.50 = 

20,666m3/日と推計される。 

表 3-2-10 小口利用者の使用水量実績（2014 年） 

 
※ 上記データは正常に稼働している給水メータに限定した検針水量である（Consumer 数は利用人数ではな

く稼働メータ数を表す） 
出典）調査団作成 

 

表 3-2-11 給水メータの設置数・稼働率 

Customer Meter Number of Meters Percentage 

Running meter 17,156 50% 

Meter is damaged, have some problems or unmeter 10,867 31% 

Not read or others 6,500 19% 

Total 34,523 100% 

Domestic Government Industry
(m3/month) (m3/month) (m3/month) (m3/month) (m3/day)

2014/1/15
2014/2/12

2014/2/13
2014/3/14

2014/3/15
2014/4/13

2014/4/14
2014/5/14

2014/5/15
2014/6/14

2014/6/15
2014/7/16

2014/7/17
2014/8/16

2014/8/17
2014/9/16

2014/9/17
2014/10/17

2014/10/18
2014/11/16

2014/11/17
2014/12/15

2014/12/16
2015/1/14

Average 10,333

Maximum 12,393

Total Comsumption
Period

14,072 251,798 249 210 8,699252,257

15,172 273,431

15,724 280,959 580 847 282,386 9,413

1,577 248 275,256 9,175

299 324,329 10,462

698272,67015,477

15,914 323,670 360

8,831273,763395

264 320,061 10,325

338272,64214,711

16,036 319,481 316

8,540273,275295

368

401 341,703 11,023

499348,07716,122

15,336 339,935 1,367

11,254348,868292

12,078

Consumer

17,140 361,593 501 245 362,339

281 359,402 12,393

660353,22015,335

16,168 358,209 912

11,808354,248
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大口利用者、共同水栓については、前述の水量を仮定すると、2015 年における認定消費水量は

表 3-2-12 に示すとおり、21,609m3/日と算定される。 

表 3-2-12 認定消費水量の推計値（2015 年） 

利用者内訳 使用水量 (m3/日) 

I. Billed Consumption 
(A+B+C ) 

20,934 

   (A) Small Consumer 20,666 

   (B) Lage Consumer 268 

   (C) Tourist (well water) 0 

II. Unbilled Consumption (D) 675 

   (D) Public faucet 675 

Total = I + II 21,609 

以上の 2015 年の配水量および使用水量について、IWA の分析項目に基づいて分類すると、表 

3-2-13 に示す結果となる。2015 年において配水量 54,120m3/日のうち実に約 32,500m3/日が損失水

量として失われており、その割合は全体の約 60%（= (54,120 – 21,610)/54,120）と高くなっている。

また、損失水量を 100%とした時の 60%を漏水量、残りの 40%を見かけ損失水量と仮定した場合、

現在の漏水率は全体の約 36%、見かけ損失水率は約 24%となる。なお、漏水量 60%、見かけ損失

40%という数値は、世界銀行の発表論文である”The Challenge of Reducing Non-Revenue Water in 

Developing Countries (2006)”に記載された途上国の数値であり、これを用いた。 

一般に見かけ損失率は途上国で高く、先進国になるほど低くなる傾向にある。その内容として

は、盗水、給水メータの計量誤差（誤差、不感）、データハンドリングによる人為的誤差等が含

まれる。ポカラ市の実情からすると盗水被害は少ないと考えられるものの、給水メータ稼働率は

50%と低く、水質が悪いため故障には至らないまでも計量精度が低下している給水メータが多分

に存在するものと推察される。以上の理由から、ポカラ市の水道事業において見かけ損失水量を

考慮する事は必要であり、また、24%という値も途上国の数値として妥当であると判断する。 

表 3-2-13 配水量分析結果（2015 年） 

System Input 
Volume 

54,120 m3/day 
100% 

Authorised 
Consumption 
21,610 m3/day 

40% 

Billed Authorised Consumption
20,930 m3/day 

39% 

Revenue Water 
20,930 m3/day 

39% 
Unbilled Authorised 

Consumption 
680 m3/day 

1% Non-Revenue 
Water 

33,190 m3/day 
61% 

Water Losses 
32,510 m3/day 
60% (100%) 

Apparent Losses 
13,000 m3/day 
24% (40%)* 
Real Losses 

19,510 m3/day 
36% (60%)* 

* The Challenge of Reducing Non-Revenue Water in Developing Countries, World Bank (2006) より設定 
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(5) 計画一日平均給水量の推計 

続いて 2025 年における計画一日平均給水量の算出を行った。前述で推計した各種水量を整理

すると、2025 年の認定消費水量は表 3-2-14 に示すとおり、53,817m3/日となる。 

表 3-2-14 認定消費水量の予測値（2025 年） 

内訳 使用水量 (m3/日) 

I. Billed Consumption 
(A+B+C ) 53,142 

   (A) Small Consumer 52,765 

   (B) Lage Consumer 268 

   (C) Tourist (well water) 109 

II. Unbilled Consumption (D) 675 

   (D) Public faucet 675 

Total = I + II 53,817 

 

本事業完了後の漏水率が、2015 年の 36%から 27%まで改善されるものと仮定すると（設定根拠

については、別添資料 6-5 を参照）、認定消費水量は全体の約 55%となるため、下記の計算によ

り計画一日平均給水量は、97,849m3/日となる。 

「一日平均給水量」 ＝「認定消費水量」/ 0.55 

   ＝53,817 m3/日 / 0.55 

   ＝97,849 m3/日 

表 3-2-15 配水量分析結果（2025 年） 

Authorised 
Consumption 
53,817 m3/day 

55% 

Billed Authorised Consumption
53,142 m3/day 

54% 

Revenue Water 
53,142 m3/day 

54% 

Daily Average 
Water Demand 
97,849 m3/day 

100% 

Unbilled Authorised 
Consumption 

675 m3/day 
1% Non-Revenue 

Water 
44,707m3/day 

46% 
Water Losses 
44,032 m3/day 
45% (100%) 

Apparent Losses 
17,613 m3/ day 
18% (40%)* 
Real Losses 

26,419 m3/day 
27% (60%)* 

* The Challenge of Reducing Non-Revenue Water in Developing Countries, World Bank (2006) より設定 

(6) 計画一日 大給水量の算定 

表 3-2-10 の小口利用者の一日平均使用水量より、2015 年における負荷率は下記のとおり約 83.4%

と算定された。 

「負荷率」 ＝「小口利用者の一日平均使用水量」/「一日 大使用水量」 

＝10,333m3/日 / 12,393m3/日 

＝83.4% 

この値は、日本の水道設計指針において給水人口規模別に設定された負荷率（25 万～50 万人未満
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で 78～88%程度）と近い値であり、ポカラ市の人口規模では妥当な値であると判断されるため、こ

れを計画負荷率として設定する。 

目標年次である 2025 年の計画一日 大給水量は、計画一日平均給水量に計画負荷率を考慮して、

下記のとおり 117,325 m3/日と算定される。 

「一日 大給水量」 ＝「一日平均給水量」÷「計画負荷率」 

   = 97,849 / 0.834 

   = 117,325m3/日 

なお、ここで算定した計画一日 大給水量 117,325m3/日は、給水区域内の給水率を 100%とした場

合の 大水需要量である点には留意が必要である。 

(7) 現在の給水人口および給水率の推計 

現在の小口利用者の一日平均使用水量は「(4) 3) 現在の配水状況の評価」で前述したとおり、

20,666m3/日と推計され、使用水量原単位を 130L/人/日とすると、2015 年現在における給水人口は約

159,000 人と計算される。なお、表 3-2-2 より 2015 年における給水区域内人口は 304,869 人と推計

されるので、給水率は約 52%（=159,000 人/304,869 人）となる。 

(8) 目標年次における需要供給バランス 

目標年次である 2025 年における配水可能量は、表 3-2-16 に示すとおり 49,120m3/日となる。一

方、それに対する 2025 年の計画一日平均給水量（需要量）は 97,849m3/日であり、需要量に対する

配水可能量の割合は、約 50％となる。 

なお、本事業には新たな水源の開発は含まれないため、現況の配水可能量 49,120m3/日を可能な限

り有効に配水することを考える。配水計画の詳細については後述する。 

表 3-2-16 目標年次の配水可能量 

水源 能力 (m3/日) 留意事項 

Mardi 川 41,000 ※浄水場からの計画送水量 

Bhote 川 1,500  

Kali 川 2,000  

Baldara Spring 300  

Deep Well 4,320 1m3/min×3 箇所 =1,440m3/日×3 箇所 

合計 49,120  

注）Bhote 川、Kali 川、Baldara spring の水量は Pokhara Water Supply Report (2005)を参照した。 
Bhote 川、Kali 川は、乾季の 少水量を表す。通年の水量は、次のとおり。 
Bhote 川＝1,500~5,000m3/日、Kali 川＝ 2,000~5,000m3/日 (Pokhara Water Supply Report、2005) 

 

(9) 結果まとめ 

以上の結果を表 3-2-17 にまとめる。 

表 3-2-17 水需要予測結果のまとめ 

項目 単位 数量 算出方法 記載箇所 

計画給水人口 人 405,881 ①、予測値 (3) 

 使用水量原単位 L/人/日 130 ②、設定値 (4) 2) 
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項目 単位 数量 算出方法 記載箇所 

 小口利用者使用水量 m3/日 52,765 ③= ①x② (4) 2) 

 大口利用者使用水量 m3/日 268 ④、推計値 (4) 2) 

 観光客使用水量 m3/日 109 ⑤、推計値 (4) 2) 

 共同水栓使用水量 m3/日 675 ⑥、推計値 (4) 2) 

認定消費水量 m3/日 53,817 ⑦ = ③+④+⑤+⑥ (4) 4) 

 漏水率 % 27 ⑧、仮定値、無効水量の 60% 別添資料 6-5 

 見かけ損失率 % 18 ⑨、仮定値、無効水量の 40% (4) 4) 

 損失水量率 % 45 ⑩= ⑧+⑨ (4) 4) 

損失水量 m3/日 44,032 ⑪= ⑫－⑦ (4) 4) 

計画一日平均給水量 m3/日 97,849 ⑫= ⑦ / (1－⑩/100） (4) 4) 

 計画負荷率 % 83.4 ⑬、実績 (5) 

計画一日 大給水量 m3/日 117,325 ⑭= ⑫x (100 / ⑬) (5) 

配水可能水量 m3/日 49,120 ⑮、実績(推定) (4) 3) 

計画一日平均給水量カバー

率 
% 50 ⑯=⑫/⑮x 100 (7) 

 

3-2-2-2 導水施設 

(1) 既設導水管能力 

浄水場において 41,000m3/日の浄水処理を行うためには、Mardi 川の既設取水堰からの原水 

42,000m3/日（浄水ロスを考慮）を浄水場に導水する必要がある。 

現地調査において、既設の 2 本の導水管φ400mm およびφ500mm の送水量を超音波流量計およ

び送水先配水池の水位変動から測定した。測定結果およびヘーゼン・ウィリアム式により計算される

送水量を下表にまとめる。 

表 3-2-18 既設導水管の送水能力 

導水管 設計送水量 算定される送水量 測定値 

φ400mm 16,000m3/日 14,000m3/日 
(C=110) *) 

16,000m3/日以上 

φ500mm 25,000m3/日 30,000～37,600m3/日 
(C=88～110) *) 

30,000m3/日以上 

合計 41,000m3/日 44,000～51,600m3/日 46,000m3/日以上 

*): C 値はヘーゼン・ウィリアムス式の係数で、水の流れやすさを示す係数 

上記測定は取水堰から配水池までの既設導水管の送水能力を測定したものである。 

しかしながら、プロジェクト実施後は、図 3-2-4 に示すように沈砂・沈殿池および浄水場を導水

管の途中で建設するために、一旦大気開放される。このため表 3-2-18 とは少し異なる送水量となる

ことが考えられる。従って、実質的には以下の区間での導水管の送水能力を把握しておくことが重要

となる。 

a) 既設取水堰～沈砂・沈殿池区間 

b) 沈砂・沈殿池～浄水場区間 
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(2) 導水管敷設替えについて 

既設の導水管は、一部の区間で漏水および流下能力不足等、2-1-4-4 (3) に示すような問題がある。

このため、以下の敷設替えを行うものとする。 

取水堰～沈砂・沈殿池区間： φ400mm およびφ500mm の管をまとめて、φ800mm、延長 300m の

新管に敷設替え。 

沈砂・沈殿池～浄水場区間： Seti 川水管橋を下越しとし、その下流の浄水場への導水管をφ800mm、

延長 880m の新管に敷設替え。 

一方、当初要請にあった、Seti 川の HDPE 水管橋の敷設替えは、HDPE 水管橋が堅牢に建設され、

また設置位置が高く、洪水により損傷を受ける可能性が低いと判断されたため、敷設替えは行わない。 

この変更にもとづき、水理計算を行うと下記のような結果となる。 

表 3-2-19 プロジェクト実施後の導水管水理計算 

 
注): 管路 1 および 4 は、既設管φ500mm を使用するため、実測で得られた C 値＝88 を採用した。 

管路
上流
節点

下流
節点

延長 管径
流速
係数

管路
流量

流速
動水
勾配

区間
ロス

管路
特性

設定
圧力

（ｍ） （mm） （ｍ3/ｓ） （ｍ/ｓ） (0/00) （ｍ） （ｍ）
1 1 ---> 3 100 500 88 0.287 1.46 7.736 0.774 0 0 既設管
2 2 ---> 3 100 400 110 0.199 1.586 7.736 0.774 0 0 既設管
3 3 ---> 4 300 800 110 0.486 0.967 1.378 0.413 0 0 新設管
4 5 ---> 7 1240 500 88 0.287 1.46 7.736 9.593 0 0 既設管
5 6 ---> 7 1240 400 110 0.199 1.586 7.736 9.593 0 0 既設管
6 7 ---> 8 880 800 110 0.486 0.967 1.378 1.213 0 0 新設管

既設 φ500mm 導水管

(WL +1044.3m)

敷設替え
φ800mm 導水管

既設
取水堰

既設
Amalabisauni

配水池

既設 φ400mm 導水管

Mardi川

Seti川

Seti川

既設
取水堰

既設
Amalabisauni

配水池

既設
Bindhabashini

配水池

既設 φ400mm 導水管

既設 φ500mm 導水管

Mardi川

Seti川

Seti川

浄水場

大気解放

大気解放

既設 φ500mm 導水管

既設 φ400mm 導水管

敷設替え
φ800mm 導水管

既設導水管

プロジェクト実施後

(WL +1044.3m)

(WL +1042.5m)

既設 φ500mm 導水管

沈砂・
沈殿池

(WL +1030.5m)

(WL +1002.0m)

(WL +932.3m)

既設
Bindhabashini

配水池

(WL +1002.0m)

(WL +932.3m)

L=7650m

L=10040m

L=5130m

L=7520m
L=880m

L=1240mL=100m

L=100m

L=300m

水管橋

水管橋

河川下越し

河川下越し

既設 φ400mm 導水管

L=1240m

図 3-2-4 プロジェクト実施前、実施後の導水管システム図 
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まず、取水から沈砂・沈殿池の水理計算の結果から、取水から節点③までの区間ロスは、h1=0.774m

となる。次に節点③から沈砂・沈殿池流入部（節点④）までの区間ロスは、h2=0.413m となる。した

がって、取水から沈砂・沈殿池流入部までの区間ロスは、1.187m となり、沈砂・沈殿池流入部の水位

は、取水位 WL+1044.300m から区間ロス 1.187m を引いて、WL+1043.113m となり、沈砂・沈殿池流

入部計画水位 WL+1042.500m を上回り、Q=42,000m3/日の流下は確保される。 

次に沈殿池・沈殿池流出部から浄水場まで、節点⑦までの区間ロスは、h1=9.593m となる。次に節

点⑦から浄水場着水井（節点⑧）までの区間ロスは、h2=1.213m となる。したがって、沈砂・沈殿池

流出部から浄水場までの区間ロスは、10.806m となる。以上より、浄水場着水井の水位は、沈殿池出

口水位 WL+1042.000m から区間ロス 10.806m を引いて、WL+1031.194m となり、着水井流入部計画

水位 WL+1030.500m を上回り、Q=42,000m3/日の流下は確保されている。 
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図 3-2-5 プロジェクト実施後の導水管水位関係図 
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(3) 懸案事項および今後の対応 

表 3-2-18 に示すように本調査での流量測定により、既設φ400mm 導水管は計算値の送水能力を

有していることが確認できた。 

しかしながら、既設φ500mmの送水能力が計算流下能力を下回っている。この原因としては、Mardi

川下越し部、浄水場より下流の HDPE 水管橋部あるいは以降の管ルートでの曲管部、エア・バインデ

ィング、土砂沈積等の阻害部がある可能性が考えられるが、管路のどの部分に流れを大きく阻害する

問題が発生しているかは、現時点では特定できていない。 

現段階では、導水管は取水堰から既設配水池まで大気開放されることなく送水されているため、

プロジェクト実施後の沈砂・沈殿池および浄水場で大気開放されたのちのφ500mm 管の送水能力を

確実に把握することは困難である。 

これを確認するため水圧・流量調査を、実施設計時に、既存導水管φ500mm の取水～沈砂・沈殿

池の区間、および、沈砂・沈殿池～浄水場の区間について以下のように実施することとする。 

① 沈砂・沈殿池建設予定地点、および、浄水場建設予定地点におけるφ500mm 管の水圧を同時に

測定する。 

② 上記①実施時にφ500mm 管を流れる流量を測定する。 

③ 上記①および②から、取水～沈砂・沈殿池区間におけるφ500mm 管の C 値、および沈砂・沈殿

池～浄水場区間における C 値を求める。 

④ 上記③で求められた C 値を用い、取水～沈砂・沈殿池区間、および、沈砂・沈殿池～浄水場区間

のいずれの区間においても計画取水量である 42,000m3/日を導水することが可能であることを確

認する。 

⑤ 上記④において計画取水量 42,000m3/日を導水することは不可能と判断され、かつ、流れを阻害

する原因の特定・排除が困難と判断される場合は、計画取水量および計画浄水量を見直す。 

 

3-2-2-3 浄水処理施設 

(1) 浄水処理量 

浄水処理規模を 25,000m3/日とした場合と 41,000m3/日とした場合の水フローを図 3-2-6 に示す。 

ネパールからの要請内容は、浄水処理規模が 25,000m3/日の浄水場であり、Mardi 川の導水管φ

500mm の原水のみが処理対象となる。その場合、Mardi 川のもう一方の導水管φ400mm の原水は処

理対象とならず、ポカラ市内の全水源水量のうち、処理対象水は約 5 割程度に留まる。さらに、

Bindhabasini 配水池以降で処理水と原水がブレンドされることとなり、水道水質の改善に対する大き

な効果は期待できない。 

一方で、浄水場の処理規模を 41,000m3/日とした場合、Mardi 川からの導水量が全て処理対象とな

る。その場合、ポカラ市内の全水源水量のうち約 8 割以上が浄水処理される事となるため、図中の青

線で示した部分について水道水質の改善効果が期待できる。さらにネパール側が残り 2 割の Bhote 川

配水池および Chamber B からの原水に対して浄水処理施設を設置することが必要となる。これによ

り、市内に給水される全量が浄水処理されることとなる。 
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ネ国要請内容（浄水処理規模 25,000m3/日） 調査団提案（浄水処理規模 41,000m3/日） 

図 3-2-6 浄水処理規模 25,000m3/日および 41,000m3/日 

上記検討結果から、浄水場規模 41,000m3/日とする場合、Mardi 川から継続的に 42,000m3/日の導水

が可能かどうか、およびその水質が飲料水に適するものかどうか調査した。調査結果の要約を以下に

示す。 

1) 水源能力と送水能力 

取水堰の上流約 250m 地点にネパール水文局（DMH）Lohchik 観測所があり、同地点での Mardi 川

の観測流量は、取水堰での流量と概ね同等程度であると考えられる。観測所の資料によると、2007～

2010 年の渇水流量（1 年で 355 日以上はこれを下らない流量）は、1.7~2.9m3/sec の範囲にあった。本

調査では雨季前に取水堰で流量測定を行っており、その際の流量が 3.21m3/sec (277,000m3/日)、

4.26m3/sec (368,000m3/日) と観測所の渇水流量に近い値であった事から、同資料は信頼性できるもの

と判断した。さらに、同資料において 2007～2010 年の 小流量は 1.31m3/sec (113,200m3/日) となっ

ており、 小流量に対しても計画取水量 (42,000m3/日) を確保でき、十分な水源水量を有するものと

考えられる。さらに、 小水量から判断しても、Maridi 川は将来の水道水源としても、十分に期待が

できる。 

浄水処理後、配水池への送水は、既設 2 本の導水管を利用するために、その送水能力による制限

がある。導水管能力の設計値は 2 本合計で 41,000m3/日である一方、本調査での送水流量の実測値は

46,000m3/日が得られているが、既設導水管の能力、途中の沈砂・沈殿池および浄水場で大気開放され

ることを考慮すると（3-2-2-1 参照）、計画 大浄水量として 41,000m3/日を設定することが適当であ

ると考えられる。 
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2) Mardi 川の原水水質 

Mardi 川の原水水質は、ネパールおよび日本国内の公的水質検査機関への再委託によって水質分

析を実施した。ネパールでの水質分析結果は、乾季、雨季とも、濁度、鉄、細菌類がネパール基準

よりやや高い値となっていた。また、国内での分析結果は、濁度、鉄、細菌類に加え、臭気、アル

ミニウムについても、ネパール基準よりやや高い結果となっている。なお、クリプトスポリジウム

については、検出されなかった。鉄、アルミニウム、細菌類に関しては、水道水源として異常に高

いという値ではなく、本事業によって建設する浄水施設で、十分処理が行えるレベルである。濁度

に関しては、雨季の降雨時に非常に高くなるため、浄水処理で検討が必要である。 

このように、Mardi 川を水源とする場合、水量、水質とも本計画に適合するものである。 

以上の検討から、本事業における計画 大浄水量は、以下のように設定する。 

計画 大浄水量： 41,000m3/日 

(2) 浄水処理施設用地 

1) 沈砂・沈殿池および浄水場候補地の概要 

沈砂・沈殿池および浄水場の候補地の概要を、図 3-2-7 および表 3-2-20 に示す。面積は、地形条

件や施設面積を考慮して概略算定している。 

候補地は 4 箇所あり、そのうち候補地 1 は NWSC が既に一部土地を取得しているため、その部分

については優先的に利用することを NWSC から要望された。 

以下に浄水場用地の 適地を検討する。 

 

図 3-2-7 浄水処理施設候補地の位置 

  

Seti 川

Mardi 川 
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表 3-2-20 浄水場候補地の概要 

概要 航空写真 

候補地 1 
NWSC 用地：標高+1043.6m 
学校用地：標高、+1041.3m 
面積：2.1ha 
NWSC の購入済用地を中心に、学校用の土地

（公有地）および民地を含む。NWSC 用地は

本事業で優先的に利用する。 
学校用地は公有地であり、NWSC によれば購

入可能である。 
民地：学校用地より 5m 程度高い。 
 
 
 
候補地 2 
標高：+1038.9m 
面積：0.7ha 
敷地に段差があり、長さ 130m、奥行き 50～
70m 程度が活用できる用地である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
候補地 3 

標高：+988.5m 

面積：2.7ha 

敷地が比較的広く取れる。 

標高が Amalabisauni 配水池+1002m より低

い。 
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候補地 4 

標高：+1027.0m 

面積：2.7ha 

敷地の面積は十分であるが、アクセスに難が

ある。 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) 浄水場用地の選定 

浄水場用地の選定にあたり、次の事項について検討する。 

① 浄水場用地の位置（標高）の適性 

② 施設が配置可能な面積の有無 

③ 取水堰から浄水場用地、配水池までの送水可能性 

また、浄水施設に必要な用地面積は、概ね 2.5 ha である。 

 

3) 浄水場用地の位置 

本浄水場は、取水施設からφ500mm およびφ400mm の導水管によって原水を受水し、浄水処理し

た後、自然流下で Amalabisauni 配水池および Bindhabasini 配水池に送水する。そのため、Amalabisauni

配水池および Bindhabasini 配水池より標高が高くなければいけない。 

表 3-2-21にAmalabisauni配水池およびBindhabasini配水池の標高と、浄水場候補地の標高を示す。

候補地 3 は、標高が+988.5m であり、Amalabisauni 配水池の標高+1,002.5m より低いため、Amalabisauni

配水池に自然流下で送水できないため、候補地 3 は浄水場用地としては不適である。 

候補地 1、2、4 は Amalabisauni 配水池および Bindhabasini 配水池より標高が高いことから、引き

続き比較検討を行う。 

表 3-2-21 浄水場候補地の標高と面積 

用地 標高（m） 面積 備考 

候補地 1 +1,043.6 2.1 ha  

候補地 2 +1,038.9 0.7 ha  浄水場設置は困難 

候補地 3 +988.5 2.7 ha  Amalabisauni配水池に送水できない

候補地 4 +1,027.2 2.7 ha  

Amalabisauni 配水池 +1,002.5 -  

Bindhabasini 配水池 +932.7 -  

 

4) 浄水場が設置可能な面積の有無 

各施設の概略必要 少面積を表 3-2-22 に示す。沈砂・沈殿池は 130m×50m (約 0.65 ha)、緩速ろ

過池+浄水池で構成される浄水場は 216m×84m (約 1.8 ha)、合計約 2.5ha の用地が必要と考えられる。 
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表 3-2-22 浄水場の概略必要 少面積 

施設 必要面積 

沈砂・沈殿池 130m×50m (約 0.65 ha) 

浄水場（緩速ろ過池+浄水池） 216m×84m (約 1.8 ha) 

計 2.5 ha 

候補地 1 は、NWSC がすでにその一部分を購入しており、NWSC からその土地を利用することに

ついて強い要望があった。NWSC がすでに購入している土地は約 0.8 ha で、沈砂・沈殿池の配置が可

能である。候補地 1 は取水堰から近く、ここで沈砂・沈殿して原水中の濁度分を削減することで、そ

の後の導水管への負担を大幅に軽減することができる。したがって、候補地 1 に少なくとも沈砂・沈

殿池を建設することを考える。 

その場合、候補地 2 および候補地 4 で必要な面積は、緩速ろ過池+浄水池の 1.8 ha となる。 

候補地 4 は、地形条件から 2.7 ha の用地が利用可能であり、緩速ろ過池＋浄水池を建設すること

が可能である。 

候補地 2 は、民家と川、段丘状の崖に囲まれており、利用可能な面積は 0.7 ha 程度と考えられ、

緩速ろ過池＋浄水池を建設することは敷地面積が小さいため困難である。よって、候補地 2 は浄水場

用地として利用できない。 

候補地 1、4 は用地面積を確保できることから、両候補地の比較優位性について検討を行うことと

する。 

 

5) ケーススタディ 

以上の検討から、候補地 3 は Amalabisauni 配水池に送水できず、候補地 2 は用地が狭いため、浄

水場の用地としては不適切であることが判明した。条件を満たした以下の 2 ケースについて検討を

行う。 

a) CASE-1：候補地 1 に沈砂・沈殿池、候補地 4 に浄水場を建設した場合 

候補地 1 に沈砂・沈殿池を、候補地 4 に緩速ろ過池・浄水池を建設した場合について考える。取

水堰から候補地 1 および候補地 4 を経由して、Amalabisauni 配水池および Bindhabasini 配水池まで送

水する。 
 
b) CASE-2：候補地 1 に沈砂・普通沈殿池および浄水場を建設した場合 

候補地 1 は、敷地面積は 2.1ha ある。細長い三日月形の用地で施設配置が難しいものの、設置は可

能であるが、既往 大洪水時に敷地が浸水した実績がある。 

 

6) 用地選定の検討および結果 

候補地 1 に沈砂・沈殿池、候補地 4 に浄水場を建設した場合 (CASE-1) と候補地 1 に浄水場を建

設した場合 (CASE-2) について、さらに詳細に比較・検討した（表 3-2-23 参照）。 

なお、CASE-1 の施設配置計画を図 3-2-8 に、CASE-2 の施設配置計画を図 3-2-9 に示す。 
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図 3-2-8 CASE-1 の施設配置図  
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図 3-2-9 CASE-2 の施設配置
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表 3-2-23 浄水場候補地 (CASE-1 と CASE-2) の比較 

比較項目 
CASE-1 

（候補地1 前処理 ＋ 候補地4 浄水場）

CASE-2 
（候補地1 前処理 ＋ 浄水場） 

建設計画概要 候補地1に前処理(沈砂・沈殿池)、 
下流の候補地4に浄水場を建設。 

候補地1の学校用地、NWSC用地、民地に
沈砂・沈殿池と浄水場を建設。 

利用可能敷地面積 沈砂・沈殿池：1.1ha 
アクセス道路：0.1ha 
浄水場：1.8ha  アクセス道路：0.4ha 
面積合計：3.4ha 
（候補地1：1.2ha  候補地4：2.2ha） 

沈砂・沈殿池＋浄水施設：3.5ha 
アクセス道路：0.1ha 
面積合計：3.6ha 

造成工事 候補地4は、Seti川沿いの平坦地である
が、近接道路からの浄水場までのアクセ
ス道路約700m程度必要になる。 

候補地1は、護岸工事が必要である。敷
地中央付近の民地標高が約5m程度高
く、切土が発生する。 

導水管破損リスク 崖沿い2箇所の導水管は候補地４へのア
クセス道路に敷設替えとなるため、導水
管破損のリスクはなくなる。 

崖沿い2箇所の導水管の保護が必要で
あり、将来の洪水、崖崩落等による導水
管破損のリスクは残る。 

導水管送水能力 沈砂・沈殿池から浄水場までがなだらか
な動水勾配となり、導水管が負圧になる
ことはない。 

浄水場から配水池への動水勾配が急と
なるため、Seti川横断前の導水管が負圧
になる可能性があり、送水能力に影響
がある。 

洪水リスク 候補地1は、右記のとおり。 
候補地4は、Seti川沿いであるが、河川か
らは十分に離隔が取れていることと、建
設場所の標高が河川よりも高く、洪水の
リスクはない。 

候補地1は、Mardi川沿いのため、学校用
地側の洪水リスクがある。構造物のF.L
や造成高は、浸水高を考慮し、余裕を見
込む必要があり、造成地盤が高くなっ
た場合には、土木構造物が深く建設費
が高く、維持管理が困難になる。 

用地崩落リスク 候補地1は、右記のとおり。 
候補地4は、Seti川沿いは洪水による侵食
により一部崩落の跡が見られる。しかし、
河川から十分な緩衝エリアを確保するこ
とで崩落に対する危険性は回避できる。

候補地1は、Mardi川右岸側の河岸段丘の
段丘崖は、樹木に覆われ、崖の高さもあ
まりなく、崩落跡も見られず、安定して
いる。 

用地取得 候補地1は、NWSC用地と民地、政府用地
が混在している。 
候補地4は、NWSCや政府の用地が無く、
全て民地である。加えてアクセス道路も
土地取得が必要である。 

候補地1はNWSC用地と民地、政府用地
が混在しているが、取得は候補地4より
容易である。 
 

環境への影響 浄水場建設後にも環境を悪化することは
ない 

浄水場建設後にも環境を悪化すること
はない 

建設費 候補地1は、右記のとおり。 
浄水場建設予定地の候補地4には、約
700m程度のアクセス道路が必要である。

候補地1は、洪水リスクを回避するため
沈砂・沈殿池周囲の護岸工事と、躯体の
嵩上げ工事が必要であるが、工事規模
は小さい。 

維持管理 施設が取水場と浄水場とで分散している
が、前処理施設の維持管理は、ほとんど
必要ではなく、特に問題はない。 

施設が一箇所に集約しているため、維
持管理は行いやすい。 

将来の拡張性 追加施設の建設等、将来拡張の可能性を
持った浄水場となる。 

敷地に余裕がないため、将来の拡張は
不可である。 

評価 候補地4に浄水場を建設する場合は、用地
取得に多少時間がかかる可能性はある。

浄水場も建設するため、相当深い土木
構造物となり、建設費が高く、運転・維
持管理が困難である。 

本案を採用する。 本案の採用は見合わせるものとする。 

上記検討の結果、CASE-1 (候補地 1 に沈砂・沈殿池、候補地 4 に浄水場を建設) を採用すること

とし、NWSC と協議、同意を得た。現在、NWSC はこれらの用地を取得する手続きを進めている。 
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(3) 浄水処理システム検討 

1) 浄水処理システム比較 

浄水処理システムとして、前述 3-2-2-3 (1) 2) Mardi 川の原水水質に記述のとおり、雨季の降雨時に

濁度が非常に高くなるため、濁度除去を中心とする浄水処理の検討が必要である。これに伴い「沈殿

方式」、「緩速ろ過方式」および「急速ろ過方式」の 3 システムについて比較検討を行った。その結

果を表 3-2-24 に示す。 

表 3-2-24 浄水処理システムの比較 

項目 沈殿方式 緩速ろ過方式 急速ろ過方式 
1. 施設構成  沈砂池 

 普通沈殿池 
 浄水池 
 塩素消毒 
 

 沈砂池 
 普通沈殿池 or 粗ろ過池
 緩速ろ過池 
 浄水池 
 塩素消毒 

 沈砂池 
 凝集沈殿池 
 急速ろ過池 
 浄水池 
 塩素消毒 

2. 処理のしくみ 普通沈殿池： 
濁質をある時間滞留あるい
は緩やかな流れの中で分離
する。 

緩速ろ過池： 
ろ過砂表層の生物ろ過膜に
よって濁質あるいは溶解物
質を補足、酸化分解する。

急速ろ過池： 
凝集処理が行われた濁質を
ろ材への付着とろ層のふる
い分け作用で補足する。 

3. 原水濁度 制限はない。 緩速ろ過池は濁度 10 NTU
以下が望ましい。短期的に
は 30-50 NTU での運転実
績もある。 

濁度の上昇にも凝集剤注
入量の調整で対応可能だ
が、急激な濁度変動への対
応は困難である。 

4. 前処理 必要ない。 濁度 10 NTU 以上の原水が
連続的に流入する場合、粗
ろ過池もしくは普通沈殿
池が必要である。 

凝集沈殿処理は不可欠で
ある。 

5. 処理水 原水高濁度時には、かなり
の濁質が含まれる。 

高濁度水を前処理で適切
に処理することにより、良
好な処理水が得られる。 

原水濁度に関係なく、良好
な処理水が得られる。 

6. ろ過池の洗浄 必要なし。 緩速ろ過池は洗浄を必要
としないが、表砂の掻き取
りが必要となる。 

概ね、1 日 1 度の逆洗が必
要となる。 

7. 薬品 塩素剤が必要である。 塩素剤が必要である。 凝集剤と塩素剤が必要で
ある。 

8. 汚泥の発生 沈殿池で発生するが、年数
回の洗浄で除去する。 

粗ろ過池/普通沈殿池とも
洗浄時、緩速ろ過池は掻取
った砂の洗浄時に発生す
る。いずれも年数回であ
る。 

毎日、凝集沈殿池は排泥、
急速ろ過池は洗浄が必要
でその際に発生する。発生
量は多い。 

9. 運転コスト 塩素剤の費用が必要であ
る。また、年数回の沈殿池
洗浄時に費用が発生する。

塩素剤の費用が必要であ
る。また、年数回の沈殿池
もしくは粗ろ過池/緩速ろ
過池ろ過砂洗浄時に費用
が発生する。 

凝集剤・塩素剤の費用が必
要である。また、毎日の急
速ろ過池の洗浄にポンプ
等の運転が必要となる。 

10. 運転維持管
理 

日常運転にはほとんど人
力を必要としない。年数回
の沈殿池洗浄を行う程度
である。 

日常運転にはほとんど人
力を必要としない。年数回
の沈殿池洗浄、緩速ろ過池
ろ過砂掻き取り/洗浄時に
維持管理作業が発生する。

毎日沈殿池排泥、ろ過池の
洗浄が必要となる。これら
の運転に知識・経験が必要
である。毎月定期的な維持
管理作業が発生する。 

11. 建設費 約 7 億円 約 20 億円 約 32 億円 
12. 施設面積 

(41,000m3/日) 
約 1.0ha 約 2.6ha* 約 2.0ha 

* 沈砂池、 普通沈殿池 or 粗ろ過池、緩速ろ過池、浄水池、塩素消毒を含む必要面積 
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上記検討の結果、3 方式について次のことが考えられる。 

① 「沈殿方式」は、運転維持管理が容易で建設費を抑えることができるが、雨季に安定した水質の

水を供給できず、水質改善が見込めない 

② 「緩速ろ過方式」および「急速ろ過方式」は、ろ過処理によりネパール飲料水基準に合う水道水

を安定的に供給できる 

③ 「沈殿方式」は、日常的な運転維持管理が不要であるため、他の方式に比べて運転維持管理が容

易である 

④ 「緩速ろ過方式」は、日常的な運転維持管理が必要になり「沈殿方式」に比べるとやや困難であ

るが、機械・電気設備を多く使う「急速ろ過方式」に比べて特殊な運転維持管理に技術は必要と

しない 

⑤ 「緩速ろ過方式」は、他の方式に比べて用地面積が大きくなるが、用地の確保は可能であり、原

水水質も良好なため、本方式が 適である 

⑥ 「急速ろ過方式」は、建設費が緩速ろ過方式に比べてかなり高くなるとともに、電力・薬品費が

高額となり、運転維持管理技術の習得に対し不安が残る 

以上を勘案すると、「急速ろ過方式」の処理水質は「緩速ろ過方式」と同等であるが、運転維持管

理の困難さ、電力・薬品費および建設費等を考えると「緩速ろ過方式」に比して利点が少ない。本事

業での適用の可能性がある方式としては、「沈殿方式」と「緩速ろ過方式」であると考えられる。し

かし、「沈殿方式」では、雨季に安定した水質の水を供給できないため、「緩速ろ過方式」が 適で

あると判断し、NWSC の合意も得た。 

なお「緩速ろ過方式」を選択する場合、雨季の高濁度時に緩速ろ過池の前処理施設が必要となる。

前処理施設としては、「普通沈殿池」と「粗ろ過池」が考えられる。これについては、雨季の原水濁

度調査および沈降実験結果を反映させて検討を行った。 

 

2) 前処理施設の検討 

Mardi 川の濁度を 2015 年 7 月 17 日から 9 月 3 日まで、測定できなかった日を除き、36 日間測定

した。雨季の原水濁度は 50 NTU 以下の場合が多いが、50 NTU を超える日が 10 日あり、そのうち

500NTU を超える日も 2 日確認された（別添資料 6-6 を参照）。 

7 月 17 日以降、Mardi 川もしくは送水管より採水した高濁度の河川水で、沈降実験を行った。沈

降実験結果を図 3-2-10 に示す。また、その要約を下表に示す。 

表 3-2-25 Mardi 川水質 

月日 
原水 
NTU 

2 時間 
沈殿後 
NTU 

除去率 備        考 

7/30 530 160 70% 
比較的高濁度が継続してため、シルト質の含有分が多い原水であ

り、2 時間の沈殿では NTU が下がらなかった。 

7/28 506 71.0 86% 短期の降雨により多くの砂分が含まれており、沈降性は良かった。

7/31 194 71.3 63% 降雨が継続、比較的高濁度の原水であった。 

7/17 83.0 34.3 59% 2-3 日降雨が継続した後の原水であった。 

9/3 174 31.9 82% 8 時間後 20.7 NTU、12 時間後 12.9 NTU、18 時間後 10.9 NTU 

NTU 500 を超える河川水の場合でも、7 月 28 日の沈降実験のように比較的粒径の大きな濁質の場
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合、2 時間の沈殿により 71 NTU、86%まで除去されたが、比較的強い降雨が継続した後の 7 月 30 日

の河川水の沈降実験では 160 NTU までしか除去できなかった。 

 

 

図 3-2-10 雨季 沈降実験 結果 

緩速ろ過の流入水としての許容濁度は、以下が一般的な目安となっている。 

1) 日本では常時は濁度 10 度以下、濁度 30 度程度の場合には連続 30 日以下 

2) AWWA 文献では実用上 30～50 NTU が許容上限 

沈砂・沈殿池、浄水場の運転は、原水濁度の高い雨季には沈砂・沈殿池で大きな濁質を除去し

た後に浄水場で緩速ろ過処理を行うが、原水濁度の低い乾季には沈砂・沈殿池をバイパスし、直接

浄水場で緩速ろ過処理を行う。従って、沈砂・沈殿池をバイパスし、浄水場に直接導水する配管を

敷設する。一方で、原水濁度が 500 NTU を超えるような強い降雨が継続する場合には、速やかに

オペレーターが原水濁度を確認し、必要に応じて取水量を制限（これにより沈殿池滞留時間を長く

とり、処理効果を高める）もしくは取水停止を行うことにより、緩速ろ過池への高濁度水の流入を

防ぐことも緊急時対応として勘案すべきである。降雨は夜間に発生することが多いため、オペレー

ターによる初期対応がとられるまでに要する時間として、8～12 時間（1 日未満）が想定される。 

以上の各種文献、ポカラにおける実情等を考慮し、緩速ろ過池への流入水としての許容濁度を、

以下のように設定した。 

通常時 ：10 NTU 以下 

雨季 ：30 NTU 程度が連続して 30 日以下 

高濁度時 ：100 NTU 以上が数日間 

これら許容濁度と運転継続時間は、設計段階での一般的な目安であり、河川の状況や原水の性状

により異なり、実運転にて確認する必要がある。事業実施時、試運転やソフトコンポーネントにて、

緩速ろ過施設の運転状況を確認しつつ、上記許容濁度と運転継続時間については設定することとす

る。 

Time 7/17 7/28 7/30 7/31 9/3
0 83.0 506.0 530.0 194.0 174.0
3 66.2 335.0 305.0 136.0 86.8
5 61.1 286.0 291.0 91.9 63.0

10 51.3 160.0 231.0 116.0 52.2
15 46.6 106.0 227.0 86.2 50.7
30 35.7 86.6 239.0 93.4 57.8
45 36.7 77.5 199.0 87.3 39.0
1hr 41.7 75.0 183.0 80.3 41.8

1.25hr 37.1 77.1 178.0 79.3 44.9
1.5hr 36.0 80.1 169.0 71.4 39.6
1.75hr 43.2 85.9 159.0 70.7 36.9

2hr 34.4 71.0 160.0 71.3 31.9
4hr 21.7
6hr 16.4
8hr 20.7

10hr 14.3
12hr 12.9
18hr 33.8 10.9
44hr 11.7
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雨季および高濁度時に上記の許容濁度を満足するためには、緩速ろ過池の前段で前処理を行う必

要がある。緩速ろ過の前処理施設として「普通沈殿池」と「粗ろ過池」の両施設の比較を行った結果

を表 3-2-26 に示す。 

表 3-2-26 粗ろ過池と普通沈殿池の比較 

項目 粗ろ過池 普通沈殿池 

１．施設概略  

 

（多層上向流式/下向流） 

 

 

（横行流式沈殿池） 

２．処理のしくみ 5mm～25mm の砂利を大、中、小と数層
に分け、ろ材への付着とろ層のふるい
分け作用で補足する 

原水中の濁質を静かな状態で滞留ある
いは緩やかな流れの池で沈降分離す
る。 

３．処理効果 横行流/上向流、ろ過速度で異なるが、
150-500 NTU の原水で 60％程度の除去
効果が報告されている。 
大規模な施設の実績がない。 

原水中の濁度に大きく関係するが、一
般的に 8 時間程度の沈殿時間で、20-
30 NTU 程度の処理水が期待できる。

４．設計諸元 上向流速：1.5m/時以下 表面積負荷率：0.3-0.6m/時 

５．運転維持管理 自己逆洗型を採用することにより、洗
浄水が容易に確保できる。 
雨季にも洗浄を行う必要があり、運転
が煩雑で、洗浄に大量の水を使用する。
粗ろ過池、池数が多くなり、バルブ操作
等洗浄作業が煩雑である。 

実績も多く、維持管理の技術も確立し
ている。 
清掃は基本的に乾季にだけ行うため、
余裕を持って行える。 
洗浄のため、圧力水を用いるため、ポ
ンプ・発電機が必要となる。 

６．建設費 約 6.7 億円 約 5.4 億円 

７．施設面積 
(41,000 m3/日) 

約 0.4 ha 約 0.3 ha 

 

前処理施設の選定に当たっては、以下の現地状況に配慮する必要がある。 

 降雨が夜間に多い、すなわち高濁度の発生が夜間に多い（8~12 時間） 

 夜間に、オペレーターが特別な対応をすることは不可能 

 建設予定地 (0.9ha) 用地に建設可能 

 

さらに、施設計画においては、NWSC の運転・維持管理能力に鑑み、次の点も考慮する。 

 夜間 8~12 時間、オペレーターの対応がなくとも 500 NTU 程度の原水を緩速ろ過池に障害を

発生させない程度の濁度以下に抑えることができる施設とする 

 電力・薬品注入等の日常的な運転費用を少なくする 

 通常の運転・維持管理でも、経年劣化等で施設・設備に問題が発生しない 

 運転・維持管理に高度な知識を必要としない簡便な施設である 

前処理施設の選定には、濁度の処理能力とともに、洗浄・清掃についても検討した。結果は以下

のとおり。 
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① 「粗ろ過池」、「普通沈殿池」ともに、8～12 時間程度発生する高濁度時にもおいても 100 NTU

程度まで処理可能である。 

② 運転維持管理、特に、清掃作業は、「粗ろ過池」は毎週洗浄を必要とする。一方、「普通沈殿池」

は基本的に乾季にまとめて清掃する。 

以上を勘案すると、「普通沈殿池」が、清掃の頻度や洗浄水の使用量が少ない点において「粗ろ

過池」よりも有利である。 

従って、維持管理が容易であり、建設費が安価で施設面積も小さいことから、前処理施設として

「普通沈殿池」を採用する。 

 

3) 塩素処理施設の検討 

次に、塩素剤と消毒方法を以下に検討する。 

薬品 塩素 次亜塩素酸ソーダ さらし粉 
性状 液体/気体 液体 固体 
機器 塩素ボンベ、塩素ガス注入

器、加圧ポンプ、エジェクタ

ー 

貯留タンク、 
ダイアフラムポンプ、また

は点滴注入装置 

貯留タンク、攪拌機 
ダイアフラムポンプ、また

は点滴注入装置 
特徴（長所） 
 

 
（短所）

・薬品が比較的安価である 
・塩素注入量の制御が容易

である 

・安全である 
・維持管理が容易である 

・安全である 
・維持管理が容易である 
・入手・運搬が容易である

・塩素ガス漏洩事故時、甚大

な被害を発生する可能性が

ある 
・機器の取扱が難しい 

・薬品がやや高価である 
・貯留日数により塩素が

減じてゆく 

・薬品がやや高価である 
・溶解槽が必要である 
・注入配管が詰まりやす

い 

 

NWSC では、ポカラ支所を含め多くの水道施設で、さらし粉を使用している実績があり、薬品調

達方法が確立し、使用に慣れているという点を考慮し、塩素剤として「さらし粉」採用する。注入施

設には、維持管理の容易な点滴式注入装置を使用する。またポカラ支所の場合、これまでも断続的に

塩素注入が行われてきているので、住民は塩素臭に慣れていると思われるが、装置の故障によって塩

素を入っていなかった時期もあるため、必要に応じて啓発を行う必要がある。 

塩素注入設備を設置する場所は、浄水場および Amalabisauni 配水池、Bindhabasini 配水池で行う。

本来 2 つの配水池だけに塩素注入設備を設置するという考えもあるが、浄水場から配水池への送水

管から直接給水を受けている地区があり、浄水場で塩素注入を行う必要がある。 

 

4) 排水処理施設の検討 

本事業で建設される施設のうち、排水が排出される施設は以下のものがある。 

沈砂・沈殿池： 

年数回、主に雨季に沈砂・沈殿に堆積した土砂等を乾季に清掃する必要があり、この際、土砂

等が排出される。 

緩速ろ過池： 

年数回、緩速ろ過池の表面ろ過砂を掻き取った後、ろ過砂を洗浄する。この洗浄時、ろ過砂に

付着した生物膜等の汚泥が剥離し、排水として発生する。排水は、洗浄排水貯泥池に貯留し、

上澄水は排水するが、汚泥は乾燥し、場外に搬出・廃棄する。 
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ネパールには浄水場の排水に対する規制はないが、ろ過砂洗浄排水からの汚泥等の河川への排出は

できるだけ少なくする。 

(4) 浄水処理システムの提案 

以上を踏まえ、浄水処理システムを以下のとおりとする。 

 浄水処理プロセスとしては、「緩速ろ過方式」を採用する。 

 「前処理施設」は、「沈砂池＋普通沈殿池」とする。 

沈砂池：滞留時間 20 分、池内平均流速 1.0cm/sec、表面負荷率 200mm/min、有効水深 3.5m

（水道施設基準：滞留時間 10-20 分、池内平均流速 2-7cm/sec、表面負荷率 200-500mm/min、

有効水深 3-4m） 

普通沈殿池： 滞留時間 7.9 時間相当（中間引き抜きを考慮）*1、平均流速 0.245m/min、表

面負荷率 11mm/min 

（水道施設基準：池内平均流速 0.3m/min 以下、表面負荷率 5-10mm/min、有効水深 2.5-3.5m）

敷地 長さ 130m×幅 50m 約 0.65 ha 

 「緩速ろ過池」 

緩速ろ過池 ろ過速度 6.5m/日（6 池運転時）*2 

（水道施設基準：ろ過速度 4.0～5.0m./日、AWWA：0.96～9.6m/日） 

ろ過池寸法 長さ 51.5m×幅 20m×6 池  約 1,030m2/1 池   

*1 普通沈殿池は敷地制約のため施設規模を大きくすることが困難であったため、中間引抜きを採用し、表面

負荷率を可能な限り施設基準に近づけることとした。 

*2 緩速ろ過池のろ過速度について、本邦の施設基準には「原水水質が良好である場合には、8.0m/日を上限

としてろ過速度を上げることができる」旨について記載されている。Mardi 川水源の水質は比較的良好で

あるため、5.0 m と 8.0m の中間値である 6.5m をろ過速度として採用した。 

 

沈砂・沈殿池および浄水場の施設概要を表 3-2-27 に示す。 

表 3-2-27 沈砂・沈殿池および浄水場施設概要 

施設名 構造・形状寸法 備  考 

「土木・建築－沈砂・沈殿池」 

1. 沈砂池 RC 造 表面負荷 200mm/分、 
滞留時間 20 分間 幅 3.5m×長 19.1m×深 3.5m ×4 池 

2. 普通沈殿池 RC 造 横流式、表面負荷 11mm/分、 
容量 9,220m3 幅 8.5m×長 84.0m×有効深 3.5m ×4 池（2

池×2 系列） 

「土木・建築－浄水場」 

3. 着水井 RC 造 滞留時間 2.5 分間 
幅 3.5m×長 8.8m×深さ 3.5m×1 池 

4. 緩速ろ過池 RC 造 ろ過速度 6.5m/日、 
1,030m2×6 池 幅 20.0m×長 51.5m×深さ 2.3m×6 池 

5. 浄水池 RC 造 容量 1,860 m3、 
滞留時間 1.1 時間 幅 16.3m×長 16.3m×深さ 3.5m×2 池 

6. 洗砂場  RC 造  
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施設名 構造・形状寸法 備  考 
幅 10.0m×長 25.0m×深 1.9m×1 池 

7. 洗砂置き場 RC 造  
幅 10.0m×長 20.0m×深 1.0m×1 池 

8. 洗浄排水貯泥池 石張り造  
幅 7.0m×長 15.7m×深 1.0m×2 池 

9. 天日乾燥床 RC 造  
幅 12.8m×長 15.0m×1 池 

10. 塩素注入棟 石材ブロック造 薬品貯蔵スペースを含む 
幅 5.1m×長 9.2m 

11. 管理棟 石材ブロック造  
幅 10.3m×長 10.3m 

事務室：50m2 
水質試験室、給湯室、トイレ等：50m2

12. 高架水槽 RC 造 ろ過砂洗浄および場内使用、 
容量 10m3×1 槽 幅 2.2m×長 2.2m×深 2.3m×1 槽 

13. 自家発/電気室 石材ブロック造  
幅 6.4m×長 9.0m 

14. ガードハウス 石材ブロック造  
幅 2.5m×長 1.5m 

15. 場内配管 場内配管工事：1 式 流量計室 2 箇所 
16. 場内整備 場内整備工事：1 式  

「機械設備－浄水場」 

1. 塩素注入設備 さらし粉注入設備  
 
攪拌機付き 

大：4.0 mg/l、通常：2.0 mg/l 
溶解槽：3 m3 x 2 槽 
貯留槽：2 m3 x 1 槽 
注入器：300l/時 x 2 台（予備 1 台） 

2. 洗砂機 可搬式洗砂機 
洗砂量：2.0～3.0 m3/時 x 2 基（予備 1 基）
付属品：搬砂機、ゴムホース等 

 

3. 用水ポンプ 水中ポンプ 
0.5 m3/分 × 40 m x 3 台（予備 1 台） 

 

4. 配管・弁類 用水ポンプ周り、薬品室等、1 式  

「電気設備－沈砂・沈殿池」 

1. 受配電盤 
鋼板製屋内自立型×1 面 
電圧計、照明電源等  

 

2. 配管・配線類 室内および屋外一式  

「電気設備－浄水場」 

1. 受配電盤 

鋼板製屋内自立型×1 面 
kWh メータ、電圧計、電流計、保護継電
器、 
動力フィーダー等  

 

2. UPS 盤 
鋼板製屋内自立型×1 面 
UPS、バッテリー、制御電源フィーダー等

 

3. 現場操作盤 
屋内壁掛型×1 面 
屋外スタンド型×1 面 

No.1,2 攪拌機用 
No.1～3 水中ポンプ用 

4. 非常用自家発電設備 50kVA× 1 基  燃料槽等補機一式付き 

5. バッテリー駆動型 
電磁流量計 

φ500mm× 1 基（流入量） 
φ400mm× 2 基（送水量） 

屋外型流量計指示ボックス付き 
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施設名 構造・形状寸法 備  考 

6. レベルスイッチ 
給水塔用×1 台 
浄水池用×2 台 

 

7. 配管・配線類 室内および屋外一式  

浄水処理施設の一般平面図、処理フロー図および主要施設の概要図を 3-2-3 に示す。 

 

3-2-2-4 電気設備 

(1) 受配電設備 

1) 受電電圧仕様 

Nepal Electricity Authority（以下、NEA）と NWSC と実施した協議および現場調査の結果を踏まえ、

各計画施設における受電電圧仕様は、以下の方針とする。 

 沈砂・沈殿池   ：3 相 400V 

 浄水場   ：3 相 11kV、変圧器にて場内で 400V に降圧 

 新設配水池 3 箇所  ：3 相 400V 

 既設配水池 (Bindhabasini)  ：3 相 11kV、変圧器にて場内で 400V に降圧 

 既設配水池 (Amalabisauni)  ：3 相 400V 

2) 受配電盤 

NEA から電力を受電すると共に、場内の動力負荷および照明負荷に配電するための受配電盤を 1

面、各計画施設に設置する。なお、同盤は維持管理の利便性を考慮し、オペレーターが常勤する建屋

内に設置する方針とする。 

 

3) 電力引込工事 

各計画施設の電力引込工事に係る工事費については、NWSC の負担となる。電力引込工事の費用

負担区分、施工区分、所有区分等に係る、NEA および NWSC との協議結果を、図 3-2-11 に示す。 
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図 3-2-11 電力引込工事に係る責任区分 

浄水場の建設予定地は山間部に位置しており、現状、該当する高圧配電網を近隣地域に有してい

ない状況である。このため、1.5km 程度離れた既存配電網から、建設予定地まで架空送電線を新たに

施工する必要がある。同送電線の施工は NEA 所轄によって実施されるが、施工期間として少なくと

も 2～3 ヶ月は要するものと考えられる。このため、特に浄水場の施工に際しては、工事工程に支障

を来さぬよう、NWSC が NEA に対し早期に見積もり依頼を行い、余裕をもって支払い手続きを進め

ることが求められる。 

その他の施設については、近隣に既存の配電網を有しているため、滞りなく引込工事が完了する

ものと考えられる。 

(2) 停電対策・自家発電設備 

停電対策として、浄水場に自家発電設備を導入する。 

ポカラ市内では、雨季で 8 時間、乾季では 11 時間程度の計画停電が毎日実施されている。この電

力事情を考慮し、本事業ではできる限り動力を使わない施設計画としているものの、浄水場でのさら

し粉の溶解工程や、緩速ろ過の洗砂工程においては、動力が不可欠となる。同工程については、原則

として NEA から電力が供給されている時間にオペレーターが実施する方針とするが、計画停電のス

ケジュールによっては長時間、作業に支障が出ることも想定される。このため、浄水場には自家発電

設備を設置する。 

なお、自家発電設備の運転は、現地の電力事情や運転維持管理状況から判断し、原則オペレータ

ーが、手動運転を行うこととする。ただし、NWSC からの要望に基づき、停電時に自動で自家発電設

備が起動する制御も選択できるよう、受配電盤には切替スイッチを設けておくこととする。 
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(3) 計装設備 

浄水場の取水流量および送水流量を測定するために、バッテリー駆動型の電磁流量計を設置する。 

日々の取水量や送水量の把握は、浄水場の運転管理の基本である。このため、通常浄水場には、

電磁流量計や超音波流量計等の外部電源を必要とする流量計、または、電源を必要としない機械式の

流量計を設置し、取水量や送水量の測定を行っている。 

しかし、長時間かつ頻繁に停電が発生するポカラ市の電力事情を考慮すると、外部電源を必要と

する流量計では、継続的な流量測定は不可能である。また、機械式の流量計は通常小規模施設を対象

とした仕様となっており、本浄水場で扱うような大流量では、測定可能な流量範囲を超過してしまう。 

一方、バッテリー駆動型の電磁流量計は、付属のバッテリーから直接電源を供給できることから、

外部電源に依存する必要がなく、停電の影響を受けることがない。また、大流量にも対応可能であり、

その測定可能範囲は本浄水場で扱う流量にも適合する。 

以上の理由から、浄水場に設置する流量計については、停電の影響を受けることなく、継続的に

流量測定を行うことができる、バッテリー駆動型の電磁流量計を採用する。 

 

3-2-2-5 水質測定 

水質試験室は、浄水場管理棟およびポカラ支所の一角にそれぞれ設け、2 箇所とする。NWSC の

試験室で測定する水質項目は、ネパール飲料水水質基準項目に定められている毎日項目、毎月項目

（Calcium, Total Coliform, E. Coli は NWSC Butwal 水質試験所で行う予定）、四半期項目および溶存

酸素濃度（Dissolved Oxygen）とする。測定は、本事業で調達する簡易水質分析機器にて行う。表 

3-2-28 に検査頻度別の水質項目を示す。なお、今回水質基準項目には含まれていない溶存酸素濃度

も検査しているが、これは本計画で想定している生物処理を行う緩速ろ過方式に係る設計におい

て、溶存酸素濃度は重要な水質項目であるためである。 

表 3-2-28 検査頻度別水質項目（ポカラ支所） 

Test Frequency Parameter 

Daily (6 parameters) Turbidity, Residual Chlorine, Color, pH, Taste & Odor, Dissolved Oxygen

Monthly (5 parameters) Chloride, Ammonia, Electrical Conductivity, Nitrate, Total Hardness 

Quarterly (1 parameter) Total Dissolved Solids 

 

3-2-2-6 配水システム 

ポカラ市の配水システムの現状と課題（2-1-4-5 を参照）を踏まえ、本事業では以下の施設整備を

行う。 

(1) 配水池 

1) 塩素処理 

本事業において、Mardi 川の水源を対象として浄水場が建設され、浄水が配水される。配水施設に

おいては、主要な配水池である Amalabisauni 配水池および Bindhabasini 配水池において追加塩素施設

を導入し、消毒を徹底して、市民の衛生環境を向上させるものとする。Amalabisauni 配水池および

Bindhabasini 配水池は塩素処理施設があるものの、人力によるさらし粉の混和が不十分であり、また

連続的かつ定量的な塩素注入ができないので、本事業で改修するものとする。 
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表 3-2-29 塩素処理を導入する施設 

Amalabisauni 配水池 Bindhabasini 配水池 

 

2) 配水池容量 

Bindhabasini 配水池は、4,000m3 の容量を有するものの、配水池内部が 6 池構造になっており、コン

パートメント間の水の融通はなく、それぞれに流入管、流出管があるので、流量管理が容易でない。

ひとつのコンパートメントが空でも、隣のコンパートメントから送水できないため、配水池の容量を

有効に利用できていない。細かいコンパートメント割りによって、池の清掃時、配水に与える影響を

小限に抑えることができるが、Mardi 川に浄水処理施設を設置する場合、流入水に濁度分が含まれ

なくなるので、頻繁に清掃する必要がなくなる。 

よって、本事業では、Bindhabasini 配水池の容量を有効に利用するため、コンパートメント間の壁

を連通させて、6 つのコンパートメントを 2 つに集約するものとする。 

また、市の配水池の容量が不足していることについては、次節で対策を述べる。 

表 3-2-30 配水池の改良 

Bindhabasini 配水池 

 

3) 流量管理 

既存の水道施設は送配水量を計測しておらず、配水量が不明である。ポカラ市においては、水源水

量の不足から需要量を満たすことができないため、送配水量の流量をコントロールし、さらに漏水管

理することが必要である。 

よって、主要施設に流量計を設置し、流量を計測できるようにするものとする。Bhote 川、Baldhara 

Spring、Chamber B については、本事業の対象である Mardi 川水系とは別のため、ネパールの自助努

力で流量計を設置するものとする。Deep Well については市中にあり、Mardi 川系の配水流量に影響

を与えるため、本事業で流量計を設置する。 

本事業で流量計を設置する施設は次のとおりである。 

表 3-2-31 流量計を設置する施設 

Amalabisauni 配水池 Bindhabasini 配水池 

Matepani 高架水槽 新設配水池×3（後述） 

Deep Well x 3 － 

(2) 配水ネットワーク 

1) 配水区域の設定と圧力調整 

ポカラ市の配水区域は北から南へ向かって高低差が大きく、南端の窪地である Dobila 地区 (標高

約 670m) を除いても、標高 1,070m から 750m まで、約 320m の高低差がある。一般に給水圧力は静

水圧が 75m を超えない程度が望ましいが、主要な配水池である Bindhabasini 配水池の配水区域は、

図 3-2-12 に示すように広大で標高差が大きいことから、静水圧は約 180m になる。そのため給水圧

力に不均衡が生じ、漏水を増加させる原因となっている。また、全体的に配水池容量が小さく、安定

給水ができない。よって、新規に配水池を配置して圧力を制御するとともに貯水能力を向上させ、安

定給水と漏水削減を図るものとする。
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図 3-2-12  各配水池の標高と配水範囲（現状） 
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新設配水池については、次の点を考慮して検討する。 

① 適正圧力を維持するため、配水区の 大静水圧を 75m 程度とする。 

② 広大な Bindhabasini 配水池の配水区を分割し、新設配水池を中心とした配水区を設定して、給水

圧力の適正化と配水管理を容易にする。 

③ 配水池容量を 6 時間分以上確保する。 

 

適正な給水圧力については、Bindhabasini 配水池の高さ（+932.7m）から、標高+875m および標高

+815m 付近に新たに配水池を設置することによって、 大静水圧を 75m 程度とすることができる。 

また、市が南東方面に発展していることと、ポカラ市が Seti 川によって東西に分断されていること

から、市域を東西地区に分けて、それぞれの地域に新規に配水池を設置することによって、効率的に

配水することができ、また維持管理性を向上させることができる。 

配水池の容量については、日本では一般に 8～12 時間分を標準としており、海外では 6 時間程度を

目安とすることが多いことから、6～12 時間分の容量を確保するものとする。ただし、用地面積の制

約から 6 時間以下になる場合は、用地に設置できる 大の容量とする。 

これらを踏まえ、新設配水池用の土地の入手可能性を考慮すると、表 3-2-32 に示すような配水池

配置案が考えられる。なお、静水圧はおおむねどの地域も 75m 以内となるが、配水区域内の地形の

起伏等によってごく一部において 85m 程度となる部分がある。 

表 3-2-32 新設配水池の配置案と配水区域 

項目 新設配水池-1 新設配水池-2 新設配水池-3 

地名（名称） Prashyang Fulbari Col Patan Chowk 

位置 市の西側 市の東側 市の東側、東南部 

標高（地盤高） +875m +885m +816m 

配水池の形式 地上型 地上型 
高架水槽 

（地盤高+20m） 

配水区域 
市南西部（Lake Side） 

および市南部 
市東部 市南東部 

配水区域の標高 +860 ～ +790m +875 ～+810m +815 ～+750m 

末端の静水圧 
75m 

（ごく一部で 85m） 
75m 

75m 

（ごく一部で 85m） 

予定地の用途 空き地（公園） 空き地 空き地 

予定地の所有者 公有地 公有地 公有地 

 

以上の配水区域と新設配水池の位置および標高を示すと、図 3-2-14、図 3-2-15 のようになる。こ

れまで Bindhabasini 配水池の配水区域だった市の中央から西部、北部、南部の広いエリアを、新しい

配水池が分担して受け持つ。 

これらの配水区域は水理的に独立した配水ブロックを形成し、給水の均等化と安定化を図る。 

新設配水池-3 については、周辺の土地がなだらかであり、新設配水池-3 の近傍に計画されている

新空港への給水を考慮して、高架水槽方式とする。 

以上から、提案する配水池は、表 3-2-33 のとおりである。配水池には、流量計等の付帯設備も設

置する。 
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表 3-2-33 新設配水池 

新設配水池-1 配水池容量: 2,000m3 

新設配水池-2 配水池容量: 2,000m3 

新設配水池-3 高架水槽: H=20m, 2,000m3 

 

新規浄水場から受水する既存配水池および新設配水池の容量について見ると、一日の配水量

41,000m3/日に対して、配水池容量の合計は、6.4 時間分となる。 

新設配水池-1 については、敷地面積の制約から、3.9 時間分の容量となる。 

新設配水池-3 については、配水区に新空港の建設が計画されており、また今後市街化が進むことが

予想されるため、12.9 時間分の容量とした。 

なお、Amalabisauni 配水池は、容量が 2.2 時間分と少なく、また Bindhabasini 配水池から送水でき

ない。Amalabisauni 配水池は市の北部に位置し、Bhote 川や Kali 川水源を受水する施設であることか

ら、NWSC による Bhote 川や Kali 川水源の浄水施設設置等と合わせて増設を考慮することが望まし

いものと考える。表 3-2-34 に、新設配水池および既設配水池の概要をまとめた。 

表 3-2-34 新設配水池および既設配水池の概要 

配水池 配水量(m3/日) 配水池容量(m3) 時間(hrs) 

Amalabisauni（既設） 5,400 500 2.2 

Bindhabasini（既設） 10,600 4,000 9.1 

Matepani（既設） 3,900 450 2.8 

新設配水池-1 12,300 2,000 3.9 

新設配水池-2 5,100 2,000 9.4 

新設配水池-3 3,700 2,000 12.9 

合計 41,000 10,950 6.4 

注）各配水池の配水量は、配水エリアの想定人口によって 41,000m3/日を按分して算出した。 

図 3-2-13 に、プロジェクト実施後のポカラ市の配水システム案を示す。 

なお、Amalabisauni 配水池は Mardi 川以外の水源である Bhote 川、Kali 川の水も流入することにな

っている。これらの水源はネパールの負担で浄水処理するものとし、浄水処理施設が導入されない場

合は、緊急時以外は Amalabisauni 配水池とは接続しないものとする。 

また、Mardi 川から Amalabisauni 配水池への送水管の一部に配水管が接続されており、浄水場から

直接配水するようになっている。この地域は、Amalabisauni 配水池より標高が高いため Amalabisauni

配水池から配水できないが、Bhote 川から配水できる可能性があるので、将来 NWSC が Bhote 川の浄

水処理等を導入する時期にあわせて、Bhote 川から配水するものとする。 
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図 3-2-13  新規配水システム案 
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図 3-2-14  配水区域案 
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図 3-2-15  各配水池の標高と配水範囲案（計画） 
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2) 送水管 

送水管は、自然流下で新規浄水場から配水池まで送水することを目的として計画する。 

新規浄水場から Amalabisauni 配水池および Bindhabasini 配水池までの送水は、既設の送水管を利用

する。Bindhabasini 配水池から新設配水池-1 への送水は一部既設管を利用し、それ以外の新設配水池

（新設配水池-2、3）および Matepani 高架水槽への送水については、新規に送水管を敷設して送水す

るものとする。 

Bindhabasini 配水池から新設配水池-1 へ送水する管路は、近年 NWSC が敷設した既設の口径 500mm

の DIP 管路を利用する。本管はまだ新しく耐久性があり、口径も送水量に合っており、さらに

Bindabasini 配水池から新設配水池-1 へのルート上にあるため、送水管として利用することができる。 

新規送水管は、新規浄水場の生産水量 41,000m3/日を確実に新設配水池に送水することができる能

力を確保するものとし、配水管と分離して安全性を高め、流量管理できるようにする。各配水池への

送水量は、各配水区の人口比から、表 3-2-35 のとおりとなる。 

表 3-2-35 41,000m3/日の配分 
配水区域 2025 年の予想人口 人口比による 41,000m3の配分

 （人） （m3/日) 

Bhote Khola 7,870 -

Kali Khola 8,660 -

Amalabisauni 49,740 5,400 

Bindhabasini 97,620 10,600 

Matepani 35,570 3,900 

新設配水池-1 (Prashyang) 113,480 12,300 

新設配水池-2 (Fulbari) 47,190 5,100 

新設配水池-3 (Col Patan Chowk) 34,190 3,700 

Deep Wells 11,570 -

合計 405,880 41,000 

新規送水管の概要を、表 3-2-36 に示す。なお、送水管径は以下に示すヘーゼン・ウィリアムス公

式を用いて管網計算によって決定した。 

H= 10.666×C-1.85×D-4.87×Q1.85×L 

H：損失水頭（m） 

C：流速係数（＝110） 

D：管径（m） 

Q：流速（m3/秒） 

L：管路長（m） 

表 3-2-36 新規送水管 

口径 (mm) 延長 (m) 材質 

500 1,800 DIP 

400 3,100 DIP 

300 3,000 DIP 

計 7,900 - 
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Bindhabasini 配水池から新設配水池への新規送水管ルートを、図 3-2-16 に示す。 

 

図 3-2-16 送水管路図 

 

3) 配水管 

配水管路を計画するにあたっては、配水本管と配水支管に分けて考える。 

 配水本管：配水池から需要地へ浄水を輸送する基幹的な配水管路。給水管の分岐はない。 

 配水支管：配水本管から分岐する二次的な管路。給水管が接続され、顧客に浄水を供給する。 
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既設の管路はできる限り活用するものとするが、能力が不足する管路や老朽化した管路は、本事業

において増設・新設あるいは更新するものとする。なお、増設・新設とは、既設管に新しい管路を追

加すること、あるいは既設管路がない路線に管路を新たに敷設することをいう。更新とは、老朽化等

によって機能を失った既設管路を廃止して、代わりに新しい管路を敷設することをいう。 

増設・新設あるいは更新する管路を特定するために、既設管路の状況をまとめる。 

 

 現在の配水状況 

社会条件調査および NWSC 窓口における顧客へのヒアリング調査から、現在の給水状況は図 2-

1-17 に示したとおりである。 

市の北部から中央部は週に 3～4 日以上の給水日数であるが、南部では週 1～2 日程度の給水日数

と、市の南部に行くほど給水頻度が少なくなっている。すなわち、主要配水池から離れて給水末端に

いくほど、市民は水が得られにくくなっている。 

 

 既設管路の能力 

既設管路の能力を把握するために、ポカラ市の主要管路を対象に総流量 46,000m3/日として、管網

計算を実施した。結果は図 2-1-18 管網計算結果（赤色部分が水の到達しにくい地域を表す）に示し

たとおりである。水の到達しにくい部分（計算上負圧になる）を赤色で示す。市の南部に行くほど水

が届きにくい傾向が見て取れる。この結果は、実際の配水状況と概ね一致している。 

管路の問題点としては、管路の口径が小さいことが挙げられる。に、動水勾配が 20‰を超える管

路を赤色で示す。多くの管路口径が小さいため、動水勾配が大きくなっている。そのため損失ロスが

発生し、水が各所に到達しにくくなっているものと考えられる。 

 

 現在の漏水状況 

NWSC の漏水補修記録をもとに、漏水が多い地区を図 2-1-22 に示す。市南部は記録が不足してい

るため明らかでないが、市北部では幹線道路に敷設された主要管路沿いおよび CI 管に漏水が多く発

生している。市街地の一部では、主要管路と給水栓の接続部分に漏水がみられる。 

また、NWSC 職員へのヒアリングをもとに、漏水が多い主要管路を図 2-1-23 に示す。CI 管や、幹

線道路下の主要管路の漏水が多い。 

以上から、ポカラ市の配水管路は、全体的に配水管の管径が小さく、配水能力が不足していること

がわかる。また、CI 管をはじめとして、漏水が多い。 

本事業においては、以下に該当する管路を配水本管・支管として、増設・新設あるいは更新する。 

① 口径が小さく能力が不足する管路、あるいは管路が存在しない箇所 → 増設・新設 

② CI 管や漏水が多発している管路 → 更新 

 

上記①に該当する管路は、に示す赤色の管路が主な対象となる。また、本事業によって新設される

配水池から既設管路へつなぐ管路も必要に応じて新設される。 

上記②に該当する管路は、図 2-1-23 で示す管路および、図 3-2-17 に示す管路である。 
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図 3-2-17 既設の CI 管路 

 

 配水本管計画 

配水本管は、Amalabisauni 配水池、Bindhabasini 配水池、Matepani 高架水槽ならびに新設配水池 3

箇所から、各配水区域内に効果的に配水することを目的として計画する。既設の管路をできる限り活

用するが上述のとおり、口径が小さい既設管路や漏水が多い管路等は、増設・新設あるいは更新する。 

図 3-2-19 に、管網計算に基づき計画した配水本管のレイアウトを示す。管網計算は、計画時間

大配水量を用いて実施した。計画時間 大配水量は、時間係数を 1.5 として、計画日 大配水量

×時間係数として算出した。時間係数は、図 3-2-18 に示す日本の基準から求めた。 
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図 3-2-18 一日 大配水量と時間係数 

出典：水道施設設計指針 2000 年、日本水道協会 

配水本管の概略の延長は、表 3-2-37 のとおりである。 

表 3-2-37 新規/更新配水本管 (m) 

口径 (mm) 新設・増設 更新 合計 材質 

500 2,200 0 2,200 DIP 

400 600 3,700 4,300 DIP 

300 14,300 12,000 26,300 DIP 

200 12,500 2,900 15,400 DIP 

150 0 1,600 1,600 DIP 

計 29,600 20,200 49,800 - 

ポカラ市の既設管路の延長は表 2-1-19 に示すとおりだが、口径 150mm 以上を配水本管とする

と、その延長は約 41km あり、そのうち約 20km が本事業で更新される。よって約 21km の既設管

がそのまま継続して使用される。これらの既設管路については、本事業によって給水頻度が増え

ることから、場合によってはこれまでよりも漏水やバーストが増える可能性がある。従って、

NWSC はより積極的な漏水対策を実施し、また徐々に管路を更新していくことが望ましい。 
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図 3-2-19 配水本管レイアウト 
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 配水支管計画 

配水支管は、配水区域が広大であることから、施設整備の効果が大きい地域を優先して実施するも

のとする。配水支管は、人口密度が高く、かつ漏水が多い市の中心部から整備を進めることにより、

敷設延長当たりの効果が高くなり、効率的に漏水削減を進められる。行政区域 Ward 1 から Ward 10

は市の中心部にあたり、その面積は市全体の 1/3 程度であるものの、人口の 50％以上が集中して居住

しており、配水支管整備の効果が高いことから、優先的に整備するものとする。ただしそれ以外の地

域においても、CI 管の更新等の観点から、必要に応じて配水支管を敷設する。 

配水支管の優先整備地区を図 3-2-20 に示す。本事業では優先地区 1 を対象とする。 

 

図 3-2-20 配水支管整備の優先地区 
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配水支管は、既設の管路をできる限り活用するが、漏水が多い管路や能力が不足する管路は更新す

る。また、幹線道路には道路の両側に配水支管を敷設して給水管の道路横断を減らし、漏水のリスク

を削減する。さらに地形や道路状況等を考慮してできる限り小配水区域を構成し、維持管理の容易性

を高め、小配水区の入口に流量計を設置するなどして漏水削減対策が実施できるようにする。図 3-

2-21 に、配水支管と配水小区域の概念図を示す。 

 

図 3-2-21 配水管整備の概念図 

図 3-2-22 に、管網計算に基づき計画した配水支管のレイアウトを示す。配水支管の延長は、表 3-

2-38 のとおりである。 

表 3-2-38 新規/更新配水支管 (m) 

口径(mm) 新設 更新 計 材質 

150 31,100 13,800 44,900 HDPE 

100 2,500  2,400  4,900  HDPE 

75 1,000  1,000  2,000  HDPE 

50 1,100  0  1,100  HDPE 

計 35,700 17,200 52,900 - 

なお新設管は主に幹線道路の両側に敷設される配水支管であり、更新管は漏水が多い管等の敷設

替えである。 

ポカラ市の既設管路の延長は表 2-1-19 のとおりだが、口径 150mm 未満を配水支管とすると、そ

の延長は約 177km あり、そのうち約 17km が本事業で更新される。よって約 160km の既設の配水支

管が継続して使用される。これらの既設管路については、本事業によって給水頻度が増えることから、

場合によってはこれまでよりも漏水やバーストが増える可能性がある。よって NWSC はより積極的

な漏水対策を実施し、また徐々に管路を更新していくことが望ましい。 
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図 3-2-22 配水支管レイアウト 
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4) 給水管・給水メータ 

給水管および給水メータに対する施策については、3-2-2-8 に後述する。 

 

5) 管路設計・施工に関する留意点 

a) 設計水圧 

新設送水管路の 大静水圧は、送水始点である Bindhabasini 配水池と送水末端の標高差から、約

120m とする。 

配水管路の 大静水圧は、配水区域の設定によって約 75m を目途とするが、地形や道路状況等に

よって配水区域の一部において静水圧が 75m を超える場合があるので、余裕を見て設計 大静水圧

＝100m とする。 

外圧は、土被り＝1.2m（下記参照）に、路面を走行する 25 トントラックの荷重を考慮する。 

水撃圧については、自然流下のため考慮しないが、埋設後の水圧試験（ 大静水圧の 1.5 倍）に耐

えられる管路とする。 
 

b) 管種 

送水管および配水本管はポカラ市の基幹管路であり、施設の重要度が高く、破損した場合の影響が

大きいことから、耐久性に優れるダクタイル管を使用するものとする。配水支管は、配水本管から分

岐する副次的な管路であり、破損した場合の影響は限定的である。よって、ダクタイル管より経済性

の優れる HDPE 管を使用するものとする。いずれの管種においても、上記水圧を満足する管厚とす

る。 
 

c) 管路の埋設位置 

土被りは、日本の標準およびポカラ市の一般的な配管埋設深度を考慮して 1.2m とする。なお、ポ

カラ市の 低気温は 0 度を下回ることはないため、地面の凍結は考えない。 

管路は公道下に敷設するが、路肩が空いていれば路肩に敷設する。路肩に他の埋設物や障害物があ

る場合は、道路下に敷設する。道路下の既設埋設物は、水道管以外に、一部地域において下水管と電

話線（インターネット線）がある。下水管は Pokhara Municipality が、電話線は Nepal Telecom が管轄

している。水道管の埋設については、NWSC および道路を管理する Department of Road と協議し、承

諾を得る必要がある。 

道路横断部分は開削工事によって敷設し、水路横断部分は水管橋を設置する。 
 

d) 土質 

市内 10 箇所（主に河川横断部）で実施した地質調査の結果、配管が敷設される深度の土質は、主

に砂質および礫・玉石で構成され、場所によっては石灰岩や白雲石などの岩となっている。一般に砂

質および礫質は通気性がよく、腐食性は低い。N 値 50 以上の場所が多いため、掘削においては岩塊

玉石の土質を考慮する。 

 

3-2-2-7 プロジェクト実施後の配水方法 

1) ポカラ市の需要供給バランス 

ポカラ市の計画配水量は 49,120m3/日であり、それに対して 2025 年の日平均需要量は 97,849m3/日

と、需要量を満足させることができない。需要量に対する配水量の割合は約 50％となっている。本
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節では、不足する配水量を効果的に配水する方法について考える。 
 
2) 本事業実施後の配水方法 

配水量 49,120m3/日のうち Bhote、Kali、Baldala および Deep Well は、それら水源の周辺区域に優先

的に配水されるため、ここでは Mardi 川の 41,000m3/日の配水方法を考える。 

Mardi 川の 41,000m3/日を利用する配水区を模式的に表すと図 3-2-23 のようになる。 

41,000m3/日は、新規浄水場から、Amalabisauni 配水池、Bindhabasini 配水池、Matepani 高架水槽お

よび新設配水池 3 箇所の計 6 配水池に配分される。 

配水可能な 41,000m3/日はできる限り公平に市民に配分すべきであり、そのためには、各配水区の

人口比に応じて、配水量を分配することが望ましい。各配水区の 2025 年の予想人口とそれに応じた

41,000m3/日の配分は、表 3-2-35 のとおりである。 

浄水場から配水池に流入する流量をコントロールするために、各配水池流入部に流量調整弁およ

び流量計を設置し、配分に応じた水量を受水するものとする。 

 

図 3-2-23 Mardi 川水系の配水系統図 

なお、Amalabisauni 配水池には、Mardi 川以外の水源からも流入する。それらの水源は、ネパール

の負担にて浄水処理するものであり、もし浄水処理がなされない場合は、バルブを閉めて緊急時以外

は流入させないものとする。 

各配水池は表 3-2-35 に示す水量を配水区に毎日配水する。しかし、需要量に対する配水量の割合

は約 50％と配水量が不足しているため、給水制限を実施する必要がある。そのため、配水区内で、

地区ごとに時間給水を行うものとする。 

なお、現在では 16 人のバルブオペレーターがバルブ操作を行って配水を調整している。これら既
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存のバルブは作動しており、さらに本事業において配水本管および支管が敷設され、配水管理が容易

になるよう必要に応じて新たにバルブが設置される。また、配水支管を整備する地域は、できる限り

配水小ブロックを構成するよう設計で考慮し、配水管理の利便性を向上させる。これらのことから、

本事業実施後におけるバルブ操作による時間給水等の配水管理は可能であると考える。 

需要量に対する配水量の割合が約 50％であることから、給水量と給水時間が比例すると仮定する

と、給水時間は 24 x 50% =約 12 時間となるので、たとえば配水区の中の A 地区には 6:00 から 18:00

に配水し、B 地区には 18:00 から翌朝 6:00、というように配水することが考えられる。図 3-2-24 に

時間給水の例を示す。 

 
図 3-2-24 時間給水の例（一人当たり使用量＝130L/人/日の場合） 

なお、第 1 次調査で実施したヒアリング調査において、現時点での水使用量は約 93 L/人/日という

結果が出ており、事業開始後においても、需要量がこの程度に抑制される可能性がある。この場合、

表 2-2-16 において 1 人当り使用量を 93 L/人/日とし、他の条件は全て同じとすると、計画 1 日平均給

水量は 70,807m3/日となり、計画配水量で 69％までカバーできる。給水時間は 24 x 69% =約 17 時間

となるので、A 地区には 7:00 から 24:00 に配水し、B 地区には 0:00 から 17:00、というように配水す

ることが考えられる。図 3-2-25 に時間給水の例を示す。 

 

図 3-2-25 時間給水の例（一人当たり使用量＝93L/人/日の場合） 

給水時間と使用水量の関係について、ここでは 93 L/人/日から 130 L/人/日まで考えたが、現段階で

は明確に特定できない点が多い。また、需要動向や地区における特性など、実際の水運用を通して把
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握すべき点もある。 

したがって、事業完成後に給水を開始して水使用の実態を把握しつつ、ソフトコンポーネントにお

いて、配水区内における時間給水の運用方法を設定するものとする。 

以上のことから、配水方法は、基本的に配水区域に週 7 日配水し、ただし配水区内で地区によって

状況を見ながら時間給水を実施するものとする。 

NWSC においては、給水時間の変更について利用者に事前に知らせるものとし、特に現在 24 時間

給水されている地域住民には、給水時間が短くなる可能性について十分に周知し、理解を得る必要が

ある。 

 

3-2-2-8 給水メータ・給水管 

(1) 給水メータの更新 

ポカラ市の給水接続数は 2015 年 1 月時点で 34,523 戸あり、そのうち 31％にあたる 10,867 戸は給

水メータが故障しているか不設置となっており、定額料金制で徴収されている。 

本事業においては、水道を供給するにあたり、各戸に給水メータを設置して使用水量に応じた料金

徴収を進め経営を安定化させることを目指す。また、水源水量が限られていることから、定額料金に

よる水の使い過ぎを抑制する必要があり、各戸に給水メータを設置して節水を図る。 

本事業で配水支管を敷設し小配水区域である DMA（District Metered Area）を構築した場合、それ

に合わせて無収水対策を行い、給水管や給水メータを更新することが今より容易となる。これにより、

経営の安定化を図ることができるものと考える。 

配水支管が市の中心地区に優先的に敷設されるものとすると、そのうち約 30％の給水メータが故

障あるいは不設置であることから、表 3-2-39 のとおり、対象地域においては 9,000 戸の給水メータ

が、給水区域全体を対象とした場合は 11,000 戸の給水メータが必要となる。 

これらのメータを NWSC に調達し、故障したメータを更新して、漏水の削減および無駄水の抑制、

健全な事業経営を目指すことが望ましいものと考える。本事業においては、人口密度が高く、更新に

よる漏水の削減効果が高いと考えられる市の中心部9,000戸を対象として、給水メータの更新を行う。 

表 3-2-39 給水メータの更新 

 優先度 1 優先度 2 備考 

対象地域 
市の中心部、 

10 Wards 
給水区域全体、

21 Wards 
 

対象地域の 
現在人口 

146,406 276,174 ①、2011 年センサスより 

対象地域の 
給水接続数 

29,879 34,523 
②=①/4.9、１接続当たり＝4.9 人として。

優先度 2 の接続数は 2015 年 1 月実績。 

稼働していない 
給水装置数 

8,964 10,357 
③=②x30%。30％は故障割合の実績よ

り。 

更新対象とする 
給水装置数 

9,000 11,000 
④、稼働していない給水装置数を更新の

対象とする。 
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(2) 給水メータの所有と責任 

現在のところ、給水メータは、NWSC から顧客にレンタルされている一部を除いて、すべて顧客の

所有・管理責任となっている。しかし給水メータは、使用水量の正確な把握および料金徴収のために、

NWSC の所有とすることが望ましい。 

特に本事業により給水メータを NWSC に調達する場合、我が国の無償資金協力事業の方針によっ

て、メータはあくまでも NWSC の資産として扱い、顧客に転売しないようにする必要がある。 

よって、従来行われていた給水メータのレンタル制度を再度採用し、調達するメータは NWSC か

ら顧客に有料でレンタルすることを提案する。 

なお、給水メータの所有が NWSC になっても、管理責任は顧客が負うようにし、メータの損傷や

盗難を防止しなければならない。 

よって、調達する給水メータに関してその所有と管理については、顧客との給水契約等に下記の事

項を明記する必要があり、新たに給水契約を締結する予定である。 

 メータの設置位置は管理者が定める。 

 メータの所有権は管理者にある。 

 メータは管理者が設置し、顧客が保管管理する。 

 顧客は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメータを亡失もしくは毀損したとき

は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。 

現行での給水メータの管理責任（購入、設置、支払い、所有など）を表 3-2-40 および表 3-2-41 に

示す。レンタル方式では、給水メータの所有が NWSC となる。ほかに顧客から給水メータのレンタ

ル料金を徴収する以外は、責任分界は変わらない。 

表 3-2-40 給水メータの所有権・管理責任（現行購入制度） 
  NWSC Customers Remarks 

House Connection 
(Water service pipe) 

Material     

Install    Up to 100ft: 4,155NPR/100ft. 
Over 100ft: 22NPR/ft. 

Pay    

Possession     

Water meter Material    NWSC sells from 2015/8/16 

Install    100 NPR(Installation charge) 

Pay    Approx. 2,1000 NPR/meter 

Possession     

Charge of repair Repair    Excavation fee 

Pay     

注）表中の金額は NWSC ヒアリングより 

 

表 3-2-41 給水メータの所有権・管理責任（レンタル方式） 
  NWSC Customers Remarks 

House Connection 
(Water service pipe) 

Material    
Install    Up to 100ft: 4,155NPR/100ft. 

Over 100ft: 22NPR/ft. Pay   
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  NWSC Customers Remarks 
Possession    

Water meter Material     
Install    100 NPR(Installation charge) 
Pay (Rental)   5 NPR/month (Rental fee) 
Possession     

Charge of repair Repair    Excavation fee 
Pay    

注）表中の金額は NWSC ヒアリングより 

(3) 給水管の更新 

本事業における配水支管の更新にあたり、給水管の取替が大量に発生する。日本側工事部分と、先

方工事部分の分担は、次のとおりとする。 

1) 既設の配水支管を敷設替えする場合 

既設の配水支管を敷設替えする時は、日本側で配水支管と給水管接続工事を行い、同時に給水管を

切り替えていくことが望ましい。かりに給水管接続をネパール側工事区分にすると、日本側工事とネ

パール側工事の進捗が合わずに、工事の遅延等が発生する恐れがある。工事のリスクを軽減するため、

給水管の再接続まで日本側で行うものとする。（図 3-2-26 参照） 

 

 

図 3-2-26 既設配水支管の敷設替えの場合 

 

2) 配水支管を新設する場合 

新規に配水支管を敷設する箇所については、官民境界まで日本側で施工を行い、それ以降はネパー

ル側工事とする。（図 3-2-27 参照） 

3) 既設管の再利用 

配水支管の敷設替えに伴い、接続されている給水管を近隣の既設の配水支管に接続する場合があ

る。その場合は、敷設替え工事の前に前もって給水接続することが可能であるから、ネパール側側で

給水接続するものとする。（図 3-2-27 参照） 
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図 3-2-27 配水支管の新設および既設の配水支管に再接続の場合 

 

なお、日本側で給水管を施工する場合、その範囲は官民境界の外側までとする。（図 3-2-28 参照） 

 

図 3-2-28 給水管の施工範囲 

なお、先方負担としている給水管の施工数は、日本側で敷設する 7,300 戸分を除いた 1,700 戸分と

設定している。4 班ある施工チームで設置すると、180 日程度で工事が完成するものと想定している。 

(4) 給水メータ・給水管の仕様 

(1)～(3) を踏まえ、本事業にて導入する給水メータ・給水管の主な仕様・数量は、以下の通りとす

る。 

表 3-2-42 給水管 

項目 内容 

給水管 
管径 延長 接続戸数 管種 

13mm 
1 接続あたり

約 10m 7,300 戸 GI 管 
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給水管については、給水圧力が高いことや、既存の給水管が GI 管を使用していることから、PVC

管ではなく、GI 管を採用することとする。 

給水管の接続戸数は、現地の状況から、配水支管敷設延長 100m 当たり道路片側の給水管接続 10

戸として、道路の片側へ給水接続する配水支管延長＝約 33km、道路の両側へ給水接続する配水支管

延長＝約 20km とし、33×100＋20×200＝7,300 戸として算出した。 

表 3-2-43 給水メータ 

項目 内容 

給水メータ 
管径 個数 機種 

13mm 9,000 個 
羽車式水道メータ 

（日本製） 

 

3-2-2-9 機材調達 

現地調査時、ポカラ支所から小型掘削機、管探知機、バルブ探知機の機材調達要請があった。要請

を受け、各機材調達の必要性・妥当性等を以下に評価した 

(1) 要請内容 

1) 小型掘削機（自走型）×2 台 

下記に小型掘削機の仕様例を示す。 

バケット容量： 0.077~0.282m3 

小回転半径： 約 3.17m 

大掘削深さ： 約 4.00m 

全長/全幅/全高： 6.65m/2.35m/4.00m 

 

 

 

2) 管探知機 ×2 台 

下記の管探知機の仕様例を示す。 

位置探査：探査深度 5.0m で誤差 25cm 以内 

深度探査：探査深度 5.0m で誤差 10%以内 

探知距離：260m～400m 程度 

深度探知範囲：0m 以上 5m 未満 

 

 

 

3) バルブ探知機（金属探知機）×2 台 

下記にバルブ探知機の仕様例を示す。 

探知深度：鉄蓋で約 42cm～65cm 

 

 

KOMATSU ホームページより引用 

FUJI TECOM ホームページより引用 

FUJI TECOM ホームページより引用 
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(2) 要請の背景 

1) 小型掘削機 

ポカラ支所は現在掘削機を有さず、埋設管の補修・維持管理および新規顧客の給水管接続において、

人力で掘削・埋戻し作業を行っているため、埋設管の掘削に時間を要し、迅速な対応が困難な状況に

ある。また、配水管は狭小な道路や民家の集中した市街地等にも敷設されているため、形状が小さく、

小回りの利く小型掘削機の調達について要請を受けた。 

なお、掘削機のオペレーターもいないため、小型掘削機が調達されることになれば、掘削機のオペ

レーターを配置する準備があるとのことである。 

2) 管探知機 

市内の送配水管網にはバルブ設置箇所が少なく、主要管路の管理図が整備されていないため、既設

管の埋設位置が把握できず、またその位置を特定する手段が無いため、ポカラ支所では管路の維持管

理面に大きな問題を抱えている。特に漏水対策への影響は大きく、地上漏水の補修については日常的

に行われており、補修記録が管理されている一方で、埋設管の漏水については、殆ど補修が行われて

いない状況である。そのため、埋設管の漏水対策の第一歩として、既設管の埋設位置を特定できる管

探知機は必要不可欠である。ポカラ支所としても、今後は埋設管の漏水補修が重要課題であると認識

しており、要請された 3 つの機材のうち管探知機の調達を も強く要望している。 

3) バルブ探知機（金属探知機） 

ポカラ支所では、舗装工事の際のオーバーレイや土砂や草で覆われる等の理由により、既存の弁室

やバルブの位置が特定できない事態があり、現在バルブの運転維持管理に問題を抱えている。そのよ

うな状況下で、バルブやマンホールの位置を特定し、バルブの運転維持管理を適切に行う目的で、バ

ルブ探知機の調達が要請された。また、水道用バルブの他にも空気弁や排水弁を有しており、これら

の運転維持管理も必要不可欠であり、同様にバルブ位置を特定する必要がある。 

(3) 調達先について 

1) 小型掘削機 

小型掘削機はポカラ市内で調達可能である。補修・スペアパーツについても、ポカラ市内で調達可

能である。 

2) 管探知機およびバルブ探知機 

管探知機およびバルブ探知機はネパール内では生産されていないため、信頼性・測定精度を考慮し、

日本製品を調達する。 

(4) 要請内容の妥当性 

1) 小型掘削機 

小型掘削機の調達により、埋設管の補修・維持管理や新規顧客に対する給水管接続の作業効率が向

上し、顧客要望への迅速な対応が可能となる。また、市内の既設管敷設箇所は、狭小な道路や交通量

の多い市街地などを含んでおり、大規模な土工事は不向きであるため、小回りの利く小型掘削機によ

る施工が望ましいとの考えは妥当であると判断される。 

さらに、ポカラ支所は、Pokhara Office と Bindhabasini Office の 2 つの事務所を拠点としており、

各々で管理している給配水地域が異なる。そのため、各々に小型掘削機を 1 台ずつ整備し、迅速に対
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応することが望ましく、要請内容は妥当であると判断する。 

2) 管探知機 

管探知機を使用して既設管路の土被り、平面位置などの情報を取得することができ、管路の維持管

理面での向上が期待できる。また、管探知機を使用すると既設管路の正確な位置が分かるため、顧客

要望への迅速な対応、漏水箇所の早期発見に役立つものと考える。なお、既存管（CI 管、DI 管、GI

管）はすべて金属管であり、本事業では金属管用の管探知機を入れるのが妥当である。 

さらに、ポカラ支所は、上記のとおり 2 つの事務所を拠点としており、給配水地域が異なる。その

ため、各々の拠点に 1 台ずつ調達することで、各々の地域への顧客に対して迅速な対応が可能となる

と考える。 

以上の理由により、要請内容は妥当であると判断する。 

3) バルブ探知機（金属探知機） 

バルブ探知機を使用して、土砂や草、舗装等で覆われたマンホールやバルブの位置を特定すること

は、日々のバルブ制御や維持管理に対して有益である。本事業により水源水量が増加する訳ではない

ため、バルブ操作を行い、適切な時間帯に適切な水量を配水する必要があるため、既設バルブおよび

新設バルブを適切に制御・管理していくことが重要と考える。 

さらに、ポカラ支所は、上記のとおり 2 つの事務所を拠点としており、給配水地域が異なる。その

ため、各々の拠点に 1 台ずつ調達し、各々のバルブを適切に制御していくことが重要と考えられる。 

以上の理由により、要請内容は妥当であると判断される。 

 

3-2-2-10 事業スコープ 適オプション案の選定 

(1) スコープオプション案の設定 

ポカラ市の既存上水システムの課題を解決するための事業コンポーネントとしては、①導水管の

補修・更新、②沈砂・沈殿池の建設、③浄水場の建設、④送水管の敷設、⑤配水池の建設、⑥塩素注

入設備の整備、⑦配水本管の更新・新設、⑧配水支管の更新・新設、⑨機材調達（給水メータ・給水

管等）、⑩ソフトコンポーネントの実施、が考えられる。想定している事業コンポーネントと、各々

の各課題に対する効果の概要を表 3-2-44 に示す。 

表 3-2-44 事業コンポーネントとその効果 

事業コンポーネント 主要な課題 効果 

① 導水管の一部更新 洪水による被災リスク 洪水・地すべり等の被災リスクの低減

② 沈砂・沈殿池の建設 給水水質 濁度成分の一部除去 

③ 浄水場の建設 給水水質 濁度成分の除去および給水水質の向

上 

④,⑤, 

⑦ 

送配水管の敷設・配水池の

建設 

不均一な配水状況、高い漏水率 配水状況の平滑化、漏水率の低減、水

道事業運営の健全化 

⑥ 塩素注入設備の整備 給水水質 消毒効果 

⑨ 機材調達 

（給水メータ等） 

高い無収水率 無収水の削減、水道事業運営の健全化

⑩ ソフトコンポーネントの

実施 

水道施設の運転維持管理能力 本事業で整備される施設に対する運

転維持管理能力の向上 
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これらについて、事業実施の優先度、事業実施による費用対開発効果、持続性のある事業効果等の

視点から十分に検討を行ったうえで、事業スコープのオプション案を以下のとおり設定した。 

 

要請書案 ネパールの要請内容と同じ事業スコープ 

オプション -1 

給水水質改善のために沈砂・沈殿池および浄水場建設し、またすべての地域を

対象として、送・配水施設（送水管、配水池、配水本管および配水支管）を整

備して配水状況の改善を図る。 

オプション -2 

沈砂・沈殿池および浄水場の建設。ただし送・配水施設としては、給水事情の

悪い地区の改善を 優先とし、東部区域を整備して、西側の給水区域は現状維

持とする。 

オプション -3 
沈砂・沈殿池および浄水場の建設。ただし送・配水施設としては、人口集中地

区の改善を優先し、西側の配水区を整備して、東側給水区域は現状維持とする。

オプション -4 

沈砂・沈殿池および浄水場の建設。送・配水施設としては、すべての給水区域

を対象とした配水池・送水管までは整備し、配水管の更新・整備については、

新規配水池と接続する部分を除いては削除する。 

 

各オプションの概要図を以下に示す。 
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オプション案概要図 

オプション -1 オプション -2 

  

オプション -3 オプション -4 
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(2) 優先案の選定 

現地調査の結果を踏まえ、これら事業コンポーネントの適用性および優先度について検討を行い、

適な事業スコープを決定する。事業スコープ案の比較においては、下記の主な要点を十分に考慮し

たうえで検討を行い、結果を表 3-2-45 に示す。 

1) 給水水質の改善 

社会調査によればポカラ支所の顧客が水道サービスに対して も改善を求める項目として、給水

水質が挙げられている。 

2) 給水頻度の平準化 

現状では適切な配水システムが整備されていないため、地区によって給水頻度が大きく違ってお

り、住民の間では不公平感がある。給水頻度をできる限り平準化することが必要である。 

3) 漏水率の低減 

漏水率が高いことに起因して給水量の不足、料金の徴収が少ないといった問題が生じている。こ

れを解決するために漏水率の低減を図ることが必要である。 

4) 経営の改善 

本事業実施後、水質の改善、給水頻度の平準化および漏水率の低減により、NWSC ポカラ支所の

経営にどのように寄与できるかを考慮する。 

5) 給水水圧の安定化 

適切な配水システムが整備されておらず、市内の地区ごとに取水源からの距離および標高等によ

り給水水圧に大きな差異がある。漏水管理の観点からも水圧を安定化することが必要である。 

6) 先方負担事項 

本事業によりすべての施設を建設することはできないため、先方負担事項とその実現可能性につ

いても十分に検討する。 

 

選定結果 

表 3-2-45 に示すとおり、オプション -1～4 について比較検討を行った。 

この結果、オプション -1 では、現在のポカラ市上水道サービスにおいて も改善要望が高い事項

（給水水質の改善、給水頻度の改善）の改善を図ることが出来、また漏水率等の改善によりポカラ支

所の経営改善も図ることが出来るため、オプション -1 の実施が無償資金協力として も意義が高い

と考え、 適な事業スコープとして提案する。 
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表 3-2-45 事業スコープオプション案の比較表 

  ネパールの要請書案 オプション -1 オプション -2 オプション -3 オプション -4 

オプション概要 

ネパールの要請内容と
同じ事業スコープ。 

給水水質改善のために沈砂・
沈殿池および浄水場建設し、
またすべての地域を対象とし
て、送・配水施設（送水管、
配水池、配水本管および配水
支管）を整備して配水状況の
改善を図る。 

砂・沈殿池および浄水場の建
設。ただし送・配水施設とし
ては、給水事情の悪い地区の
改善を 優先とし、東部区域
を整備して、西側の給水区域
は現状維持とする。 

沈砂・沈殿池および浄水場
の建設。ただし送・配水施
設としては、人口集中地区
の改善を優先し、西側の配
水区を整備して、東側給水
区域は現状維持とする。 

砂・沈殿池および浄水場の
建設。送・配水施設として
は、すべての給水区域を対
象とした配水池・送水管ま
では整備し、配水管の更
新・整備の数量は削減とす
る。 

コンポーネント 
 

①沈砂・沈殿池 
Q=41,000m3/日 

② 導水管 HDPE 水管橋
の更新 

③ 浄水処理施設 ろ過池
Q=25,000m3/日 

④ 配水管 L= 69.87km 
⑤ 詳細設計/ 施工監理 

① 沈砂・沈殿池 Q= 
42,000m3/日 

② 導水管 一部敷設替え L= 
1.2km 

③ 緩速ろ過池 Q= 41,000m3/日
④ 送水管 L= 7.9km 
⑤ 配水池 No.1～3 

（各 V=2000m3） 
⑥ 配水本管 L= 49.8km 
⑦ 配水支管 L= 52.9km 
⑧ 機材調達 給水ﾒｰﾀ 9000

個、その他 
⑨ ソフトコンポーネント 
⑩ 詳細設計/ 施工監理

① 沈砂・沈殿池 Q= 42,000m3/日
② 導水管 一部敷設替え 

L=1.2km 
③ 緩速ろ過池 Q= 41,000m3/日 
④ 送水管 L= 7.9km 
⑤ 配水池 No.2～3

（V=2000m3） 
⑥ 配水本管 L= 24.5km 
⑦ 配水支管 L= 10km 
⑧ 機材調達 給水ﾒｰﾀ 9000

個,その他 
⑨ ソフトコンポーネント 
⑩ 詳細設計/ 施工監理 

① 沈砂・沈殿池 Q= 42,000m3/日
② 導水管 一部敷設替え L= 

1.2km 
③ 緩速ろ過池 Q= 41,000m3/

日 
④ 送水管 L= 3.8km 
⑤ 配水池 No.1（V=2000m3）
⑥ 配水本管 L= 25km 
⑦ 配水支管 L= 32km 
⑧ 機材調達 給水ﾒｰﾀ 9000

個,その他 
⑨ ソフトコンポーネント 
⑩ 詳細設計/ 施工監理 

① 沈砂・沈殿池 Q= 42,000m3/日
② 導水管 一部敷設替え 

L=1.2km 
③ 緩速ろ過池 Q= 41,000m3/日
④ 送水管 L= 7.9km 
⑤ 配水池 No.1～3 

（各 V=2000m3） 
⑥ 配水本管 L= 13km 
⑦ 配水支管 L= 0km 
⑧ 機材調達 給水ﾒｰﾀ 9000 個,

その他 
⑨ ソフトコンポーネント 
⑩ 詳細設計/ 施工監理 

事
業
効
果 

① 浄水の水質 
浄水施設が建設され改
善される。 

浄水施設が建設され改善され
る。

浄水施設が建設され改善され
る。

浄水施設が建設され改善さ
れる。

浄水施設が建設され改善さ
れる。

② 給水頻度 7 日/週の給水は難し
い。

週 7 日に改善される。 東部地区、7 日/週の給水とな
る。

西部地区、7 日/週の給水と
なる。

7 日/週の給水は難しい。 

③ 漏水率 
(現在 36 % ) 

漏水率の目安：35％ 漏水率の目安：27％ 漏水率の目安：32％ 漏水率の目安：30％ 漏水率の目安：32％ 

④ 経営の改善 

浄水場規模が小さく、
かつ配水池・送水管が
整備されないため、配
水量および給水人口が
他案に比べて多くなら
ず、経営の改善にはあ
まり貢献しない。 

給水人口の増加と漏水率の低
減で、経営の改善に貢献。 

東部地区の漏水が改善し、配
水量および給水人口が多くな
るため、水道料金収入は増加
する。ただし、オプション-1
および 3 よりは改善は小さ
い。 

人口集中地区の西部地区に
て漏水が減少することによ
り、配水量および給水人口
がオプション-1 に次いで多
くなり、料金収入増が も
見込まれる。 

配水管整備面積が他案に比
べて小さいため、配水量お
よび給水人口が他案に比べ
て多くならず、経営の改善
にはあまり貢献しない。 

⑤ 水圧の安定化

配水池・送水管が整備
されないため、水圧は
現状から改善されな
い。

配水池が均等に整備され、給
水圧の安定化に貢献。 

東部地区のみ改善し、他地区
は現状とあまり変化なし。 

西部地区のみ改善し、他地
区は現状とあまり変化な
し。 

配水池が均等に整備され、
給水圧の安定化に貢献。 
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  ネパールの要請書案 オプション -1 オプション -2 オプション -3 オプション -4 

各オプションエリア
内の現在の給水状況 

－ 
 

(管路計画が不明なた
め、算定不可) 

7 日/週給水：  64,600 人、21％ 
3-4 日/週給水：171,800 人、56％ 
1-2 日/週給水：68,500 人、23％ 
平均給水頻度： 3.6 日/週 

7 日/週給水：   0 人、0％ 
3-4 日/週給水： 64,200 人、64％
1-2 日/週給水： 36,000 人、36％
平均給水頻度： 2.8 日/週 

7 日/週給水： 26,700 人、18％
3-4 日/週給水：91,600 人、
61％ 
1-2 日/週給水：32,400 人、
22％ 
平均給水頻度： 3.7 日/週 

7 日/週給水：  26,700 人、16％
3-4 日/週給水：124,900 人,75％
1-2 日/週給水：15,100 人、9％
平均給水頻度： 3.9 日/週 

裨益人口 
(給水頻度 7 日/週) 

－ 
(管路計画が不明なた

め、算定不可) 

240,300 人
（対象エリア内ですでに 7 日/
週の給水を受けている人口は
除く） 

100,200 人 124,000 人
(対象エリア内ですでに 7 日/
週の給水を受けている人口は
除く)

140,000 人
（対象エリア内ですでに 7
日/週の給水を受けている人
口は除く）

先方負担事項 

なし。 なし。 配水池 No.1（V=2000m3）
配水本管 L=24.5km 
配水支管 L=40km 

送水管 L=4.7km
配水池 No.2 および No.3
（各 V=2000m3） 
配水本管 L=24.5km 
配水支管 L=18km

配水本管 L=36.5km
配水支管 L=52.9km 

要請では、先方負担事
項に関しては記載され
ていない。 

主要施設に係る先方負担事項
はなく、ネパール側への負担
は小さい。 
ネパール側の予算状況に左右
されず本事業が実施される。 

先方負担はオプション 2～4
の比較では も小さい。 
【理由】 大型構造物（配水池）
の建設は、ネパール側での建
設が困難とする施設である
が、当案では１池のみで対応
可能。配水支管整備の延長は
他案の中間。 

先方負担は も大きい。
【理由】管網整備の延長は
短いが、大型構造物（配水
池）を 2 池建設しなければ
ならないことが先方の大き
な負担となる可能性があ
る。 

先方負担は、オプション -2
と 3 の中程度。 
【理由】大型構造物（配水池）
建設の負担はないが、 も管
網整備の延長が長い。ネパー
ル側の1年あたりの配水支管
の整備距離は限定的である
ため、給水面積が拡大するま
でに長い時間を要する可能
性が高い。

維持管理要員の増員：
17 人 

維持管理要員の増員：27 人 維持管理要員の増員：22 人 維持管理要員の増員：23 人 維持管理要員の増員：24 人

維持管理 

・配水池を建設しない
ため、これに係る維持
管理は発生しない。 
・配水管整備延長が長
く、維持管理能力の負
担は比較的大きくな
る。

・配水池建設は 3 池である
が、あまり維持管理項目も多
くない。 
・配水管整備延長が も多
く、維持管理能力の負担は大
きくなる。 

・配水池建設は 2 池で、あま
り維持管理項目も多くない。
・配水管延長はオプション-
1,3 に比べて短いのでバルブ
操作等の維持管理能力の負担
も少ない。 

・配水池建設は 1 池で、あ
まり維持管理項目も多くな
い。 
・配水管整備延長が長く、
維持管理能力の負担は比較
的大きくなる。 

・配水池建設は 3 池である
が、あまり維持管理項目も
多くない。 
・配水管整備延長が も少
なく、維持管理能力への負
担は少ない。 

長  所 

・オプション -1 より
は小さいが、ある程度
の地域の給水環境を改
善できる。 

・ほとんどの地域の給水環境
を改善できる。 
 

・ も給水事情が悪い地域を
改善できる。 
・東部地区は、将来の空港建
設や市街地化（人口増）など
が見込まれ、この地区の整備

・西側配水区は、今よりさら
に給水頻度、不均衡が解消さ
れ、経営の改善と給水圧の安
定化に貢献する。 

・NWSC で投資が困難な大
型構造物（浄水施設、配水
池等）を中心に整備され
る。 
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  ネパールの要請書案 オプション -1 オプション -2 オプション -3 オプション -4 

は将来の経営安定化に貢献す
る可能性が高い。 

・人口密集地帯や観光客が多
く訪れる市の西部の給水状況
を改善できる。 

短  所 

・配水池および送水管
を建設しないため、配
水量の調整・水圧等の
配水監理・調整が困難
となる。 

・事業費が、もっとも高額と
なる。 

・西部の人口集中地区は現状
維持となる。 

・既にある程度給水事情が
安定している西部地区が改
善されることで、ポカラ市
内の給水格差が広がる。 

・主要施設が整備される
が、配水本管の整備が約１
/4 程度のみで、給水改善出
来ない地区が残り、給水頻
度や不均衡の改善率は他案
に比べ劣るため、漏水の削
減効果も限定的となる。

概算事業費 
(ネパールの要請書案を

100 として) 
100 143 108 101 101 

NWSC の要望 
 ほとんどの地域の給水環境を

改善できる本案を 優先とし
たい。 

給水事情の悪い地区を改善す
る本案をオプション -1 の次
に優先としたい。 

優先順位は も低い。 
オプション -1, 2 の次に優
先としたい。 

評  価 

雨季の水質は改善され
る が 、 処 理 水 量 は
25,000m3/日に留まるた
め、水量的な問題につ
いては殆ど改善されな
い。 

現在のポカラ市において、給
水事情の悪いほとんどの地区
の改善が行われ、給水の不均
衡の解消に貢献し、無償資金
協力として も意義が高い。

現在のポカラ市において、
も給水事情の悪い地区の改善
が行われ、給水の不均衡の解
消にある程度貢献するため、
無償資金協力としてオプショ
ン-1 に次いで意義が高い。 

人口密集地帯や観光客が多
く訪れる市の西部の給水状
況をさらに改善できるが、
給水事情の悪い東部との格
差は拡大し、無償資金協力
としての妥当性は中程度で
ある。

主要施設が整備されるが、配
水本管の整備が少ない。この
ため、給水頻度の改善や給水
頻度不均衡の改善は他の案に
比べると劣る。また、漏水率
の改善も限定的となる。 

－ ◎ ◯ △ ◯ 
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3-2-3 概略設計図 

本計画における概略設計図の一覧表は表 3-2-46 に示すとおりである。 

表 3-2-46 計画概要図一覧表 

番号 図面番号 図 面 名 称 縮尺 

1 WTP-GLP-001 沈砂・沈殿池 一般平面図 1:600 

2 WTP-GLP-002 浄水場 一般平面図 1:600 

3 WTP-HP-001 水位高低図 Non 

4 WTP-PFD-001 浄水フロー図 Non 

5 WTP-GC-001 沈砂池 平面図 1:100 

6 WTP-GC-002 沈砂池 断面図 1:100 

7 WTP-ST-001 普通沈殿池 平面図 1:300 

8 WTP-ST-002 普通沈殿池 断面図 1:300 

9 WTP-RW-001 着水井 平面図、断面図 1:100 

10 WTP-SSF-001 緩速ろ過池 平面図 1:200 

11 WTP-SSF-002 緩速ろ過池 断面図 1:100 

12 WTP-CWR-001 浄水池 平面図 1:150 

13 WTP-CWR-002 浄水池 断面図 1:150 

14 WTP-WSY-001 洗砂場 平面図、断面図 1:150 

15 WTP-SP-001 洗浄排水貯泥池・天日乾燥床 平面図、断面図 1:150 

16 RE-PR-01 Prashyang 配水池 一般平面図 1:300 

17 RE-FU-01 Fulbari 配水池 一般平面図 1:300 

18 RE-CP-01 Col Patan Chowk 配水池 一般平面図 1:300 

19 RE-CP-003 Col Patan Chowk 配水池 断面図 1:300 

20 PI-TR-01~03 送水管 平面図 01~03 1:10000 

21 PI-DM-01~08 配水本管 平面図 01~08 1:10000 

22 PI-DS-01~07 配水支管 平面図 01~07 1:10000 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) 基本事項 

本事業のネパール側実施機関は、NWSCである。本事業により建設される施設の運営・維持管理に

関してもNWSCがその責任を負う。 

本事業の実施設計（設計図書作成）、入札業務の補助および工事期間中の施工監理、機材の調達監

理は、日本国籍のコンサルタントが担当する。無償資金協力の実施に係る交換公文（E/N）および贈

与契約（G/A）が署名された後、NWSC はコンサルティング・サービスに係る契約を締結する。また

NWSC は、建設工事や機材調達の進捗に応じてコンサルタントおよび請負業者への支払いに係る証

明書の承認、発給等を行う。 

本事業の建設工事および機材調達は、日本国法人の請負業者によって行われる。本事業は土木工事

および管路工事が主体であり、機械・電気設備の設置工事も付随する。類似の建設工事の実績を持つ

日本の一般土木工事請負業者が実施することが適当と判断する。業者選定にあたっては、一般公開入

札によるものとし、NWSC と協議確認のうえ、入札参加業者に求められる資格および選定基準を入

札準備作業時に決定する。 

なお、コンサルタントは、請負業者の実施する建設工事および機材調達に対する施工監理、調達監

理を行う。NWSC は、建設工事や機材調達の進捗に応じてコンサルタントおよび請負業者への支払

いに係る証明書の承認、発給等を行う。 

NWSC は、本事業における日本側のカウンターパートの役割を果たすことを目的として新たにヘ

ムジャに支所を 2015 年に開設するとともに、建設工事開始前までに新たな技術職員を採用し、ポカ

ラ支所に配置する計画である。ヘムジャ支所は、実施設計の段階まで本事業を支援し、建設工事及び

建設後の施設の運転維持管理は、ポカラ支所に配置される新たな技術職員により行われる。なお、

NWSC 本部は、事業実施中及び実施後、これらの支所の総括管理を行う。 

(2) 施工方法 

本事業で採用する施工方法は、現地の建設事情や技術レベルを勘案して、現地の作業員や資機材を

大限に活用できる方法とし、雇用機会の創出や現地作業員に対する技術移転の促進を図る。 

(3) 現地業者の活用分野・方法 

工事実施にあたっては、日本側工事請負業者の技術者が常駐し、監督指導にあたる。ネパールの施

工業者は、ビルや橋梁も数多く建設しており、建設業は十分に発展していると判断される。品質管理・

安全管理を着実に行うことで不具合や事故の発生を防止できると考える。また、現地施工業者の浄水

場建設工事現場の視察をおこなったが、施工現場も十分に整理整頓され、複雑な構造物も問題無く施

工しており、現地施工業者の活用は可能であると判断される。 

(4) 調達にかかる事項 

保管場所の制約があるため、配管材は施工の進捗に合わせて段階的に納品することが望ましいが、

管材メーカーの製作期間、工事スケジュールを考慮すると、数回に分けた分割納品になり、工事の進

捗と予定を的確に把握して調達する必要がある。コンクリートについては、ポカラ市内の生コンクリ

ート工場からの搬入ルートが1ルートしかなく、雨季の大雨で搬入ルートにて土砂崩れが発生するこ
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ともあることから、現地工場からの調達は難しく、円滑な工事進捗を図るため、本事業専用の生コン

クリートプラントを浄水場敷地内あるいは周辺に設置して調達することを基本とする。 

 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 施工に関する留意事項 

① 河川下越し工事 

開削工事とし、土のうにより河川の仮締切を行い、水中ポンプにより排水して施工部をドライ

にする。施工時期は雨季を除く河川水位が低い時期を選定する。 

② 基礎工 

地盤は礫質土であり、十分な地耐力を有しているため、浄水場および沈砂・沈殿池の基礎形式

は直接基礎とする。 

③ 配管工 

場内配管は、中・大口径のφ300mm～φ800mm まで多岐にわたっており、敷設は主に建設機

械より行う。場内配管の埋設について、道路幅員を十分確保する。 

④ 搬入計画 

浄水場建設予定地付近までの道路は幅員が 4.0m～5.0m と狭いうえに、河川沿いの鋭角のルー

トを通らないと建設予定地までたどり着けないため、工事車両は基本的に浄水場敷地北西側に

新設される仮設道路を利用する。 

仮設道路は幅員 6m の 2 車線道路とし、車両は北西から南西に向かう方向に通行する。 

浄水場付近を流れる Seti 川沿いの道路は、砕石採取車が通行するため、場所によって離合が困

難な部分もあるため、大型車両の通行時には、交通整理員を配置して搬入計画を立案する。 

⑤ 工事許認可 

工事許可に関する警察や消防、地方自治体への必要手続きなど、想定される申請所要期間は、

概ね 1 ヶ月程度であり、計画的な申請が必要である。配管工事を行う際は、事前に関係機関との

協議を行って承認を得るとともに対象地域の住民に対して説明を行うものとする。 

(2) 工期の設定に係る留意事項 

① ネパールの公休は金曜日半休と土曜日である。ただし、10 月のダサイン祭り 7 日間および前後

10 日間（合計 17 日間）は休みとなる。また 11 月のテハール祭り 4 日間および前後 7 日間（合

計 11 日間）は休みとなり、公共機関や一般店舗も含め約 3 週間休みとなるが、帰省等でそれよ

りも長く職場を離れる人が多いことに留意が必要である。それ以外は、年に 10 日程度の祝日が

あるが、全体の工事工程に影響を与えるものではない。 

② ポカラ市は標高 800～950m で、周囲を高地に囲まれており、気温は首都カトマンズよりやや高

い。気候は高温多湿の夏と乾燥した冬が特徴の温暖冬季少雨気候に分類され、 も暑くなる時期

は 4 月～8 月で平均 高気温は 31℃で、 も寒くなる時期は 12 月～2 月で平均 低気温は 7℃で

ある。ポカラ市では、5 月の終わり頃から徐々に雨が多くなり、6 月から本格的な雨季に入る。

降水量は 8 月でピークを迎え、9 月の終わり頃まで雨が多い。年間降水量は約 3,500mm であり、

東京よりも多い。降水量が 大となる 8 月の降水量は約 900mm となっている。降雨による作業

への影響は少ないと言えるが、多雨期の作業計画の策定においては、資機材の搬入、土工事の掘
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削、盛土作業、コンクリート打設時の養生等の作業期間に留意する。 

特に、雨季における資機材の搬入においては、夜間に降る雨の影響で、通行予定の道路で土砂

崩れが発生して、終日通行止めになることがある。翌日には復旧されているが、雨季に通行する

上で注意が必要である。 

③ ポカラ市街地において、管路工事約 100km 程度を予定している。市内は、道路幅員が狭いとこ

ろもあること、通行車輌の多い場所、通行人など、様々に施工条件が異なる場面が多くなるため、

適切な投入班数を編成しつつ、綿密な配管敷設計画を行う必要がある。 

(3) 労働基準の順守 

① ネパール内の工事現場は午前 8 時から午後 5 時ごろまで、途中 1 時間の昼休みを挟んで稼働す

ることが多い。 

② ネパール内においては車両輸送を基本とする。 

(4) 安全管理事項 

JICAネパール事務所および日本大使館からの情報等により、ポカラ市およびその周辺地域での現

地安全情報を収集し、施工にあたっては下記の点に留意し安全対策を講じる。 

① 現地カウンターパート機関より、安全かつ円滑な工事実施のためのアドバイスを逐次受けるこ

ととする。 

② ポカラ市周辺で活動する他ドナー関係者がいる場合、連絡を取り合い、治安に関する情報を共有

すること。 

③ ポカラ市およびその周辺の治安は比較的良いと考えているが、デモが発生することもあること

に注意すること。 

④ 信号がなく交通マナーが悪い状態なので外国人による自動車の運転は難しい。移動は基本的に

ドライバー付きのレンタカーによるか徒歩とすること。 

⑤ ODA 建設工事安全管理ガイダンスに則って施工計画を立案すること。 

(5) 調達事項 

1) コンクリートの調達 

生コンクリートはポカラ市において民間企業の運営する工場において製造され、一般向けに卸さ

れている。2015 年 8 月現在、生産能力 60m3/時間の工場が少なくとも 2 箇所稼働しており、本事業で

必要とする生コンクリートを供給する能力があると判断されるが、これらの生コンクリート工場は

本事業以外の工事にも生コンクリートを卸さなくてはならないので、必要なときに必要な量を供給

してもらえる可能性は低い。また現場までの通行ルートは 1 ルートしかなく、この道路が、一般のバ

スや、砕石業者のダンプトラックが頻繁に通行して混雑していることと、雨季は、土砂崩れが発生し

て一時的に通行止になることもあり、生コンクリートの運搬に支障をきたす可能性があるため、現場

周辺にコンクリートプラントを設置する。 

2) 鉄筋の調達 

ネパール内では BS（英国基準）に準拠しているものも生産されており、特に問題なく、適切な鉄

筋が調達できる。 

3) 配管材の調達 
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現在、ネパール内で流通しているダクタイル鋳鉄管はインド製がほとんどであり、バルブ類もイン

ドなど複数の国から輸入されている。しかしながら、これら製品に関し、ダクタイル鋳鉄管の継手部

からの漏水、バルブの水密性、耐圧性が劣る等が懸念されるため、水道システムの重要な位置づけと

なるダクタイル鋳鉄管継手およびバルブ類は日本あるいは日本メーカーの第三国工場からの輸入と

する。 

水道用鋼管や HDPE 管はネパール内で製造されており、様々な工事現場で使用実績があること、

また品質も十分に確保されていることから、ネパール内での調達が可能である。 

4) 税金 

ネパール国は、付加価値税（VAT: Value Added Tax）、関税、法人税・所得税等ネパールで事業実

施の際発生する税金の免除あるいは還付に必要な手続きを行うことに合意している。日本の無償資

金協力関連法では、すべての税および課徴金については、NWSC はこれら税および課徴金の支払い

に必要な予算を準備しなければならない。免税あるいは還付にかかわる手続きは以下のとおり。 

 VAT：ネパールでは資機材を購入した際にはその 13%を上乗せで支払う必要があり、無償資

金協力では、VAT は後日（3 ヶ月～6 ヶ月後）還付となる2。VAT 免除の申請は NWSC から徴

税局に対して行われる。 

 関税：NWSC が税関にレターを提出することにより、関税は徴収されない。この際、NWSC

は必要な手数料を税関に支払う必要がある。 

 法人税・所得税：交換公文に記載のとおり、コンサルタント、コントラクターは免税となる

旨をネパール財務省に確認した。 

 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本計画の事業の実施に伴う日本国側の負担工事区分について表 3-2-47 に示す。日本の無償資金協

力の方針に従った日本政府の主な負担事項を逸脱することのないよう現地側と協議、確認した日本

政府の主な負担事項について表 3-2-47 に示す。また、ネパール側負担事項については、表 3-2-48 に

示す。 

表 3-2-47 日本の無償資金協力負担事項 

番号 項      目  備 考 

1 

上水道施設の建設   
 １）被援助国荷揚げ港での陸揚げ・迅速なる通関手続き   
  a）日本から被援助国への製品の海上（空）輸送   

b）被援助国内荷揚げ港から対象地までの国内輸送   
 ２）工事用道路の設置   

a）用地内   
 ３）仮設物の設置   
４）電力・水道・雨水排水・その他付帯施設の建設   

a）電力   
用地内の送電線   
ﾌﾞﾚｰｶおよび変圧器   
用地内配線   

b）水道   

                                                        
 
2 VAT は全て歳入局（Inland Revenue Department）への還付請求となる。 
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番号 項      目  備 考 
用地内配管（受水/給水塔）   

c） 雨水排水   
用地内配管（トイレ、生活排水、雨水排水、その他）   

d）家具・設備   
事務所用設備   

2 
詳細設計、入札補助、施工監理の実行、ソフトコンポーネント
（コンサルタント） 

  

3 予備費   

 

表 3-2-48 ネパール側の負担工事 

工事時期 項      目  備 考 

事業進行中 

 1）用地外の工事用道路 
 2）用地への配線（電力） 
 3）門柵の設置 
 4）戸別接続工（給水管） 
 5）水道メータの取替え 

 
給水管の詳細

は、3-2-2-7 参照

 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

本事業は協力準備調査業務の完了後、日本国政府の閣議決定を経て、日本国とネパールの両政府

間の「本事業に係る無償資金協力に関する交換公文（E/N）署名」により開始される。 

コンサルタントは、E/N および贈与契約（G/A）署名後、コンサルタント契約をNWSCと締結

し、実施設計、入札図書の作成、入札業務の補助および業者契約締結後の施工監理および機材の

調達監理を行う。コンサルタント業務に含まれる主な内容は以下のとおり。 

(1) 実施設計 

準備調査時に実施した自然条件調査（測量調査、地盤調査等）の結果および実施設計のためのよ

り詳細な現地調査（追加の測量や地質調査等）に基づいて、実施設計図書を作成する。実施設計に

当ってはネパールの設計基準と日本基準あるいは国際基準との整合性に十分留意して行う。また、

実施設計期間中に既設導水管の水圧・流量調査を行い、状況を把握することとする。 

(2) 入札業務 

入札図書は、すべて NWSC の承認を得るものとし（承認には約 1 ヶ月を要する）、承認取得後、

直ちに入札作業を行う。 

① 入札公示から 1 週間の準備期間を設けて入札参加者からの入札参加申請書を受理する。 

② 入札参加申請書の受理後、遅滞なく入札参加資格の審査を行う。 

③ 入札参加適格者に入札図書を配布した後 1.5 ヶ月の準備期間を設け、関係者立ち会いのもと

に入札を実施する。 

④ 入札 低価格提示業者を本案件の契約業者として NWSC に推薦し、工事請負契約締結の推進

を行う。 

(3) 施工監理 

工事には土木工事のほか、建築工事、配管工事、機械・電気設備工事が含まれる。コンサルタン

トは日本から常駐監理を行う土木技術者 1 名を派遣するほか、土木（構造物、管路等）、機械、電

気の各分野において、工事の進捗に応じてスポット監理として数回にわたり技術者の派遣を行う。
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また、常駐監理者の補佐役として現地技術者を雇用する。 

施工監理にあたっては NWSC および工事請負業者と綿密な打ち合わせのもとに業務を実施する。

このほか、NWSC、JICA ネパール事務所および JICA 本部への進捗報告書（月報）提出、NWSC に

よる Project Monitoring Report 提出の支援を含め、関係者への報告・連絡・協議を遅滞なく行うもの

とする。 
 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタントは工事請負業者に対して表 3-2-49 に示す分析・試験の実施を指示し、その結果

を品質管理に反映させる。 

表 3-2-49 品質管理に係る分析・試験方法 

工種 管理項目 方法 適用基準・備考 

管材料 
強度・寸法 
外観・寸法 

工場検査報告の確認、目視・寸法
測定 
ゲージ 

日本国基準 

配管状況 
トルク 
漏水 
塗装 

トルクレンチ 
水圧試験 
膜厚計・目視 

日本国基準 

基礎 支持力 載荷試験 日本国基準 

コンクリート 

骨材・セメント 
水 
生コンクリート 
強度 

物理的試験・化学的試験、粒度試
験 
化学的試験 
スランプ・空気量・塩化物量 
圧縮強度試験 

日本国基準 
ネパール基準 

鉄筋 
強度 
配筋 

引張強度 
寸法検査 

日本国基準 
ネパール基準 
BS 基準 

構造物出来形 構造物寸法 寸法検査 日本国基準 

防水工 

材料品質 
塗膜厚・接着力 
塗膜状況 
漏水有無 

品質証明書の確認 
膜厚試験・引張試験 
目視 
水張試験 

日本国基準 

電気・機械設備 
据付精度 
機能 

据付位置測定 
負荷運転試験 

日本国基準 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

無償資金協力の方針を考慮し、資機材に関しては日本ないしネパール原産のものを調達する。な

お、修理・保守サービスの容易さを考慮し、必要な資機材は可能な限り現地調達を行うものとする。

ただし現地調達が不可能な資機材、品質仕様等が現地調達材では適合しないもの、流通量あるいは

価格の面で供給が安定的に行われていないものについては、日本及び第三国から調達することを

基本方針とする。また、日本から調達するよりも日本企業の第三国工場から調達するほうが利点の

多い場合は、日本企業の第三国工場から調達するものとする。調達にあたっての留意事項は、「3-

2-4-2 施工上/調達上の留意事項」に記述している。 

(1) 土木資材 

主要土木・建築工事用資材である鉄筋、生コンクリート、木材、砕石、砂、レンガ、コンクリー

ト既製杭、ガソリン、軽油等はネパール内で調達するものとする。本事業用に生コンクリート工場
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からの調達は困難であることから、専用のコンクリートプラントを設置して調達する。 

(2) 配管材 

水道用鋼管や HDPE 管についてはネパール内にメーカーが存在し、現地調達が可能である。た

だし、ダクタイル鋳鉄管およびバルブ類については、現在現地で流通しているものはほぼ全てが第

三国製品であり、その品質等が懸念されることから、現地製品の調達は困難と判断される。したが

って、ダクタイル鋳鉄管はインド製とし、継手やバルブ類は日本からの調達あるいは日本企業の第

三国工場からの調達とする。 

(3) 機械・電気設備機材 

本事業で設置される機械・電気設備は浄水場施設の機器であり、故障が少ないことが望ましい。

よって、品質の信頼性が高い日本製品を調達する。 

(4) ろ材 

緩速ろ過池のろ過砂および砂利層に用いる砂利は、現地調達を基本とする。 

(5) 建設機械 

バックホウ、クレーン車等の建設機械はネパール内に豊富に出回っており、現地での調達は特に

難しくないと判断される。また、建設機械は日本製が多く、建設機械の品質についても問題ないこ

とから、現地調達とする。 

(6) 調達資機材 

給水メータ、水質分析機器、小型掘削機については、ネパール内に代理店が存在しており、出回

っている事から、現地での調達を基本とする。管探知機およびバルブ探知機はネパール内では生産

されておらず、流通も限られているため、信頼性・測定精度を考慮して日本製品を調達する。また

給水メータに関しても、日本および第三国で調達可能であるが、製品の状態を見極め、可能であれ

ば日本製調達を考慮する。 
 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本事業においては、施設完成後、引渡し前までに試運転を行い、前処理施設の沈砂・沈殿池、浄

水場の機能・操作の確認を行う。この試運転期間中にコントラクターが NWSC の技術職員に対し、

施設引き渡し時の運転操作指導の一環として、それぞれの設備が適切に機能するよう、主に操作方

法に関する指導を行う。 

初期操作指導の概要を表 3-2-50 に示す。 

表 3-2-50 初期操作指導 

施設 主な指導内容 

沈砂・沈殿池 
各種バルブ：機能確認、開閉操作、河川水質異常時対応、点検方法
定期排泥操作：機能確認、清掃方法、点検方法 

浄水場、配水池 
定期洗浄操作：機能確認、ON-OFF 操作、水量設定、点検方法 
各種バルブ：機能確認、開閉操作、点検方法 
電気設備：機能確認、点検方法、操作方法 

場内配管 各種バルブ：機能確認、開閉操作、点検方法 
小型掘削機、水質分析機器、
管探知機、バルブ探知機 

運転操作方法 
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3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

ネパール国「ポカラ上水道改善計画」は、ポカラ市および周辺 1 村において浄水施設の新設、配

水池の新設、導・送・配水管の整備、各戸メータの調達等を実施することにより、給水水質・給水頻

度等の水道サービスの改善およびポカラ支所の経営改善を図り、もってポカラ市住民の生活環境の

改善に寄与するものである。 

ポカラ支所は現在、このうち沈砂・沈殿池、浄水場（緩速ろ過池）を有しておらず、運転・維持管

理の知識・技術がなく、技術習得が必要となる。合わせて、浄水場、配水池、給水栓の水質管理のた

めに導入される水質分析機器を用いた水質測定・管理の手法についてもその技術の習得も必要であ

る。また、プロジェクト完了後には配水頻度を市内で均一化するために、より効率的な配水コントロ

ールが求められる。さらに、高い漏水率の原因である不適当な給水管の敷設を適切な敷設に改善する

ことが必要である。そこで、NWSC の水道施設運転・維持管理能力を向上・強化するため、ソフトコ

ンポーネントにてこれらの技術支援を行う必要がある。 

しかしながら実施期間数ヶ月のソフトコンポーネントでは、NWSC に対して基本的なことは指導

できるものの、上水道施設全体に係る O&M の技術移転を行うことは困難である。従って、今後本事

業の完了に合わせて技術協力プロジェクト等を実施することが望ましいと考えられる。 

(2) ソフトコンポーネント計画の内容 

ソフトコンポーネントでは、「ポカラ支所技術職員が、新たに建設する浄水施設、配水池施設の

運転・維持管理、適切な送配水、適切な給水管敷設および定期的な給水水質の測定に必要な知識・技

術を習得し、運転・維持管理を適切に行うことにより、主な事業目標である給水水質の改善と効率的

な給配水ができるようになる。」という成果を達成するため、以下に示す「浄水場 運転・維持管理」、

「配水システム 運転・維持管理」、「給水管敷設 施工管理技術」および「水質測定・管理」の 4 項

目の技術移転を図る。 

表 3-2-51 ソフトコンポーネントの項目とその期待する成果 

項目 期待する成果 

浄水場 運転・維持管理 浄水施設を適切に運転・維持管理し、良質な水を継続的に生産すること

ができる。 
配水システム 運転・維持管理 配水システムを適切に運転・維持管理し、水道水を効率的に給水できる。

給水管敷設 施工管理技術 適切な給水管の敷設技術を習得することにより、給水管からの漏水を削

減する。 
水質測定・管理 浄水プロセス、配水ネットワークでの定期的な水質測定により、継続的

に配水、給水水質を管理する。 

 

表 3-2-52 ソフトコンポーネント投入計画 

項目 日本側投入 ネパール側投入 

浄水場  
運転・維持管理 

日本人コンサルタント 
 浄水プロセス：1 名 x 4.75 ヶ月 
現地技術者：1 名 x 4.0 ヶ月、通訳・翻訳者：2 名

x 4.0 ヶ月 

Pre- Treatment Plant 
1-Operator /2-Worker  
Water Treatment Plant 
1-WTP Manager / 
6-Operator & Worker /1-Maintenance 
1-Helper /1-Office Assistant  
1-Chief Chemist /1-Assistant Chemist



ネパール国ポカラ上水道改善計画準備調査 
第 3章 プロジェクトの内容 

3-121 
 

項目 日本側投入 ネパール側投入 

計 15 名、内新規スタッフ 15 名 

配水システム  
運転・維持管理 

日本人コンサルタント 
 配水システム：1 名 x 3.75 ヶ月 
現地技術者：1 名 x 3.0 ヶ月、通訳・翻訳者：2 名

x 3.0 ヶ月 

Reservoir/OHT 
1-Manager 
1-Operator /13-Worker & Guard  
計 15 名、内新規スタッフ 4 名 

給水管敷設  
施工管理技術 

日本人コンサルタント 
 給水管敷設：1 名 x 2.3 ヶ月 
現地技術者：1 名 x 2.0 ヶ月、通訳・翻訳者：2 名

x 2.0 ヶ月 

1-Manager 
21-Plumber 
計 22 名、内新規スタッフ 4 名 

水質測定・管理 日本人コンサルタント 
 水質：1 名 x 1.95 ヶ月 
現地技術者：1 名 x 1.5 ヶ月、通訳・翻訳者：2 名

x 1.5 ヶ月 

Pre- Treatment Plant 
1-Operato 
Water Treatment Plant 
1-WTP Manager / 
6-Operator & Worker 
1-Chief Chemist /1-Assistant Chemist 
計 10 名、内新規スタッフ 10 名 

 

表 3-2-53 ソフトコンポーネント全体実施工程（暫定） 
 日本人 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
27 28 34 35 36 37 43 44 45 46 

建設工事(浄水場) 
試運転・引き渡

し 
        

 
  

成果 1: 浄水場で

の良質な水道水

の生産 

浄水 
プロセス 

   
 
 

12 日 

 
 
 

30 日 

 
 
 

30 日

  
 
 

10 日

 
 
 

30 日

 
 
 

20 日

 
 
 

3 日

成果 2: 配水シス

テムによる効率

的な給水 

配水 
システム 

   
 
 

12 日

 
 
 

30 日

 
 
 

15 日

 

 
 
 

15 日

 
 
 

30 日

3 日
 
 
 

 

成果 3: 適切な給

水管敷設により

漏水削減 
給水管 

   
 
 

4 日

 
 
 

30 日

 
 
 

30 日

 
 
 

2 日  

 

  

成果 4: 水質管理

に関する実施計画 
水質 

 15 日 
 
 

4 日 2 日      

 
 
 

15 日

3 日
 
 

15 日  

報告書提出 

  ▲ 
 研修

ﾏﾆｭｱﾙ

   
▲ 

 研修

ﾏﾆｭｱﾙ

 
 ▲ 

研修

ﾏﾆｭｱﾙ

▲ 
報告書

NWSC 新規職員 

 浄水場場長-1
    水質分
析-1 
    助手-1

前処理運転員-3/ 
浄水場運転員-9 
給水管接続港-4/検針員-4 

 

 

  

 

3-2-4-9 実施工程 

本事業は、下表に示すとおり E/N から工事完了までの期間として約 46 ヶ月を予定して実施する。

実施工程の作成にあたっては「3-2-4-2 施工上/調達上の留意事項」を踏まえ、適切な実施工程とす

国内作業 現地業務
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る。 

表 3-2-54 全体事業実施工程表（暫定） 

 

 

表 3-2-55 全体事業実施工程表（詳細）（暫定） 

 

 

3-3 相手国負担事業の概要 

本事業実施において、ネパール政府および NWSC が負担する事項の具体的な内容については、

表 3-3-1 に示すとおりである。 

表 3-3-1 ネパール国政府およびネパール水道公社の負担事項 

番号 項目 単位 数量 実施予定期限

入
前
札

1 銀行口座の開設 式 1 G/A 締結後 
1 ヶ月以内 

2 EIA 調査の実施 式 1  

0 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44

（現地調査）

（国内作業）

【実施設計】

（現地調査） 計　6ヶ月

0 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44

（準備工事）

（沈砂・沈殿池工事）

（導水管敷設工事）

（浄水施設工事　土木・建築）

　 【工事施工】

（浄水施設工事　機械・電気） 計　30ヶ月

（送配水施設工事）

（試運転・検査・引渡し）

（資機材調達） 【機材調達】

計　19ヶ月

（ソフトコンポーネント）

【ソフコン】

計　4.75ヶ月

5 6 7 15 19 32

実

施

設

計

5 6 7 15 19

45

45

46

4632

施

工

・

調

達
・

ソ

フ

コ

ン

27

27 43

43

1 交換公文締結(E/N) ▼（E/N）

2 無償資金拠出協定締結(G/A) ▼（G/A）

3 コンサルタント契約 ▼  

4 現地調査

5 国内解析・詳細設計

6 入札図書作成

7 入札図書承認

8 PQ公示  ▲

9 図渡し・現説  ■

10 入　　札 ▲

11 入札評価 ■

12 業者契約 ▲

施設建設

13 準備工

14 沈砂・沈殿池建設工事

15 導水管敷設工事

16 浄水場建設工事（土木・建築）

17 浄水場建設工事（機械・電気）

18 送水管敷設工事

19 配水池築造及び改良工事

20 配水本管敷設工事

21 配水支管敷設工事

22 試運転・引渡し

資機材調達

23 資機材調達

24 浄水施設の運転・維持管理に関する技術指導

25 配水施設の運転・維持管理に関する技術指導

26 給水管の敷設技術指導

27 水質管理に関する技術指導

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129 13 14 15 16 17 18 3019 20 21 22 23 24 4231 32 33 34 35

ソ
フ
ト
コ
ン

ポ
ー

ネ
ン
ト

契
約

実
施
設
計
（

詳
細
）

373625 26 27 28 29 43 44 45 46

工
　
　
事
　
　
工
　
　
程

無償資金協力による水道施設の建設 38 39 40 41

【全体工期 46ヶ月】



ネパール国ポカラ上水道改善計画準備調査 
第 3章 プロジェクトの内容 

3-123 
 

番号 項目 単位 数量 実施予定期限

3 EIA の承認 式 1 入札書類公示
前 

4 

土地取得 

 1) 建設用地 1（Lahachowk District） 

 2) 建設用地 1 のアクセス道路 

 3) 建設用地 4（Hemja District） 

 4) 建設用地 4 のアクセス道路 

 5) ポカラ市による 3 配水池用地の所有 

式 1 

入札書類公示
前 

G/A 締結後 
5 ヶ月以内 

5 
必要な許認可の取得 
（道路占用許可、浄水場建設許可等） 

式 1 
入札書類公示

前 

事
業
進
行
中 

1 

銀行取極めに基づく手数料の負担について    

 1) A/P 支払授権書手続き手数料 式 1 
契約書署名後

1 ヶ月以内 

 2) A/P 支払手数料 式 1 その都度 

2 
被援助国荷揚げ港での陸揚げ・通関手続き    

 1) 租税免除と迅速なる通関手続き 式 1 その都度 

3 
認証された契約に基づいて調達される日本国民の役務につい

て、その業務の執行のための入国および滞在に必要な便宜調達
式 1 その都度 

4 

契約に基づき調達される製品および役務のうち、日本国民に課

せられる関税、内国税、消費税や法人税およびその他課徴金の

免除 

  
 

1) 輸入税 式 1 その都度 

2) VAT 式 1 その都度 

3) 法人税/個人所得税 式 1 その都度 

5 
無償資金協力対象外調達機材の据付等に必要となる費用    

 給水メータの取替え（資機材調達分の設置）（NWSC 実施） 個 9000 その都度 

6 

工事用道路の建設    

 1) 用地外（NWSC 実施） 

沈砂・沈殿池については、日本側で建設した工事用道路を事業完
了前に舗装道路として完成させる。（浄水場については、導水管
布設工事に合わせて、日本側が工事用道路および舗装道路を建設
する。） 

式 1 
工事完了 
3 ヶ月前 

7 

電力、水道、雨水排水、その他付帯施設の建設    

 1) 電力    

  用地への配線（NWSC 指導のもと NEA で設置） 式 1 工事開始前 

 2) その他付帯施設の建設    

  門柵、一般家具等（NWSC 実施） 式 1 その都度 

  土地借用代（資材置き場）（NWSC 支払い） ha 1.5 
工事契約後 
3 ヶ月以内 

8 戸別接続工（給水管）（NWSC 実施） 式 1 その都度 

9 JICA ネパール事務所へ Project Monitoring Report の提出 式 1 PMR は概ね 3 ヶ
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番号 項目 単位 数量 実施予定期限

月毎に１回提出

10 新規職員の採用（27 名増員） 式 1 その都度 

11 関係省庁から配管工事に必要な許可を取得（NWSC 実施）   その都度 

12 関係省庁と住民を対象とした公示情報の開示（NWSC 実施）   その都度 

事
業
完
了
後 

1 

無償資金協力で調達される機材が、当該計画実施のための適正

かつ効果的に使用され、維持管理されるために必要な費用 

 1) 維持管理費の配分 
 2) 運営と維持管理の構築 
 3) 通常点検/定期検査 

式 1 建設完了後 

2 定量的効果指標のモニタリング - - 建設完了後 

3 事業の広報・啓発活動 - - 建設完了後 

 

上記事項のうち特に「入札前」No.1, 2, 3 については、工事開始前までに完了しておかなければな

らない必須の事項である。 

なお電気設備の設置に関し、工事内容の詳細は 3-2-2-4 電気設備に記載のとおりである。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運転維持管理（O&M）計画 

本事業では、以下の施設を建設する。 

1. 沈砂・沈殿池、2. 浄水場（緩速ろ過方式）、3. 配水池（2 箇所）、高架水槽（1 箇所） 

4. 配水管延長・増強・改修、5. 給水メータ調達 

人員配置については、現在の運転維持管理体制を参考に提案する。 

(1) 沈砂・沈殿池 

守衛兼作業員（Worker & Guard）を 2 名配置し、常駐管理とする。ただし、常駐時は 1 名のみとし、

一週間ごとに交代する（週交代のため 2 名となる）。オペレータ（Operator）1 名を常勤（日中のみ）

とする。 

(2) 浄水場（緩速ろ過） 

1) 概要 

浄水場での組織は、場長（Manager）、運転管理/作業/守衛（Operator/Worker/Guard）、施設保守（機

械・電気計装）（Maintenance）、作業補助（Helper）、事務（Office Assistant）および水質管理（Chemist）

の職員で構成する。 

浄水場のろ過方式が緩速ろ過方式である場合、3 ヶ月に 1 回はろ層の掻き取り作業が必要である。

そのため場長には一定の専門的知識を有する人員を確保しなければならない。 

 

2) 組織構成案 

直勤務者を三班（一班 2 人）で編成し、1 日 24 時間を三班で交代勤務、運転管理/作業/守衛の人員
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は 6 人（=2 人×3 班）となる。以下に構成を示す。 

表 3-4-1 浄水場（緩速ろ過）人員配置案 

担当 人員数 人員のレベル 
浄水場 場長 1 名 Level 7 

運転管理/作業/守衛 6 名 Level 1 & 2 

施設保守（機械・電気計装） 1 名 Level 5 

作業補助 1 名 Level 1 

事務 1 名 Level 1 

水質管理 2 名 Level 5 & 6 

計 12 名  

(3) 水質検査 

水質試験（ネパール飲料水質基準 27 項目）において、NWSC は毎日 5 項目、毎月 8 項目（月 1 回）

を水質検査する。一方、検査頻度の少ない項目（年 4 回以下）は、DWSS の水質試験室等を活用す

る。表 3-4-2 に検査項目と頻度および水質項目による分析所の対応の可否をまとめたものを示す。な

お、ハイライトの項目は現在の NWSC で水質測定が可能な項目を示す。ただし、NWSC ポカラ支所

で測定する水質項目（毎日および毎月項目）については、正確に測定するために、測定機器を調達す

る。 

水質サンプリングは、本事業では取水地点、浄水場、配水池、給水栓を対象とすることを提案し、

配水管末端の給水栓から浄水場へは距離があることから、浄水場とポカラ支所の 2 箇所に水質試験

室を設置し、水質分析を行う。なお、ポカラ支所では水質簡易測定機器による水質測定を行い、これ

ら機器の保管と水質記録を保管室（既設）で行う。 

浄水場では主に原水水質、浄水プロセス毎および浄水水質を確認し、運転状況を把握する。一方、

ポカラ支所では、送配水の水質を監視する。なお、浄水場では下表で示した水質項目（毎日および毎

月の項目）に加えて、緩速ろ過池の生物膜形成への影響がある溶存酸素濃度についても測定する。 



ネパール国ポカラ上水道改善計画準備調査 
第 3章 プロジェクトの内容 

3-126 
 

表 3-4-2 ネパール水道水質基準と検査頻度と現在の検査所 

 

(4) 配水池（2 箇所）と高架水槽（1 箇所） 

配水池および高架水槽では、各施設に守衛兼作業員 2 名を配置し、常駐管理とする。ただし、常駐

時は 1 名のみとし、一週間ごとに交代する（週交代のため 2 名となる）。 

また、新設の Fulbari 配水池では隣地（道路挟んで 3m 離れた場所）に Fulbari 井戸があり、守衛兼

作業員 2 名が常駐管理（週交代）していることから兼務体制とする。よって Fulbari 配水池を除いた

計 4 名の人員増が必要となる。 

(5) 給水メータ検針員 

現在、メータ検針員は 16 名体制（常勤）で、34,523 個を対象に毎月検針を実施している。NWSC

ポカラ支所では毎年約 1,200 個の給水メータの新設と約 800 個の交換を行っている。NWSC の見積で

は、新設の増加数と故障メータの交換により、2025 年には稼働している給水メータ個数は約 55,000

個 （= 34,523 個＋2,000 個/年×10 年）に達するとしている。 

この推計に基づくと検針員は現行の 16 名から少なくとも 4 名増の 20 名体制にしないと検針業務

に負荷がかかる。しかし、それでも 2025 年でのポカラ支所での 1 検針員 1 日当たりのメータ数は 110

個になり、他支所と比べても負担は大きいと考えられる。現状の一人当たり個数を維持するには 26
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人の検針員（55,000 個÷26 人÷25 日=約 85 個/人/日）となるが、いずれにしても 2025 年時点の給水

接続数は推計値であり、検針員の作業負荷やメータ数の伸びを見ながら、随時雇用人数を検討する必

要がある。NWSC 他支所の給水メータ数と検針員及び 1 人 1 日当たりのメータ数をに示す。なお、

各支所の数値は 2015 年時点の値である。 

表 3-4-3 各支所の 1 検針員 1 日当たりのメータ数 

 

(6) 配水管維持管理要員 

現在、ポカラ市内の配水管延長は約 220kmで、支所の配水課は 17 人体制で維持管理を行っている。

本事業では配水管を新たに約 75km 敷設する計画としており、配水管維持管理、バルブ操作のための

人員を新たに 4 名増員する必要がある。その人員増の根拠を下記に示す。 

表 3-4-4 配水管維持管理要員 

項目 現行(2015年) 目標(2025年) 備考 
管延長  約220km 約 295km 新設管 約75km 
人員  17人 21人 4人増 
1人当たり延長 12.9km/人 14.0km/人 約10%の効率改善

 

 

3-4-2 運転維持管理要員 

以上の新規配員計画を含め、本事業実施後のポカラ市の水道施設の運転維持管理に必要な人員配

置の模式図を示す。 

また、表 3-4-5 に各水道施設での現況および計画で必要とする運転維持管理要員を示す。 

NWSC では現行の維持管理体制も見直すことを考えており、24 時間常駐（住み込み）体制を見直

し、週交代制に移行する予定である。その理由として、24 時間常駐は労働管理上好ましくなく、従

事者にも大きく負担がかかることが挙げられる。 

NWSC Office Meter Reader No. of Meters No. of Meters/person/day

Pokhara(2015) 16 34,523 86
Pokhara(2025) 20 55,000 110
Bhadrapur 1 1,800 72
Biratnagar 6 11,000 73
Lahan 3 2,400 32
Gaur 1 1,100 44
Kalaiya 1 1,500 60
Butwal 7 15,000 86
Bhairahawa 4 3,800 38
Taulihawa 1 1,200 48
Krishnanagar 1 1,000 40
Nepalganj 2 4,100 82
JICA Survey Team調査

検針営業日は25日/月とした
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図 3-4-1 水道施設の人員配置計画（案）
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表 3-4-5 現況および計画時の運転維持管理要員（案）（技術部門のみ）

 
出典：NWSC ヒアリング、JICA 調査団 

NWSC の提案では、現在の 1 名常駐体制を 2 名体制（週毎に 24 時間常駐）にシフトする。表 3-

4-5 の Planed by NWSC の欄において、青字で示している箇所が、NWSC が独自で 10 名増員する職種

である。 

一方、本事業では、新たに沈砂・沈殿池、浄水場、配水池および配水管を建設することとしており、

Staff Assignment (Technical Section only)

Facility Name Present
Planned by

NWSC

Proposed
by the
Project

Schedule Level

Intake Mardi River Worker&Guard 2 2 2 Weekly substitute Level 1

Bhote River Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Ghattte River Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Majhkuna River Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Kalimuda River Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Sub-total 6 10 10

Worker&Guard - - 2 Weekly substitute Level 1

Operator - - 1 Daytime Level 2

Manager - - 1 Daytime Level 7

Operator/Worker/Guard 1 - - 3 3 shifts Level 2

Operator/Worker/Guard 2 - - 3 3 shifts Level 1

Maintenance - - 1 Daytime Level 5

Helper - - 1 Daytime Level 1

Office Assistant - - 1 Daytime Level 1

Chief Chemist - - 1 Daytime Level 6

Assistant Chemist - - 1 Daytime Level 5

Sub-total 0 0 15

Reservoir/OHT Amalabisauni Worker&Guard 2 2 2 Weekly substitute Level 1

Bindhabasini Worker&Guard 2 2 2 Weekly substitute Level 1

Baldhara Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Matepani OHT/Reservoir Operator 1 1 1 Patrol Level 1

Worker&Guard 1 1 1 Daytime Level 1

Bhote Khola Worker&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Prashyang (NEW) Worker&Guard - - 2 Weekly substitute Level 1

Fulbari (NEW) Worker&Guard - - 0 Weekly substitute Level 1

Col Patan Chowk(NEW) Worker&Guard - - 2 Weekly substitute Level 1

Sub-total 8 10 14

Deep Tube Well Fulbari Operator&Guard 2 2 2 Weekly substitute Level 1

Ram Bazaar Operator 1 0 0 Daytime Level 1

Operator&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Rastra Bank Operator&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Amarsingh Operator&Guard 1 2 2 Weekly substitute Level 1

Himali Tole(NEW) Operator&Guard - 2 2 Weekly substitute Level 1

Sub-total 6 10 10

Distribution Plumber 17 17 21 Daytime Level 1-3

Water Meter Meter Reader 16 16 20 Daytime Level 3

Meter Repair 5 5 5 Daytime Level 1-4

TOTAL 58 68 95 Increase of 27 staff

Pre-treatment Plant

WTP

Grid Chamber /
Sedimentation Tank
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これに伴う人員増は 27 名（Proposed by the Project の欄に赤字）の予定である。NWSC ではこれらの

増員は可能と考えており、主に NWSC 内での人事異動および新規リクルートで対応する。ただし、

ソフトコンポーネントによるトレーニングは、施設建設時から実施されるため、事前に NWSC に必

要人員配置時期を知らせておく必要がある。暫定では E/N 締結 27 ヶ月後（2019 年 1 月を予定）より

トレーニングを開始する予定となる。 

 

3-4-3 水道施設運転維持管理に係る職務内容 

表 3-4-5 に”Proposed by the Project”で示されている、新規に雇用されるべき技術職員に対して想

定される職務規定は以下の通りである。 

表 3-4-6 水道施設の職務内容（技術事項のみ） 

Position and Obligation Main Job Description 
Pre- Treatment Plant 
1-Operator (A. 2/5) 
2-Worker & Guard (A. 5) 
Water Treatment Plant 
1-WTP Manager (A 1-5) (B1/4/5) 
6-Operator & Worker & Guard 
(A-3/4/5) 
1-Maintenance (A 5) 
1-Helper (A 3/4/5) 
1-Office Assistant (A 5) 
1-Chief Chemist (B 1 - 6) 
1-Assistant Chemist (B1-6) 

A. Objective: Proper O&M and continuous and safe drinking water 
production 
1. to monitor the components of water supply facilities and 

function of each facility 
2. to adequately set raw water volume to maintain required water 

production  
3. to operate slow sand filters and clean the filters to maintain 

required water quality 
4. to control chlorination system to maintain clear water to 

drinking water standard 
5. to implement daily inspection and keep records of each 

component of water supply facilities 
B. Objective: Proper water quality management through water 
treatment and distribution 
1. to monitor and control water quality 
2. to conduct water quality test 
3. to set regular water quality monitoring points in the distribution 

networks  
4. to monitor the components of (pre-) water treatment plant and 

function of each facility 
5. to set the water quality target at each treatment process  
6. to check water quality on turbidity, color, pH and residual 

chlorine of each treatment process 
Distribution Section 
2-Operator (C 1-7) 
2-Worker & Guard (C 1-7) 

C. Objective: Proper O&M and efficient water supply 
1. to monitor the components of water distribution facilities and 

function of each facility  
2. to maintain distributed water in the distribution networks 
3. to adequately maintain water level in reservoir and overhead 

tank  
4. to adequately monitor flow and pressure in the distribution 

system  
5. to properly clean distribution pipes  
6. to properly monitor water leakage  
7. to operate valves to control water supply (time)  

Distribution Section  
and Meter Reading Section 
4-Plumber, Meter Repair (D 1/2) 
4-Meter Reader (C 3) 
 

D Objective: Proper installation of service connections and 
reduction of water leakage  
1. to manage/control the boundary limit between public area and 

house-owners 
2. to adequately install service connections/customer meter 
3. to adequately read customer meters  
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3-4-4 NWSC ポカラ支所の水道施設運転維持管理での課題 

現状調査およびキャパシティアセスメントにより、ポカラ支所での水道施設の運転維持管理では

以下の課題がある。 

a) 水道施設の運転維持管理マニュアル/SOP が整備されていない。 

b) バルクメータの故障または未設置により、送配水量などの基本情報がない。施設の運転維持管

理が確立しておらず、定期的な施設点検とその記録がなされていない。また、飲料水質基準に

基づいた定期的な水質試験を行っていない。 

c) ポカラ支所職員への指導では、口頭のみで行っており、体系的なトレーニングが実施されてな

い。また、現施設において管理者、作業員が不足し、退職含む人事異動などで技術も十分蓄積

されていない。 

d) 施設建設後、持続可能な運転維持管理の実施が課題となる。特に長時間停電の対応および消耗

品の確保が重要である。 

以上の課題から以下の事項を提案する。 

 

(1) 運転維持管理マニュアル/SOP の整備と予防保守管理（Preventive Maintenance） 

ポカラ支所には水道施設に係るマニュアル、標準作業手順書（SOP: Standard Operating Procedure）

がなく、新たに整備する必要がある。ただし、一から作成するのではなく、ネパール国地方都市にお

ける水道事業強化プロジェクト（略称：WASMIP, JICA 技術協力プロジェクト 2010 年 1 月～2013 年

9 月、C/P: DWSS で開発された浄水場運転維持管理および水質管理に係る SOP、配水施設管理に係る

SOP、および給水メータ管理に係る SOP を参考に、運転維持管理マニュアル/SOP を開発することを

提案する。 

また、これら SOP は予防保守管理も目的にしており、点検シート、トラブルシューティングも参

考に出来る。 

以下に参考とする SOP と必要なマニュアル/SOP およびソフトコンポーネント対象施設を示す。 

表 3-4-7 WASMIP の SOP とポカラ支所での必要マニュアル/SOP 

施設 WASMIP ポカラ支所 ソフトコンポーネント 備考 
取水施設 SOP 必要 - 表流水 

導水・送水管 SOP 必要 -  

水管橋 - 必要 - 新規作成 
沈砂池・沈殿池 - 必要 実施予定 新規作成 
緩速ろ過方式 SOP 必要 実施予定  

高架水槽 SOP 必要 実施予定  

配水池 - 必要 実施予定 新規作成 
配水管 SOP 必要 実施予定  

給水メータ SOP 必要 -  

井戸（ポンプ） SOP 必要 -  

水質管理 SOP 必要 実施予定  
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(2) NWSC での運転維持管理の確立 

マニュアル/SOP の整備に次いで、NWSC 内で適切な運転維持管理を確立することが望まれる。具

体的には、a) 各施設での必要配置人員とその職務を定め、b) 各施設の保守点検表を整備し、マニュ

アル/SOP に基づき定期点検を実施する。また、c) 故障、不具合などの発見時にはトラブルシューテ

ィングを行い、ポカラ支所へ報告する。 

また、組織において人事異動（退職含む）は不可避である。特定の技師に水道施設運転維持管理の

技術移転を行っても、人事異動によってその技術は組織に蓄積されない可能性がある。そこで上記 a)

～c)の作業を規定することで、人員の交代による影響も小さくすることが出来ると考えられる。 

表 3-4-8 に定期点検の活動案を示す。 

表 3-4-8 各施設の定期点検活動（案） 

施設 施設保守点検 運転データ 水質管理 主な点検項目 NWSC 報告 
取水施設 毎日 水量 必要 スクリーンのごみ除

去、躯体ひび割れ 

各施設からの

定期報告を取

りまとめ、必要

に応じて指導、

視察する。 

導水・送水管 毎月 - - バルブ稼働、漏水

水管橋 毎月 - - 漏水 

沈砂・沈殿池 毎日 水量 必要 躯体ひび割れ 

緩速ろ過方式 毎日 水量、薬品、

電力 

必要 躯体ひび割れ 

高架水槽 毎日 水量 - 躯体ひび割れ 

配水池 毎日 水量、薬品、

電力 

必要 躯体ひび割れ、塩素

注入施設の稼働 

配水管 毎月 - - バルブの稼働、漏

水、排泥弁の開閉

水道メータ 検針時 水量 必要 適正位置、稼働 

井戸（ポンプ） 毎日 水量 必要 漏水、電気盤の稼働

 

(3) 水道施設運転維持管理の持続性 

本事業の実施による建設施設・調達機材を有効活用するための基本的な技術指導は、ソフトコンポ

ーネントにより実施する。ソフトコンポーネント終了後も持続的に運転維持管理を行うために以下

の事項を提案する。 

 

a)  既存施設（緩速ろ過方式）からの教訓 

ネパール内で緩速ろ過方式を採用している浄水場は、Dhulabari 浄水場 (Jhapa Diatrict) と Bidur 浄

水場 (Nuwakot District) である。特に Dhulabari 浄水場は 2007 年に日本の無償資金協力事業によっ

て建設され、続いて技術協力プロジェクト (WASMIP) によって運転維持管理の指導が行われた。

Dhulabari 浄水場での現行の運転維持管理を参考に、新浄水場の運転維持管理に役立つことができる

点は以下の通りである。 

 

 スクリーンでの清掃（夾雑物除去） 
 緩速ろ過での砂の掻き取り頻度（本事業では 1 池当たり 3 ヶ月に 1 回とする） 
 運転・維持管理記録 

 

b)  停電に対する運用上の留意点 
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3-2-2-4 に示した通り、ポカラ市では年間を通じ一日 8 時間以上の計画停電が常態化している。こ

のため、電力を要する機器を運転する際には、長時間停電を前提とした運用が求められる。 

本事業で導入する設備において、浄水プロセスに関与し電力を必要とする機器は、さらし粉溶解の

ための攪拌機、および洗砂機に浄水を圧送するための洗砂用ポンプとなっている。双方とも 24 時間

連続運転する機器ではなく、必要に応じてオペレーターが手動で、一日数時間運転を行う。 

なお、浄水場にはオペレーターが 24 時間常駐している。自家発電設備の燃料費を抑えるため、上

記機器を運転する際には、オペレーターができるだけ計画停電の時間帯を避けて作業を実施するこ

とを、運用上の原則とする。 

ただし、計画停電が日中の大部分を占める場合や、作業途中に予期せぬ停電が頻発する場合には、

浄水プロセスへの影響や作業効率の著しい低下が懸念される。このような場合に限り、自家発電設

備を稼働し、停電による業務への影響を軽減する方針とする。 

 

 運転維持管理にかかる消耗品の確保 

施設の運転維持管理においては、さらし粉、ろ過砂および水質試験用の試薬が消耗品となり、持

続性を考慮する上で、調達が容易である必要がある。また、水質分析機器においては、正確な数値

を測定するために定期的に機器を校正する必要がある。そこで各消耗品については次のように調達

/対応する。 

・さらし粉は NWSC 本部の WHO からの一括購入で対応。 

・水質試験用の試薬は現地での調達および機器の校正も現地購入業者のサポートで対応。 

・ろ過砂は、掻き取り砂を洗砂機にて洗砂し、再利用。数年後、減少した分は現地より調達。 

 

(4) 技術協力プロジェクトの必要性について 

本事業ではソフトコンポーネントを実施し、施設の運転維持管理および調達機材の有効活用のた

めに必要なトレーニングを実施する計画となっている。ただし、実施する項目は、4 項目であり、ま

た日本人技術者の投入も約 10.5 MM（現地）であるため、建設施設・調達機材を有効活用するための

小限必要な技術移転のみとなる。 

ポカラ市において給水サービスの向上を図り、持続的に安全な水の供給および健全な水道事業経

営を行うためには、ソフトコンポーネントに加えて技術協力プロジェクトも必要になると考えられ

る。開始時期は、適宜検討することとする。 

 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担費用 

施工・調達業者契約認証まで非公開。 

(2) ネパール国側負担費用 

無償資金協力事業効果の発現のためには、次ページ項目のネパールによる実施が必須である。 
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表 3-5-1 ネパール負担工事・事項 

番号 項目 期限 担当部
署 

数
量 

費用 
（NPR） 

参考 

入
札
前 

1 銀行口座の開設 
G/A 

締結後 
1 ヶ月内 

NWSC 1 － 
 

2 EIA 調査の実施  NWSC 1 －  

3 EIA の承認 入札書類公
示前 NWSC 1 －  

4 

土地取得 
1) 建設用地 1 
（Lahachowk district） 
2) 建設用地 1 のアクセス道路 
3) 建設用地 4（Hemja district） 
4) 建設用地 4 のアクセス道路 
5) ポカラ市による 3用地の所有

G/A 
締結後 

5 ヶ月後 
NWSC

1 
 

約
250,000,000

(Land 
Evaluation 
Committee
にて決定) 

*1) 

5 
必要な許認可の取得 
（道路占用許可、浄水場建設許
可等） 

入札書類 
公示前 

NWSC
etc 

1 － 
 

計    250,000,000 255,000,000 円

事
業
進
行
中 

1 

銀行取極めに基づく手数料の
負担について  NWSC 1 約 5,000,000  

1) A/P 支払授権書手続き手数料 契約署名後
1 ヶ月以内

  － 

2) A/P 支払手数料 その都度   － 

2 

被援助国荷揚げ港での陸揚
げ・通関手続き 

     

1) 租税免除と迅速なる通関手
続き その都度 NWSC 1 事務手数料の

み NWSC 負担
*2) 

3 

認証された契約に基づいて調
達される日本国民の役務につ
いて、その業務の執行のため
の入国および滞在に必要な便
宜調達 

その都度 NWSC 1 － 

 

4 

契約に基づき調達される製品
および役務のうち、日本国民
に課せられる関税、内国税、
消費税や法人税およびその他
課徴金の免除 

    *2) 

1) 輸入税 その都度 NWSC － －  

2) VAT その都度 NWSC － －  

3) 法人税/個人所得税 その都度 NWSC － －  

5 

無償資金協力対象外調達機材
の据付等に必要となる費用      

  水道メータの取替え その都度 NWSC 9,000
個 4,100,000  

6 

工事用道路の建設      

 1) 用地外 
沈砂・沈殿池については、日本側
で建設した工事用道路を事業完

工事完了
3 ヶ月前 

NWSC 1 28,800,000 
サイト 1 アクセ
ス道路 
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番号 項目 期限 担当部
署 

数
量 

費用 
（NPR） 

参考 

了前に舗装道路として完成させ
る。（浄水場については、導水管
布設工事に合わせて、日本側が
工事用道路および舗装道路を建
設する。） 

7 

電力、水道、雨水排水、その
他付帯施設の建設 

     

 1) 電力      

  用地への配線 工事開始前 NWSC 1 5,200,000 

 2) その他付帯施設の建設     

  門柵、一般家具等 その都度 NWSC 1 3,200,000 

  土地借用代（資材置き場） 
工事契約後 
3 ヶ月以内 

NWSC 1.5 
ha 3,300,000  

8 戸別接続工（給水管） その都度 NWSC 1 21,000,000  

9 JICA ネパール事務所へ Project 
Monitoring Report の提出 3 ヶ月毎 NWSC 1 －  

10 新規職員の採用 (27 名増員) その都度 NWSC 1 －  

11 関係省庁から配管工事に必要
な許可を取得 その都度 NWSC 1 － 

工事業者が舗装
費用を負担 

12 関係省庁と住民を対象とした
公示情報の開示 その都度 NWSC 1 －  

計    70,600,000 72,012,000 円

事
業
完
了
後 

1 

無償資金協力で調達される機

材が、当該計画実施のための

適正かつ効果的に使用され、

維持管理されるために必要な

費用 

 1) 維持管理費の配分 

 2) 運営と維持管理の構築 

 3) 通常点検/定期検査 

建設完了後 NWSC 1 20,473,241 *3) 

2 定量的効果指標のモニタリング 建設完了後 NWSC 1 －  

3 事業の広報・啓発活動 建設完了後 NWSC 1 －  

計    20,473,241 

*1): NWSC が土地所有者と交渉を行っており、2016 年 7 月ころに確定予定 
*2): 無償資金協力事業では、NWSC はネパール国法律に従う。 
*3): この費用は、事業完了後の項目 1 に含まれる。 

 

(3) 積算条件 

 積算時点 2015 年 9 月 

 為替交換レート 

交換レートは、2016 年 9 月の閣議レートを採用する。 

 円／USD 1 USD＝ 108.19 円 

 円／現地通貨 1 NPR＝ 1.02 円 

 施工・調達期間 ：実施設計、工事施工期間は、実施工程表に示したとおり。 

 その他：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
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なお、物価上昇率は 14.7%（積算基準月から入札時まで）とした。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

3-5-2-1 運転・維持管理費 

計画目標年（2025 年）および供用開始時（2020 年）における運転・維持管理費をに示す。費用算

出に当たっては、物価上昇率は 2020 年で 32.3%（IMF データに基づき推計）、2025 年で 81.6% （同）

を見込むこととした。 

算定の結果、計画目標年次の運転・維持管理費の増加分は、浄水場供用開始（予定）である 2020

年の 20,473,241 NPR/年から目標年 2025 年の 28,102,347 NPR/年に達すると予測される。（内訳は、別

添資料 6-12 に示す） 

表 3-5-2 本事業実施に伴う運転・維持管理費 

項目 計算根拠 
運転維持管理費（NPR/年）

2020 年
（供用開始時）

2025 年
（目標年）

1. 人件費 
Pre-Treatment, Water Treatment Plant, 3 New 
Reservoirs, Distribution Section, and Meter 
Reading Section: Total 27 staff 

8,302,700 11,396,601 

2. 薬品費 さらし粉使用量：240kg/日 3,940,423 5,408,774 

3. 電力費 Pre-Treatment, Water Treatment Plant, 2 existing 
Reservoirs, 

1,312,416 1,801,472 

4. 機器補修費 
対象機器：洗砂機、塩素注入設備、自家発電
機の機器費の 5%を毎年計上

4,231,219 5,807,931 

5. 事務費、通信費、消
耗品費など 

人件費、薬品費、電力費、機器補修費の 15%
を毎年計上 

2,668,014 3,662,217 

6. 水質検査 NWSC ラボ以外での水質測定費（外注として） 18,469 25,351 

計  20,473,241 28,102,347 

＊ NWSC ポカラ支所での水質分析で使用する薬品費用は「5. 事務費、通信費、消耗品費など」に含まれている。 

3-5-2-2 本事業に関わる維持管理費の確保と将来的な NWSC 財務見通し 

(1) NWSC 全体の財務 

NWSC の財務諸表は「2-1-2-1 NWSC の財務概要および課題」に記載。

(2) 本事業に関わる維持管理費確保の見通し 

本事業に関わる運転維持管理費については、全て NWSC の負担となる。現在、NWSC 各支所の設

備維持管理に関連する費用は、他の支出項目と同様、本部からの予算配分により賄われており、現在

NWSC の営業支出に占める設備維持管理関連費の合計の割合は 15~20%程度となっている。2012 年

度および 2013 年度の NWSC およびポカラ支所における維持管理関連費は表 3-5-3 のとおり。 

表 3-5-3 NWSC 年間維持管理費 
(NPR) 

NWSC 年間維持管理費 2012/13 2013/14 

NWSC 全体 91,193,595   90,861,245  

(うちポカラ支所) （11,475,607） （12,578,047）

(NWSC 全体の維持管理費のうちポカ
ラ支所の占める割合) 

（12.6%） （13.8%）
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また、本事業に伴い必要となる年間運転維持管理費は、表 3-5-4 のとおりである。 

表 3-5-4 本事業に係る推定年間運転維持管理費 
(NPR) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

運転維持管理費合計 20,473,241 21,812,116 23,238,548 24,758,264 26,758,264 28,102,347

出典: JICA 調査団作成 

本事業による増加収入推計額は 58 百万 NPR4となっており、本事業に関わる運転維持管理費の増加

分はこれにより賄える計算である。 

ただし現在 NWSC の経常収支は赤字が続いており、また営業キャッシュフローも赤字となってい

る。（営業収支に関しては料金値上げの効果により 2014 年度は黒字となった。）今後の NWSC の財務

状況によっては、将来的に本部から各支所への予算配分が滞るリスクもあるため、本事業の実施と並

行して財務状況の改善に向けた継続的な取り組みが望まれる。 

具体的な財務上のリスクとしては、以下の要因によるキャッシュフローの悪化などが想定される。 

1) 赤字の拡大 

2) 政府からの借入金の削減/廃止、またそれにかかわる利息の返済開始 

1) に関しては、営業収入増加に向け取り組む必要がある。（5-2-1(3) 2) 水道料金収入の増加を参

照。）2) に関しては、当面政府からの借入金を維持するための方策が急務である。現在政府からは

今後の設備投資目的の融資継続の条件の一つとして、経営立て直しに向けた事業計画の提出を求め

られている。そのため、早急に経営効率化に向けた実現可能な事業計画を策定する必要がある。また、

現在は設備投資の額に見合った効果があるかどうかの評価がなされていないが、今後は設備ごとの

費用対効果について算定し、資金確保のため政府に説明し理解を得る努力が必要であろう。また現在

は借入金の額と実際に行われた設備投資の額に開きがあるため、今後は設備投資を予算どおりに執

行する必要がある。これはキャッシュフローの悪化を意味するが、正確な財務状況の把握は経営改善

の第一歩となる。返済については、実際に累積債務の 5%を返済するのは難しいと思われるため、財

務の立て直しに見通しがついた段階で毎年返済可能な金額を算定し、返済計画について政府と合意

することが望まれる。 

また、ポカラ支所の経営状況は NWSC 全体と比べると良好であるため、本事業およびポカラ支所

の設備維持管理費の安定的な確保を考えた場合、将来的にポカラ支所の事業を独立運営することも

選択肢の一つとして考えられる。ただし、NWSC が財務的にポカラ支所の収入に大きく依存する現

状を考えると、まず他の中小支所の事業の採算性を改善することが先決であろう。 

 

3-5-2-3 ポカラ支所の財務推計と将来予測 

この項では、Water Supply Management Board Act (2006) が将来的に水道事業を各都市の Water 

Supply Management Board への移管を規定していることを鑑み、ポカラ支所の水道事業が財務的に独

                                                        
 
4 (31,928m3/日(本事業実施後の一日あたり推定配水量) - 21,900m3/日（現在の配水量）)*30＝300,840m3/月（月あたり増加配水量）

50,122 - 34,523 = 15,599 (本事業完工後の Tap 数増加数) 300,840m3/月 - 15,599*10m3 (Tap 増加分の基本料金分水量)＝144,850 m3(Tap
増加分の従量料金分水量) (144,850 m3*25NPR (1m3あたり従量料金)+15,599*110NPR (1Tap あたり基本料金))*0.9*12=57,641,112NPR 
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立運営されるとの仮定のもと、ポカラ支所の将来の財務状況および本事業のポカラ支所の財務諸表

（収支計算書およびキャッシュフロー計算書）に与える影響を推計した。 

次項では現状のポカラ支所の財務諸表を推計するための設定条件を示す。 

(1) ポカラ支所収支計算書およびキャッシュフロー計算書の設定および設定条件 

1) 設定条件 

 営業収入/支出に関しては、ポカラ支所の財務報告書データを利用した。 

 貸倒引当金・貸倒引当金繰入、固定資産売却損、売上債権、前払費用、補修部品在庫、流動

負債に関しては、NWSC の支所別データを参照した。 

 退職給付引当金・退職給付引当金繰入、保険積立金・支払保険金に関しては、支所別データ

は存在しないため所属職員数割りでポカラ支所の割当金額を推計。 

 固定資産の増減、減価償却費、支払利息、政府借入金については、2011-2013 年度の（ポカ

ラ支所設備投資費/NWSC 全体の設備投資費）の平均からポカラ支所の割当金額を推計。 

 

2) 2013/14 年度ポカラ支所収支計算書およびキャッシュフロー計算書（推定） 

2013/14 年度ポカラ支所収支計算書およびキャッシュフロー計算書の推定結果は以下のとおり。 

注記）本項以降で示すポカラ支所収支計算書およびキャッシュフロー計算書は、本事業のポカラ支所における財務
上の事業効果および事業後のポカラ支所の将来的な財務内容予測の参考とするため推計したものである。ポ
カラ支所が財務的な独立性を保持したとの仮定に基づき作成され、NWSC の公的な財務書類ではなく、ポカ
ラ支所の現在・または将来の財務内容を正確に示すものではない。 

表 3-5-5 2013/14 年度ポカラ支所収支計算書（推定） 
(千 NPR) 

項  目 2013/14 

営業収入   

水道料金収入 118,810

その他収入 7,645

営業収入合計 126,455

営業支出   

人件費 26,816

設備維持管理費 1,647

配管修繕費 6,460

薬品費 195

燃料費（車両） 425

燃料費（その他） 15

電力費 2,942

車両維持管理費 312

建物維持管理費 582

消耗品費 2,441

新聞・雑誌 10

通信費 717

不動産賃貸費 0

予備費 282

その他消耗品費 292

タンカー運営費 484

営業促進費 266
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項  目 2013/14 

水道料金貸倒引当金繰入 1,344

退職給付引当金繰入 15,260

保険積立金繰入 -73

減価償却費 21,531

減価償却費調整額 -34

営業支出合計 81,916

営業損益 44,539

営業外費用   

固定資産売却損 8

支払利息 28,804

営業外費用合計 28,812

経常損益 15,727

出典: JICA 調査団作成 

 
 
 

表 3-5-6 2013/14 年度ポカラ支所キャッシュフロー計算書（推定） 
(千 NPR) 

項目 2013/14 

I 営業活動によるキャッシュフロー  

 当期純損益 15,727

 減価償却費 21,531

 減価償却費調整額 -34

 未払利息の増減5 28,804

 水道料金貸倒引当金の増減 1,344

 退職給付引当金の増加 15,260

 退職給付引当金の減少 -9,724

 保険積立金の増加 -73

 支払生命保険金 -711

 売上債権の増減 -13,445

 前払費用の増減 4,188

 補修部品在庫の増減 13

 流動負債の増減 12,572

 営業活動によるキャッシュフロー 75,453

II 投資活動によるキャッシュフロー  

 固定資産の増減6 -72,231

 投資活動によるキャッシュフロー -72,231

III 財務活動によるキャッシュフロー  

 政府からの借入金の増減 4,630

 財務活動によるキャッシュフロー 4,630

ネット・キャッシュフロー（I＋II＋III） 7,852

出典: JICA 調査団作成 

 

                                                        
 

5 NWSC は借入金の元利返済を行っていない。 
6 配水管の延長工事、取水堰の修繕、井戸の掘削など。 
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(2) ポカラ支所水道料金シナリオ検討 

ポカラ支所における水道料金シナリオを表 3-5-7 に示す。 

表 3-5-7 水道料金シナリオ 

シナリオ① 現状料金 

シナリオ② 
2019 年より倍額（基本料金:220 NPR/tap/月, 従量料金（10m3超

過分の 1m3あたりにつき）:50 NPR/m3/月) 

シナリオ③ 
2019 年より 2.4 倍（基本料金:264 NPR/tap/月, 従量料金（10m3超

過分の 1m3あたりにつき）:60 NPR/m3/月) 

シナリオ④ 
2019 年より 1.7 倍（基本料金:187 NPR/tap/月, 従量料金（10m3超

過分の 1m3あたりにつき）:42.5 NPR/m3/月) 

シナリオ⑤ 
2019 年より 1.16 倍（基本料金:127.6 NPR/tap/月, 従量料金（10m3

超過分の 1m3あたりにつき）:29 NPR/m3/月) 

シナリオ⑥ 
2019 年より 1.62 倍（基本料金:178.2 NPR/tap/月, 従量料金（10m3

超過分の 1m3あたりにつき）:40.5 NPR/m3/月) 

出典: JICA 調査団作成 

シナリオ③については、シナリオ①の結果に基づき、ポカラ支所の設備投資が集中する 2019 年に

キャッシュフローの増減がプラスになるよう設定したシナリオである。シナリオ④については、目標

年次 2025 年にキャッシュフローがプラスになるよう設定したシナリオである。さらに、表 3-5-11 に

示した通りシナリオ④では 2025/2026 年に経常利益・キャッシュフローとも黒字になるが、これをさ

らに精査するため、シナリオ⑤は、2025/2026 年に経常損益が黒字になるための 小の水道料金（キ

ャッシュフローが赤字になる）となる場合、およびシナリオ⑥は、2025/2026 年に経常損益が黒字、

キャッシュフローも 小限の黒字になるような場合を設定した。 

 

1) シナリオ設定参考値 

上述のシナリオ設定に用いた参考値を表 3-5-8 に示す。 

表 3-5-8 ポカラ支所管轄内の世帯水道料金支払可能額 

① ポカラ月平均世帯支出 
（社会条件調査より） 

NPR 38,925.53

② 住民の収入レベルに対する水道料金支払可能額（月間） 
（①*4%） 

NPR 1,557

出典: JICA 調査団作成 

①は、社会条件調査で、421 世帯を対象とする月平均世帯支出（概ね月平均世帯収入と判断）

である。 

②は、世銀が用いている収入に対する支払可能な水道料金の比率（4%）を参考に算出した。

現行水道料金から算定すると、1/2”管接続・平均世帯人数 4.79 人の場合、使用水量は 18.7m3/月

（1 日当り平均使用水量 130L/人・日）の場合、水道料金は月額 327 NPR となり、想定している

支払い可能額を大きく下回る。また社会調査結果（別添資料 6-9 参照）の支払い可能額、50～

1,000 NPR/月の範囲内となっている。 
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2) 財務予測条件設定 

 インフレ率（IMF データ 2000‐2013 年平均）6.8% 

 NWSC 負担の設備投資は以下の表のとおり。 

表 3-5-9 NWSC 負担の設備投資設定内容 

概要 詳細 事業費概算 実施年 

将来的にポカラ支所
が行う必要がある設
備投資 配管延長 2km/年 

15百万円 (18.3百万NPR)/年 

(2015年以降は平均インフレ率

(年6.8%)増加分を加算) 

2015年以降
毎年 

浄水処理施設 2箇所 1億円 (122百万NPR)（総計） 2020年 

本事業に関連し、本事
業実施前後に必要な
設備投資 

門・フェンス 2.6百万円 (3.2百万NPR)（総計） 2020年 

受電設備 4.3百万円 (5.2百万NPR)（総計） 2020年 

その他（用地外の工事用道
路・給水管接続） 

33百万円 (40百万NPR)（総計） 2020年 

出典: JICA 調査団作成 

 NWSC 負担の給水メータ設置・取り換え数見込みは下表のとおり。 

表 3-5-10 NWSC 負担の給水メータ設置・取り換え数見込み 

内容 概算 実施年 

年間メータ調達費（単価×個数） 1,804 NPR（メータ調達単価）×2,350個
（ポカラ支所割当分）=約4.2百万NPR（年
間メータ調達費） 

2015年以降毎年 

年間メータ販売見込み額 2,074 NPR（メータ販売単価）×(1,200個
（新規取付）+800個（取り換え）) =約4.1
百万NPR（年間メータ販売見込み額） 

2015年以降毎年 

出典: JICA 調査団作成 

 本事業の維持管理費は表 3-5-4 に示したとおり。 

 本事業の土地収用費合計は NPR 250,000,000 とした。 

 2013-19 年度：年間設備投資額のうち、61%（2012-2014 年度の実績から推計）を政府からの設

備投資融資でまかなうものと仮定。 

 2020 年度以降：政府からの設備投資融資は無くなると仮定。 

 政府からの設備投資融資の元利償還については勘案していない。 

 

(3) 2025 年までのポカラ支所損益計算書およびキャッシュフロー計算書の将来予測（シナリオ別） 

2025 年までのポカラ支所損益計算書およびキャッシュフロー計算書の将来予測（シナリオ別）の

結果は以下の表のとおり。 

表 3-5-11 水道料金シナリオ別財務推計 
(千 NPR) 

シナリオ 2013/14 
2019/20 

(本事業完工年) 
2025/26 

シナリオ①：現状料金 

収支計算書 
 

営業収入 126,455 259,737 283,350

経常損益 15,727 60,028 -20,506
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シナリオ 2013/14 
2019/20 

(本事業完工年) 
2025/26 

キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 -314,875 -140,197

シナリオ②：2019 年より倍額 

収支計算書 
 

営業収入 126,455 479,840 522,833

経常損益 15,727 280,131 218,977
キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 -94,772 99,285

シナリオ③：2019 年より 2.4 倍 

収支計算書 
  

営業収入 126,455 574,979 581,610

経常損益 15,727 375,269 277,754
キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 367 158,062

シナリオ④：2019 年より 1.7 倍 

収支計算書 
  

営業収入 126,455 408,486 445,030

経常損益 15,727 208,777 141,174
キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 -166,125 21,483

シナリオ⑤：2019 年より 1.16 倍 

収支計算書 
 

営業収入 126,455 280,049 304,985

経常損益 15,727 80,340 1,129
キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 -294,562 -118,562

シナリオ⑥：2019 年より 1.62 倍 

収支計算書 
 

営業収入 126,455 389,459 424,283

経常損益 15,727 189,749 120,427
キャッシュフロー
計算書 

現金および現金同
等物の増加額 

7,852 -185,153 735

出典: JICA 調査団作成 

シナリオ③は前述のとおり、ポカラ支所の設備投資が集中する 2019 年にキャッシュフローの増減

がプラスになるよう設定したシナリオである。現状料金の 2.3 倍以下では、2019 年度のキャッシュフ

ローはマイナスとなる。シナリオ④は 2025 年度のキャッシュフローがプラスになるよう設定したシ

ナリオである。現状料金の 1.6 倍以下では、2025 年度のキャッシュフローはマイナスとなる。シナリ

オ⑤は 2025 年度の経常損益がプラスとなるよう設定した。またシナリオ⑥は 2025 年度のキャッシ

ュフローが 小限になるよう設定したものである。各シナリオの推計結果の詳細は別添資料 6-8 を参

照のこと。 

また、シナリオ別に値上げ時点の平均世帯水道料金負担額を算定すると以下のとおりとなる。
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表 3-5-12 水道料金シナリオ別世帯平均水道料金額 

水道料金シナリオ シナリオ① シナリオ② シナリオ③ シナリオ④ シナリオ⑤ シナリオ⑥
2019 年時点の推定世
帯平均水道料金額
（NPR） 

3107  620 744 496 360 502

出典: JICA 調査団作成 

5-2-2 (2) 1) の表 3-5-8「ポカラ支所管轄内の世帯水道料金支払可能額」における世帯水道料金支払可

能額（NPR 1,557）は 2015 年時点のものであるが、シナリオ①～⑥のいずれの推定世帯平均水道料金

額は、世帯水道料金支払可能額 NPR1,557（表 3-5-8 参照）を下回っており、ポカラ支所管轄の平均

世帯収入からすると、今回想定した料金値上げ（ 大で現状の 2.4 倍）は十分支払可能なレベルであ

ると推定される。また、月平均世帯収入の 50%程度の世帯においても、値上げ後の水道料金は収入の

4%を下回る料金である。 
 

3-5-2-4 NWSC 料金設定および NWSC の財務に関する提言 

NWSC による料金の設定に係る提言として以下が挙げられる。 

提言- 1 

現在の NWSC の料金改訂は、現状の財務状況の改善のために行われているという意味合いが強い。

単に赤字の穴埋めのために料金を値上げしているに過ぎないことから、消費者や WSTFC を始めとす

るステークホルダーの理解も得にくく、前回の値上げでは実現までに非常に時間がかかり、その結果

として経営改善に向け投資する資金も得られないという悪循環となっている。NWSC の経営の安定

化を図るには、実現可能な中長期計画に基づく料金改訂が必要と思われる。収入増加には、まず設備

投資や修繕費を投資し NWSC の水供給能力を拡大する必要があるが、どのような設備投資にいくら

必要なのか、そのためにいくらの料金値上げが必要か、またそれによりいくらの収入が発生するのか、

という点を明らかにした中長期計画を策定し、それに基づき料金改訂を申請すべきである。きちんと

した中長期経営計画なくして料金改訂に対するステークホルダーの理解が得られないのは日本の例

からも明らかである。 

提言- 2 

顧客種別により料金設定を変える、使用量により単価を変えるなど、柔軟な料金設定も検討する必

要がある。事業者用の料金を一般用の料金より高く設定することにより、一般消費者の負担増加を抑

えつつ収入増加に繋げることができる。また、現在支所別の料金設定は難しいが、事業者が大きな都

市に集中していることから、顧客種別ごとの料金を設定することでポカラなどの大都市の平均的な

水道料金は他の都市より実質的に高くなる。また、使用量が多くなるほど単価が高くなる逓増制を採

用すれば、節水にも繋がる。反対に、料金値上げに際しては、貧困層などへの割引制度なども検討す

る必要があろう。 

提言- 3 

「3-5-2-3 ポカラ支所の財務推計と将来予測」では、ポカラ支所が財務上独立したとの仮定で今後

                                                        
 
7 921,812m3(本事業後の推定配水量（月）)÷50,122≒18m3（1Tap あたり平均使用水量（月））=110 NPR(基本料金)+(18 m3-10 m3 (基
本料金分水量))*25 NPR(1m3あたり従量料金)=310 NPR 
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の料金設定についての推計を行ったが、表 3-5-11 の結果からは、NWSC 全体に比べ経営状況が良好

なポカラ支所でも現行料金のままでは将来的に経営が厳しくなることが伺える。2025 年までの安定

経営を考えると、2019 年には少なくとも現行料金の 1.6 倍以上の値上げが必要であろう。ただしシナ

リオ④においては、財務の安定のためには 2025 年以降に再度の値上げが必要になると思われる。 

提言- 4 

NWSC の財務に関しては、固定資産台帳の再整備を行う必要があると思われる。NWSC の固定資

産台帳は本部で管理されており、減価償却費の算出も本部で行っている。工事の業者への支払いなど

は支所から行われているが、少なくともポカラ支所においては支所に所属する固定資産の体系的な

管理などは行われていないようである。本部の固定資産台帳においても、帳簿価格、購入年次など会

計上必要なデータは把握しているものの、どの支所に所属するかについては記載がない。固定資産の

所属情報は、各支所における設備の維持管理を行う上でも重要であるため、それらの情報を含め固定

資産台帳を再整備することが望ましい。また将来的に各支所の水道事業を分離・独立する際には、固

定資産の所属情報は必須である。 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本事業実施の前提条件としては、以下の項目が挙げられる。 

① 沈砂・沈殿池、浄水場用地を NWSC が民間所有者から取得する。 

② ポカラ市が所有している市内 3 カ所の配水池用地を NWSC 用地に移管する。 

③ EIA レポートを作成し、MoPE に提出・承認を得る。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本事業実施において、ネパール国側が主体的に取組むべき事項として、以下の項目が挙げられる。 

① 水道施設の運転維持管理にかかる O&M 要員の編成・増強を行う（本活動はプロジェクト実

施中・実施後に亘り行う必要がある）。 

② 水道施設の運転維持管理に必要な予算を確保する。 

③ 実施設計の段階から O&M 要員を組織して、内容の理解、技術の習得に努める。 

④ ソフトコンポーネントに積極的に参加し、習得した技術を事業の適切な運営・維持管理のた

めに十分に活用する。 

⑤ ネパール側負担事業（沈砂・沈殿池および浄水場周辺の外柵・進入道路整備工事、電力引込

み工事、一部配水管敷設、給水メータおよび給水管接続工事等）についての予算を確保し、

実施工程に合わせ適宜支出する。 

⑥ 調達される機材・製品および役務に係る関税、内国税、消費税や法人税およびその他課徴金

等が免除される。 

なお、本事業実施後に、さらにポカラの水道サービスを改善するためには、報告書中に記載した

様々な対応が必要と考えられる。それらを巻末の別添資料 6-10 に参考としてまとめる。 

 

4-3 外部条件 

本事業実施の効果を発現・持続させるための外部条件として、以下の項目が挙げられる。 

① 対象サイトの治安状況が本事業の実施に影響しない。 

② 本事業で研修を受けた NWSC の職員が業務を続ける。 

③ 水道施設の運転維持管理のために必要となる電力費・燃料費等が想定される物価上昇率を超

えて上昇しないこと。 

 

4-4 プロジェクトの評価 

以下に示すとおり、本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

4-4-1 妥当性 

本事業はネパール政府が掲げる重要課題（2017 年を目標としたすべての人々への信頼できる給水

および衛生サービスの提供）の解決に資するものであり、加えて我が国の国別援助方針における支援

方針（持続可能で均衡のとれた経済成長のための社会基盤・制度整備としての社会・経済インフラの

整備支援）とも一致している。 

さらに、社会条件調査やステークホルダー会議によると、ポカラ市住民の本事業に対する期待は大
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きい。また、水道サービスの向上は、ポカラ市における主要産業である観光業に対しても裨益するこ

とが想定される。以上より、本事業の実施を支援する妥当性は高い。 

 

4-4-2 有効性 

本事業の実施により期待されるアウトプットに関しては、以下の定量的効果および定性的効果が

見込まれる。 

(1) 定量的効果 

本事業を実施することにより、以下の定量的効果が見込まれる。 

表 4-4-1 定量的効果指標 

指標名 
基準値 

（2015年実績値） 
目標値（2023年）*1) 
【事業完成 3年後】 

1.水質 
（濁度、残留塩素） 

濁度： 4～419 NTU *2)

残留塩素： 0.0 mg/L *2) 
濁度： 5 NTU以下 *4) 
残留塩素： 0.5 mg/L以上 *4)

2. 給水頻度 7日/週： 21% *3) 
3-4日/週： 56% *3) 
1日/週： 23% *3) 

 
7日/週： 100% *5) 

 

*1)：目標値の対象年は、2020 年の事業完成から 3 年後の事後評価が行われる 2023 年と設定した。 
*2)：Bindhabasini 配水池での 2015 年雨季の測定値（別添資料 6-6 参照）。 
*3)：社会調査および NWSC の窓口における顧客へのヒアリング調査の結果を踏まえて設定し

た。（別添資料 6-13 参照） 
*4)：いずれも浄水場出口（浄水池）で測定。 
*5)：2023 年時点での NWSC の給水エリアが対象。 

 

1) 浄水の水質 

本事業で建設される浄水場による水質改善の効果を測る。 

ポカラ市においては現在のところ、浄水処理せずに給水しているために、水道水に濁りが見られ、

塩素も適切に注入されていない状況である。本事業において給水水質を改善するため、新たに浄水場

が建設され、主要施設に塩素処理施設が設置される。 

これらの施策の効果を定量的に計測するため、新設浄水場の出口（浄水池）において浄水をサンプ

リングし、水質を測定する。測定項目は、ネパールで毎日測定を義務付けている項目であり、かつ本

事業の実施により改善が見込まれる項目として濁度および残留塩素とする。水質の基準値（表 4-4-1

における 2015 年の実績値）は、調査団が実施した Bindhabasini 配水池での雨季の測定値とする。 

水質の目標値は、ネパールの水質基準を参考に、濁度 5 NTU 以下、残留塩素 0.1mg/L 以上とする。

ただし残留塩素については、給水栓で 0.1mg/L を維持するためには、送配水管網での塩素の消費を考

慮する必要があるため浄水場出口で 0.5mg/L 以上を確保することを定量的効果指標における残留塩

素の目標値とする。 

なお、ネパールの残留塩素の基準値は、0.1～0.2mg/L と上限および下限が設定されている。ネパー

ル国基準の上限値は日本の基準値である 1.0mg/L 以下や WHO の基準値である 5.0mg/L 以下と比較す

るとかなり低い。また、なお、残留塩素の 低値は、どこにおいても（浄水場出口、配水池、給水の

末端等）基準値を確保する必要がある。 

定量的効果指標の目標年は、供用を開始する 2020 年の 3 年後とし、2023 年とする。モニタリング

は、NWSC が当該地点でサンプリングし、浄水場内の水質試験機器を使って水質検査を実施する。 
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2) 給水頻度 

本事業で実施される送配水施設整備による給水頻度の改善度合を測定する。 

2015 年に調査団が実施した社会条件調査および NWSC の水道料金支払い窓口における顧客へのヒ

アリング調査によると、市の一部において 7 日/週の給水がある一方、多くの地域においては 3 日/週

以上の給水頻度であり、市の南部では 1～2 日/週程度の給水頻度になっている。 

本事業では、対象地域において送配水施設を整備し、需要者への均等な配水を目指し、給水時間の

制限はあるものの、7 日/週の配水を目標としている。 

よって、定量的効果指標における給水頻度の目標値は、すべての地区において、7 日/週を目指すも

のとする。 

測定項目は、1 週間における平均的な給水日数とし、給水頻度のベースラインは、2015 年に調査団

が実施した社会条件調査および NWSC の窓口における顧客のヒアリング調査結果とする。 

給水頻度のモニタリングは、NWSC によって、窓口に来た顧客にヒアリング調査を実施するもの

とする。 

(2) 定性的効果 

本事業を実施することにより、以下の定性的効果が見込まれる。 

1) 漏水量の削減・給水圧の適正化に伴う水道サービスの改善 

ポカラ市の漏水率は 36％と推定され、水資源を有効に活用できていない状態である。本事業にお

いて、漏水が多発している老朽管を敷設替えし、また給水管を一部更新する。さらに、既設および新

設配水池を中心とした配水区域を設定し、配水圧力を適正化する。これらの施策により、漏水量の削

減が見込まれる。それにともない、水道サービスの改善を図ることができる。 

 

2) 給水メータの更新・無収水量の低減による NWSC ポカラ支所の料金徴収の増加 

本事業において約 9,000 個の給水メータを NWSC に調達し、故障している給水メータを交換する。

これによって使用量に応じた料金徴収が可能となり、さらに市民による水の使い過ぎや浪費を抑制

することができる。また、無収水量（特に漏水量）を低減することによって、給水量を増やすことが

でき、料金収入を増加させ、NWSC ポカラ支所の安定した経営を行うことができる。 

 

3)  NWSC ポカラ支所の財務基盤強化、およびポカラ市住民の生活環境の改善 

上記 1)、2)を受け、本事業実施によるインパクトとしては、NWSC ポカラ支所の財務基盤強化、お

よびポカラ市住民の生活環境の改善への寄与が期待される。 
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 資料 1 調査団員・氏名 

資料 2 調査工程 

資料 3 関係者（面会者リスト） 

資料 4 討議議事録（M/D） 

資料５ ソフトコンポーネント計画書 
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資料 1  調査団員・氏名 

第 1 次現地調査（2015 年） 

No. 名前 担当 配属先 期間 

1 松本 重行 団長 JICA 国際協力専門員 4/2～4/11 

2 讃良 貞信 都市給水/経営改善 JICA 国際協力専門員 4/2～4/11 

3 大塚 桃子 調査企画 JICA 地球環境部水資源第一チーム 4/2～4/11 

4 八木 徹 業務主任/上水道計画 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 4/2～6/6 

5 大坂 進一 浄水施設計画・設計 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 
4/2～4/21 

5/3～6/6 

6 鬼木 哲 運営・維持管理計画 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 4/21～5/12

7 藤川 賢吾 管路施設計画・設計 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 4/2～6/4 

8 亀山 勉 河川・治水計画 八千代エンジニヤリング㈱ 4/2～4/21 

9 筒井 康美 環境社会配慮 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 4/21～5/25

10 高井 いずみ 財務・経営 八千代エンジニヤリング㈱ 4/16～4/30

11 浅野 愼治 施工・調達計/積算 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 5/8～5/22 

12 林 健太 業務調整/積算補助 ㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 4/2～5/30 

 

  

A‐1



 

第 2 次現地調査（2015 年） 

No. 名前 担当 配属先 期間 

1 松本 重行 団長 JICA 国際協力専門員 7/12～7/17

2 讃良 貞信 都市給水/経営改善 JICA 国際協力専門員 7/12～7/17

3 大塚 桃子 調査企画 JICA 地球環境部水資源第一チーム 7/12～7/17

4 八木 徹 業務主任/上水道計画 ㈱NJS コンサルタンツ 7/9～9/11 

5 大坂 進一 浄水施設計画・設計 ㈱NJS コンサルタンツ 7/11～8/25

6 鬼木 哲 運営・維持管理計画 ㈱NJS コンサルタンツ 7/27～8/22

7 藤川 賢吾 管路施設計画・設計 ㈱NJS コンサルタンツ 7/9～9/11 

8 亀山 勉 河川・治水計画 八千代エンジニヤリング㈱ 7/16～8/4 

9 長谷部 晃 電気設備計画・設計 ㈱NJS コンサルタンツ 7/27～8/21

10 筒井 康美 環境社会配慮 ㈱NJS コンサルタンツ 7/15～8/3 

11 高井 いずみ 財務・経営 八千代エンジニヤリング㈱ 7/29～8/22

12 浅野 愼治 施工・調達計/積算 ㈱NJS コンサルタンツ 7/22～9/7 

13 林 健太 業務調整/積算補助 ㈱NJS コンサルタンツ 7/22～9/7 

 

第 3 次現地調査（2016 年）（DOD 調査） 

No. 名前 担当 配属先 期間 

1 松本 重行 団長 JICA 国際協力専門員 7/3～7/10 

3 川村 康予 調査企画 JICA 地球環境部水資源第一チーム 7/3～7/10 

4 八木 徹 業務主任/上水道計画 ㈱NJS コンサルタンツ 6/29～7/10

5 大坂 進一 浄水施設計画・設計 ㈱NJS コンサルタンツ 6/29～7/10

6 筒井 康美 環境社会配慮 ㈱NJS コンサルタンツ 6/29～7/10

 

A‐2



 

資料 2 調査日程 

 

第 1 次調査 

日程 曜日 行動計画 

メンバー 

松
本 

讃
良 

大
塚 

八
木 

大
坂 

鬼
木 

藤
川 

亀
山 

筒
井 

高
井 

浅
野 

林 

1 4/2 木 移動（羽田発－カトマンズ着） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

2 4/3 金 
JICA ネパール事務所で打合せ 

MoUD 及び NWSC との協議 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

3 4/4 土 
移動（カトマンズ発－ポカラ着） 

現地踏査 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯     ◯

4 4/5 日 
NWSC ポカラとの協議 

ステークホルダーミーティング 

資料収集・現地踏査 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

5 4/6 月 
NWSC ポカラとの協議 

資料収集・現地踏査 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

6 4/7 火 
移動（ポカラ発－カトマンズ着） 

団内協議、資料収集・現地踏査 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

7 4/8 水 
M/D 協議 

資料収集・現地踏査 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

8 4/9 木 
M/D 協議 

資料収集・現地踏査 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

9 4/10 金 M/D 署名、大使館報告 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

10 4/11 土                

11 4/12 日 団内協議、資料収集・現地踏査等      ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

12 4/13 月 資料収集・現地踏査等      ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

13 4/14 火 
移動（カトマンズ発－ポカラ着） 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

14 4/15 水 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯ ◯    ◯

15 4/16 木 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯ ◯  ◯  ◯

16 4/17 金 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯ ◯  ◯  ◯

17 4/18 土               

18 4/19 日 団内協議、資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯ ◯  ◯  ◯

19 4/20 月 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯ ◯  ◯  ◯

20 4/21 火 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  ◯

21 4/22 水 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

22 4/23 木 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

23 4/24 金 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

24 4/25 土               

25 4/26 日 団内協議、資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

26 4/27 月 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

27 4/28 火 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

28 4/29 水 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

29 4/30 木 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯ ◯  ◯

30 5/1 金 資料収集・現地踏査等    ◯  ◯ ◯  ◯   ◯

31 5/2 土               

32 5/3 日 団内協議、資料収集・現地踏査等    ◯ ◯ ◯ ◯  ◯   ◯

33 5/4 月 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
   ◯ ◯ ◯ ◯  ◯   ◯

34 5/5 火 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
   ◯ ◯ ◯ ◯  ◯   ◯

35 5/6 水 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
   ◯ ◯ ◯ ◯  ◯   ◯
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日程 曜日 行動計画 

メンバー 

松
本 

讃
良 

大
塚 

八
木 

大
坂 

鬼
木 

藤
川 

亀
山 

筒
井 

高
井 

浅
野 

林 

36 5/7 木 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯ ◯ ◯  ◯   ◯

37 5/8 金 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯ ◯ ◯  ◯  ◯ ◯

38 5/9 土                 

39 5/10 日 
団内協議 

オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 

     ◯ ◯ ◯ ◯  ◯  ◯ ◯

40 5/11 月 
オプション案検討書（案）の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯ ◯ ◯  ◯  ◯ ◯

41 5/12 火 
オプション案検討書（案）の提出 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯ ◯ ◯  ◯  ◯ ◯

42 5/13 水 資料収集・現地踏査等      ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

43 5/14 木 
C/P 説明用資料の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

44 5/15 金 
C/P 説明用資料の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

45 5/16 土                 

46 5/17 日 
団内協議 

C/P 説明用資料の作成 

資料収集・現地踏査等 

     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

47 5/18 月 
C/P 説明用資料の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

48 5/19 火 
C/P 説明用資料の作成 

資料収集・現地踏査等 
     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

49 5/20 水 
移動（ポカラ発－カトマンズ着） 

JICA ネパール事務所との打合せ 

資料収集・現地踏査等 

     ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

50 5/21 木 
移動（カトマンズ発－バドラプル着）

ドゥラバリ浄水施設の現地視察 

資料収集・現地踏査等 

   ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

51 5/22 金 
ドゥラバリ浄水施設の現地視察 

資料収集・現地踏査等 

移動（バドラプル－カトマンズ着） 

   ◯ ◯  ◯  ◯  ◯ ◯

52 5/23 土               

53 5/24 日 
JICA ネパール事務所との打合せ 

NWSC との協議 

資料収集・現地踏査等 

   ◯ ◯  ◯  ◯   ◯

54 5/25 月 
TV 会議 

資料収集・現地踏査等 
   ◯ ◯  ◯  ◯   ◯

55 5/26 火 
移動（カトマンズ発－ポカラ着） 

資料収集・現地踏査等 
   ◯ ◯  ◯     ◯

56 5/27 水 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯     ◯

57 5/28 木 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯     ◯

58 5/29 金 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯     ◯

59 5/30 土              ◯

60 5/31 日 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯      

61 6/1 月 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯      

62 6/2 火 資料収集・現地踏査等    ◯ ◯  ◯      

63 6/3 水 
移動（ポカラ発－カトマンズ着） 

JICA ネパール事務所で打合せ 
   ◯ ◯  ◯      

64 6/4 木 T/N 協議    ◯ ◯  ◯      

65 6/5 金 T/N 協議    ◯ ◯  ◯      

66 6/6 土 移動（カトマンズ発－羽田着）    ◯ ◯  ◯      
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第 2 次調査 

 

松

本

讃

良

大

塚

八

木

大

坂

鬼

木

藤

川

亀

山

長

谷
部

筒

井

高

井

浅

野
林

1 7/9 木 移動（羽田発－カトマンズ着） ◯ ◯
2 7/10 金 NWSCとの協議・資料収集 ◯ ◯
3 7/11 土 ◯ ◯

4 7/12 日
移動（羽田発－カトマンズ着）
MoUDへの第１次現地調査結果の説明とM/D協議

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

5 7/13 月 NWSCでM/Dおよび土地収用のレターに関する協議 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

6 7/14 火
移動（カトマンズ発－ポカラ着）

NWSCポカラとの協議および現地踏査
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

7 7/15 水
移動（ポカラ発－カトマンズ着）

M/D署名、土地収用のレター提出
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

8 7/16 木
JICAネパール事務所で打合せ

大使館報告
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

9 7/17 金 NWSCとの協議・資料収集 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
10 7/18 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
11 7/19 日 資料収集 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
12 7/20 月 再委託契約の調整 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
13 7/21 火 再委託契約の調整 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

14 7/22 水
資料収集
再委託契約の調整

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

15 7/23 木
移動（カトマンズ発-ポカラ着）

資料収集・現地踏査等
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

16 7/24 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
17 7/25 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
18 7/26 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
19 7/27 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
20 7/28 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
21 7/29 水 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
22 7/30 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
23 7/31 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
24 8/1 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
25 8/2 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
26 8/3 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
27 8/4 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
28 8/5 水 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
29 8/6 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
30 8/7 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
31 8/8 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
32 8/9 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
33 8/10 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
34 8/11 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
35 8/12 水 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
36 8/13 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
37 8/14 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
38 8/15 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
39 8/16 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
40 8/17 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
41 8/18 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

42 8/19 水
資料収集・現地踏査等

ステークホルダー会議
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

43 8/20 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
44 8/21 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
45 8/22 土 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
46 8/23 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
47 8/24 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
48 8/25 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
49 8/26 水 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
50 8/27 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
51 8/28 金 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
52 8/29 土 ◯ ◯ ◯ ◯
53 8/30 日 団内協議、資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
54 8/31 月 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
55 9/1 火 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
56 9/2 水 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
57 9/3 木 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
58 9/4 金 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯
59 9/5 土 ◯ ◯ ◯ ◯
60 9/6 日 資料収集・現地踏査等 ◯ ◯ ◯ ◯

61 9/7 月
移動（ポカラ発－カトマンズ着）

JICAネパール事務所との打合せ

NWSCとのT/N協議

◯ ◯ ◯ ◯

62 9/8 火 NWSCとのT/N協議 ◯ ◯
63 9/9 水 NWSCとのT/N協議 ◯ ◯
64 9/10 木 移動（カトマンズ発－羽田着） ◯ ◯
65 9/11 金 移動（カトマンズ発－羽田着） ◯ ◯

曜日日程 行動計画

メンバー
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第 3 次調査（DOD 調査） 

日程 曜日 行動計画 

メンバー 

松
本 

川
村 

八
木 

大
坂 

筒
井 

1 6/29 水 八木・大坂・筒井：移動（羽田発－カトマンズ着）   ◯ ◯ ◯ 

2 6/30 木 NWSC 本局にて協議   ◯ ◯ ◯

3 7/1 金 NWSC 本局と協議   ◯ ◯ ◯

4 7/2 土 ドラフトファイナルレポート案等修正作業   ◯ ◯ ◯

5 7/3 日 松本・川本：移動（羽田発－カトマンズ着） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

6 7/4 月 
JICA ネパール事務所にて協議 

上下水道省、NWSC 本局にて協議 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯

7 7/5 火 
NWSC 本局にて協議 
財務省にて協議 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

8 7/6 水 M/D 署名（上下水道省） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

9 7/7 木 ラマダン明け祝日 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

10 7/8 金 財務省協議、大使館報告 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

11 7/9 土 
移動（カトマンズ- 東京） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

12 7/10 日 
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資料 3 関係者（面会者）リスト 

 

 

第 1 回調査時 

Ministry of Urban Development  

1  Mr. Ram Chandra Devkota 
Joint Secretary Chief, Water and Environment 

Division 

2  Mr. Nawai Kishor Mishra Joint Secretary 

Nepal Water Supply Corporation (NWSC) 

Head Office  

1  Dr. Parameshor Pokharel Chairman 

2  Mr. Jhalak Ram Adhikari Chief Executive Officer 

3  Mr. Arjun Babu Dhakal General Manager 

4  Dr. Bhupendra Prasad Acting Manager 

Pokhara Office  

1  Mr. Buddha Ratna Maharjan Office Chief 

2  Mr. Dineshwar Yadar Acting Office Chief, Engineer 
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Division 
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Nepal Water Supply Corporation (NWSC) 

Head Office  

1  Dr. Parameshor Pokharel Chairman 

2  Mr. Arjun Babu Dhakal General Manager 

3  Dr. Bhupendra Prasad Acting Manager 

4  Mr. Ishwar Prasad Acting Deputy Manager 

Pokhara Office  

1  Mr. Buddha Ratna Maharjan Office Chief 

2  Mr. Dineshwar Yadar Acting Office Chief, Engineer 
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1  Mr. Rajan Raj Pandey Joint Secretary 

Nepal Water Supply Corporation (NWSC) 

Head Office  

1  Mr. Arjun Babu Dhakal General Manager 

2  Dr. Bhupendra Prasad Acting Manager 

3  Mr. Ishwar Prasad Acting Deputy Manager 
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